
 

 

 

 

 

 

 

工事計画に係る補足説明資料 

（その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 2月 

中国電力株式会社 

 

 

島根原子力発電所第２号機 審査資料 

資料番号   NS2-補-012改 05 

提出年月日 2023 年 2 月 21 日 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 



1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。

資料

No. 
添付書類名 補足説明資料（内容） 備考 

1 

非常用発電装置の出力の決

定に関する説明書 

非常用発電装置の供給負荷

について 

2 

発電用火力設備に関する技

術基準を定める省令及び原

子力発電工作物に係る電気

設備に関する技術基準を定

める命令の各条文に対する

個別設備の逐条評価につい

て 

3 

非常用ディーゼル発電機の

出力の決定に関する説明に

ついて 

4 

可搬型重大事故等対処設備

のうち一部常設箇所を有す

る設備に関する説明につい

て（緊急時対策所用発電機

関係） 

5 

技術的能力の各手順におけ

るガスタービン発電機から

の給電を期待する負荷の整

理について 

6 

高エネルギーアーク損傷

（HEAF）対策に係る電気盤

の設計について 

別紙 工認添付書類と設置許可まとめ資料との関係 



 

工認添付書類と設置許可まとめ資料との関係 

（工事計画に係る説明資料（その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備）） 

工認添付資料 設置許可まとめ資料 引用内容 

非常用発電装置

の出力の決定に

関する説明書 

有効性 

評価 

添付資料 

2.3.1.8 

2.3.1.8 常設代替交流電源設備

の負荷（全交流動力電源喪失（長

期ＴＢ）） 

資料の一部を引用 

ＳＡ 57-9 
1.1 重大事故等対処設備による

代替電源（交流）の供給 
資料の一部を引用 
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非常用発電装置の供給負荷について 
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1. 概要 

本資料は，非常用発電装置の出力の決定に関する説明書において説明している非常用発

電装置のうち非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，ガスター

ビン発電機，高圧発電機車及び緊急時対策所用発電機から電力を供給する機器について補

足説明するものである。 

 

2. 非常用発電装置の供給負荷について 

2.1 非常用ディーゼル発電機 

重大事故等時に非常用ディーゼル発電機から電力を供給する機器については，発電用

原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追補 1「重大事故の発生及び拡大の防止に必要

な措置を実施するために必要な技術的能力」では手順ごとに記載し，添付書類八では施

設ごとに記載しており，添付書類八の「10.1 非常用電源設備」の項に以下のとおり取

り纏めて記載している。 

 

非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電機は，重大事故等時にＡＴＷＳ

緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能），ほう酸水注入系，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能），低圧原

子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），低圧炉心スプレイ系，

残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。），格納容器代替スプレイ系（常設），格納

容器代替スプレイ系（可搬型），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モー

ド），中央制御室換気系，計装設備及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計と

する。 

 

2.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

重大事故等時に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から電力を供給する機器につい

ては，発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十追補 1 重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力では手順ごとに記載し，添付書

類八では施設ごとに記載しており，添付書類八の「10.1 非常用電源設備」の項に以下

のとおり取り纏めて記載している。 

 

非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，高圧炉心ス

プレイ系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。 
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2.3 ガスタービン発電機 

重大事故等時にガスタービン発電機から電力を供給する機器については，設置許可ま

とめ資料「重大事故等対策の有効性評価 添付資料 2.3.1.8 常設代替交流電源設備の

負荷（全交流動力電源喪失（長期ＴＢ））」にて以下のとおり記載している。 
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2.4 高圧発電機車 

重大事故等時に高圧発電機車から電力を供給する機器については，設置許可まとめ資

料「重大事故等対処設備について（補足説明資料）」にて以下のとおり記載している。 
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3. 工事計画における負荷の精緻化について 

設置許可まとめ資料における負荷リストの最大負荷容量は，非常用発電装置の出力の決

定に関する説明書における負荷リストの最大負荷容量と差異があるが，表 3－1のとおり，

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書においては精緻化した値を用いているためで

ある。 

ガスタービン発電機，高圧発電機車いずれもまとめ資料における最大容量以下であり，

問題ないと考える。 

 

表 3－1 非常用発電装置の出力算出に用いる負荷容量の対比表 

 設置許可まとめ資料 
非常用発電装置の出力の決定に 

関する説明書 

電動機負荷 電動機定格容量（最大値） 軸動力の値* 

計装用無停電交流

電源装置 

装置定格容量 

（最大値） 

接続される負荷容量に余裕を考慮し

た値 

その他 ― 
設計進捗により得られた負荷容量の 

反映 

注記＊：軸動力を用いることに関する説明の詳細は，補足説明資料 No.3「非常用ディーゼ

ル発電機の出力の決定に関する説明について」に記載。 

 

4. 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等の電源供給について 

重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等については，必要性に応じ，重大事

故等対処設備である非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，ガ

スタービン発電機及び緊急時対策所用発電機のいずれかの非常用発電装置から電源供給が

可能な設計としている。これらの非常用発電装置が重大事故等対処設備の機能維持に必要

な空調設備等を負荷した場合においても十分な容量が確保できる設計としていることを以

下に示す。 

4.1 非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機を重大事故等時に使用する場合の最大所要負荷は，Ⅵ-1-9-1-

1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」の表 3－5に示すとおり（A系：3731kW，

B系：3432kW）である。重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等のうち，非常

用ディーゼル発電機からの電源供給が可能な設備の合計容量は表 4－1 のとおり（A：

172.9kW，B：175.1kW）であり，最大所要負荷に加えると（A：3903.9kW，B：3607.1kW）

となる。 

非常用ディーゼル発電機の出力は，5840kWの出力を有する設計としており，十分な容

量が確保できる設計としている。 
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4.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を重大事故等時に使用する場合の最大所要負荷

は，添付書類「Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」の表 3－7

に示すとおり 2232kWである。重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等のう

ち，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電源供給が可能な設備の合計容量は表

4－2のとおり 62.5kWであり，最大所要負荷に加えると 2294.5kWとなる。高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機の出力は，3200kWの出力を有する設計としており，

2294.5kWに対しても十分な容量が確保できる設計としている。 

 

4.3 ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機の最大所要負荷は，Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に

関する説明書」の表 3－8に示すとおり 4281kW である。重大事故等対処設備の合計容量

は表 4－3のとおり 112.9kW であり，最大所要負荷に加えると 4393.9kW となる。ガスタ

ービン発電機の出力は，4800kWの出力を有する設計としており，4393.9kWに対しても十

分な容量が確保できる設計としている。 

 

4.4 緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用発電機の最大所要負荷は，Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定

に関する説明書」の表 3－10 に示すとおり 79.13kW である。重大事故等対処設備の機能

維持に必要な空調設備等のうち，緊急時対策所用発電機からの電源供給が可能な設備の

合計容量は表 4－4 のとおり，既に緊急時対策所用発電機の最大所要負荷に加えられて

いる。緊急時対策所用発電機の出力は，176kW の出力を有する設計としており，十分な

容量が確保できる設計としている。 
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表 4－1 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等の容量 

（非常用ディーゼル発電機） 

 

設備 位置付け 
容量(kW) 

電源元 備考 
A系 B系 

① LPCSポンプ室空調 建屋空調 3.7 － A系…C1-R/B-C/C － 

② RHRポンプ室空調 建屋空調 3.7 5.9 
A系…C1-R/B-C/C 

B系…D1-R/B-C/C 
－ 

③ FPCポンプ室空調 建屋空調 1.5 1.5 
A系…C3-R/B-C/C 

B系…D3-R/B-C/C 
－ 

④ 中央制御室空調 建屋空調 173＊ 173＊ 

A系…C-L/C， 

C3-R/B-C/C 

B系…D-L/C， 

D3-R/B-C/C 

－ 

⑤ DG電気室空調 建屋空調 90 90 
A系…A-DG-C/C 

B系…B-DG-C/C 
－ 

⑥ CAMSエリア冷却機 建屋空調 － 3.7 D2-R/B-C/C － 

⑦ 揚水ポンプ その他 74 74 非常用 
37kW

/台 

合計容量 172.9 175.1 － － 

 

注記＊：添付書類「Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」の表 3－5に

て積算されているため，合計容量には加えない。 
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表 4－2 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等の容量 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 

 

設備 位置付け 容量(kW) 電源元 備考 

① HPCSポンプ室空調 建屋空調 7.5 HPCS-C/C － 

② DG電気室空調 建屋空調 55 HPCS-C/C － 

合計容量 62.5 － － 

 

 

表 4－3 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等の容量 

（ガスタービン発電機） 

 

設備 位置付け 容量(kW) 電源元 備考 

① LPCSポンプ室空調 建屋空調 3.7 C1-R/B-C/C  

② RHRポンプ室空調 建屋空調 7.4＊ D1-R/B-C/C 2系統分 

③ FPCポンプ室空調 建屋空調 1.5＊ D3-R/B-C/C － 

④ 中央制御室空調 建屋空調 173＊ 
D-L/C 

D3-R/B-C/C 
－ 

⑤ GTG建物空調 建屋空調 16.5 緊急用 C/C － 

⑥ FLSR格納槽空調 建屋空調 15 SA1-C/C － 

⑦ CAMSエリア冷却機 建屋空調 3.7 D2-R/B-C/C － 

⑧ 揚水ポンプ その他 74 非常用 － 

合計容量 112.9 － － 

 

注記＊：添付書類「Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」の表 3－8に

て積算されているため，合計容量には加えない。 
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表 4－4 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備等の容量 

（緊急時対策所用発電機） 

 

設備 位置付け 容量(kW) 電源元 備考 

① 緊対所空調 建屋空調 48.54＊ 
緊急時対策所 

低圧母線盤 
－ 

合計容量 0 － － 

 

注記＊：添付書類「Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」の表 3－10

にて積算されているため，合計容量には加えない。 
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1. 概要 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」

という。）第 48条及び第 78条（準用）に関する説明として，「発電用火力設備に関する技

術基準を定める省令」（以下「火力省令」という。）及び「原子力発電工作物に係る電気設

備に関する技術基準を定める命令」（以下「原子力電技命令」という。）に対する適合状況

について整理する。 

 

2. 準用に関する説明対象設備の抽出 

準用に関する説明の範囲は，今回の申請における，新規設置設備及び規制基準要求

（48,78条）の追加又は変更がある既設設備とする。ただし，原子力電技命令について

は，ケーブル等の関連設備を含む。対象設備の抽出のフローチャートを図 2-1及び図 2-2

に示す。 

2.1 火力省令を準用する設備（常設設備） 

設計基準対象施設に施設する補助ボイラー，重大事故等対処施設に施設するガスター

ビン，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設する内燃機関にて整理される設

備を抽出する。 

2.2 原子力電技命令を準用する設備（常設設備） 

至近の先行建設プラントにおける「電気設備に関する技術基準の適合性に関する説

明」においては，省令 69号の別表第二における電気設備（発電機，変圧器，遮断器）及

び附帯設備のうち非常用予備発電装置（非常用ディーゼル発電設備，無停電電源装置，

電力貯蔵装置（蓄電池））に対し説明を実施しており，これらの実績を踏まえ，非常用電

源設備及び常用電源設備にて整理される設備を抽出する。 

2.3 可搬型設備 

可搬型設備については，技術基準規則第 48条及び 78条において，設計基準対象施設

又は重大事故等対処施設に施設する設備と規定しており，常設設備が対象となっている

ため，火力省令及び原子力電技命令に対する準用の要求はないが，その機能の重要性を

考慮し，非常用ディーゼル発電設備の代替として重大事故等時に使用される非常用電源

装置及び内燃機関を有するポンプに対する適合性について説明を実施する。 
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3. 説明方針 

3.1 常設設備 

火力省令及び原子力電技命令の要求に対する適合性について整理を実施し，関連する

施設の添付書類（Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」，Ⅵ-1-9-

2-1「常用電源設備の健全性に関する説明書」及びⅥ-3-別添 4「発電用火力設備の技術

基準による強度に関する説明書」）にてそれぞれ説明を実施する。 

火力省令及び原子力電技命令の各条文に対する個別設備の逐条評価については，各説

明書の補足説明資料として整理する。対象設備及び記載箇所を表 3-1に示す。 

3.2 可搬型設備 

技術基準規則第 48条及び 78条においては，設計基準対象施設又は重大事故等対処施

設に施設する設備と規定しており，常設設備が対象となっているが，非常用電源設備の

うち可搬型の非常用発電装置については，日本内燃力発電設備協会規格の可搬形発電設

備技術基準（ＮＥＧＡ Ｃ ３３１：2005）により，火力省令及び原子力電技命令に対す

る適合性を整理し，Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」及びⅥ-

3-別添 5「非常用発電装置（可搬型）の強度に関する説明書」にて説明を実施する。 

内燃機関を有する大量送水車，大型送水ポンプ車，移動式代替熱交換設備淡水ポンプ

については，SAクラス 3機器（一般産業品の完成品）として，Ⅵ-3「強度に関する説明

書」にて説明を実施する。 

可搬形発電設備技術基準（ＮＥＧＡ Ｃ ３３１：2005）の各条文に対する個別設備の

逐条評価については，Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」の補

足説明資料として整理する。対象設備及び記載箇所を表 3-2に示す。 

なお，日本内燃力発電設備協会は，公益財団法人である日本適合性認定協会から製品

認証機関として認定されており，可搬形発電設備技術基準（ＮＥＧＡ Ｃ ３３１：

2005）において電気設備の技術基準及び火力省令を引用法令とし，製品認証を行ってい

る機関である。 
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料
移
送
ポ
ン
プ
，
B-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
，
A-
デ
ィ
ー

ゼ
ル
燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク

，
B-
デ

ィ
ー
ゼ
ル

燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク

等

含
む
。）

 

○
 

○
 

Ⅵ
-
1-
9-
1-
1「

非
常
用
発
電
装
置
の
出

力
の
決
定
に
関
す
る
説
明
書
」

 

 Ⅵ
-
3-
別
添

4「
発
電
用
火
力
設
備
の
技

術
基

準
に

よ
る

強
度

に
関

す
る

説
明

書
」
 

・
技

術
基

準
の

適
合

状
況

＊
1  

 ・
強
度
評
価

＊
2  

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
 

（
発
電
機
，
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
デ
イ
タ
ン
ク
，
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

移
送
ポ
ン
プ
，
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
含
む
。）

 

○
 

○
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

（
ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発
電

機
用

発
電
機
，
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機

用
燃
料
移
送

ポ
ン
プ
，

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン
発

電
機
用
サ

ー
ビ
ス

タ

ン
ク
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
等
含
む
。）

 

○
 

○
 

緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク
 

○
 

－
 

無
停
電
電
源
装
置
 

（
計
装
用
交
流
無
停
電
電
源
装
置
，
23
0V

系
充
電
器
（
常
用
），

B1
-1

15
V
系
充
電
器
（
SA
），

SA
用

11
5V

系
充
電
器
）
 

－
 

○
 

Ⅵ
-
1-
9-
1-
1「

非
常
用
発
電
装
置
の
出

力
の
決
定
に
関
す
る
説
明
書
」

 

・
技

術
基

準
の

適
合

状
況
 

蓄
電
池
 

（
23
0V

系
蓄
電
池
（
RC
IC
），

A-
11
5V

系
蓄
電
池
，
B-
11
5V

系

蓄
電
池
，
B1
-1
15
V
系
蓄
電
池
（
SA
），

SA
用

11
5V

系
蓄
電
池
，

高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系

蓄
電
池

，
原
子
炉

中
性
子
計

装
用
蓄

電

池
）
 

－
 

○
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表
3-
1 

対
象
設
備
及
び
記
載
箇
所
（
常
設
設
備
）（

2
/
3）

 

 
設
備
名
称
 

火
力
省
令
 

原
子
力
電
技
 

命
令
 

記
載
箇
所
 

記
載
内
容
 

常 設 

変
圧
器
 

（
動
力
変
圧
器
，
動
力
変
圧
器

HP
CS
）
 

－
 

○
 

Ⅵ
-
1-
9-
1-
1「

非
常
用
発
電
装
置
の
出

力
の
決
定
に
関
す
る
説
明
書
」

 

・
技

術
基

準
の

適
合

状
況
 

遮
断
器
（
M/
C
他
）
 

（
メ
タ
ル

ク
ラ
ッ

ド
開
閉

装
置

，
メ
タ

ル
ク
ラ

ッ
ド
開

閉
装

置

HP
CS
，
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
，
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
セ
ン
タ

HP
CS
，
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
，
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
，
高

圧
発
電
機

車
接
続

プ
ラ
グ

収
納

箱
，
緊

急
用
メ

タ
ク
ラ

接
続

プ

ラ
グ
盤
，
SA

ロ
ー
ド
セ
ン
タ
，
SA
1
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
，
SA
2

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
，
充
電
器
電
源
切
替
盤
，
SA

電
源
切
替

盤
，
重
大
事
故
操
作
盤
，
緊
急
時
対
策
所

 
発
電
機
接
続
プ
ラ
グ

盤
，
緊
急
時
対
策
所
 
低
圧
受
電
盤
，
緊
急
時
対
策
所

 
低
圧
母

線
盤
，
緊
急
時
対
策
所
 
低
圧
分
電
盤

1，
緊
急
時
対
策
所
 
低

圧
分
電
盤

2，
緊
急
時
対
策
所
 
無
停
電
交
流
電
源
装
置
，
緊
急

時
対
策
所
 
無
停
電
分
電
盤

1，
緊
急
時
対
策
所

 
直
流

11
5V

充
電
器
，
23
0V

系
充
電
器
(R
CI
C)
，
A-
11
5V

系
充
電
器
，
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
充
電
器
，
B-
11
5V

系
充
電
器
，
B1
-1
15
V
系
充

電
器
（
SA
），

原
子
炉
中
性
子
計
装
用
充
電
器
，
23
0V

系
直
流
盤

（
RC
IC
），

23
0V

系
直
流
盤
（
常
用
），

11
5V

直
流
盤
，
中
性
子

計
装
分
電
盤
，
HP
AC

直
流
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
，
SA

対
策
設

備
用
分
電
盤
（
2）
，
SR
V
用
電
源
切
替
盤
）
 

－
 

○
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表
3-
1 

対
象
設
備
及
び
記
載
箇
所
（
常
設
設
備
）（

3
/
3）

 

 
設
備
名
称
 

火
力
省
令
 

原
子
力
電
技
 

命
令
 

記
載
箇
所
 

記
載
内
容
 

常 設 

発
電
機
 

（
発
電
機
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
用
発
電
機
（
１
号
機
設
備
，

１
，
２
，
３
号
機
共
用
））

 

－
 

○
 

Ⅵ
-
1-
9-
2-
1「

常
用
電
源
設
備
の
健
全

性
に
関
す
る
説
明
書
」
 

・
技

術
基

準
の

適
合

状
況

＊
1  

変
圧
器
 

（
主
変
圧
器
）
 

－
 

○
 

遮
断
器
（
GI
S）

 

（
22
0k
V
送
電
線
用
遮
断
器
（
１
，
２
，
３
号
機
共
用
））

 
－
 

○
 

遮
断
器
（
M/
C
他
）
 

（
所
内
電
源
設
備
）
 

－
 

○
 

注
記
＊
１
：
発
電
機
に
関
す
る
原
子
力
電
技
命
令
第

13
条
の
適
合
性
は
，
保
護
す
る
電
気
機
械
器
具
の
要
求
と
し
て
整
理
す
る
。
 

＊
２
：
火
力
省
令
第

19
条
第

4
項
又
は
第

25
条
第

3
項
に
関
す
る
も
の
。
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表
3-
2 

対
象
設
備
及
び
記
載
箇
所
（
可
搬
型
設
備
）
 

 
設
備
名
称
 

説
明
の
概
要
 

記
載
箇
所
 

記
載
内
容
 

可 搬 型 

高
圧
発
電
機
車
 

可
搬

形
発

電
設

備
技
術

基
準
（

Ｎ
Ｅ

Ｇ
Ａ

 
Ｃ
 

３
３
１
：
20
05
）
に
よ
り
，
原
子
力
電
技
命
令

及
び
火
力
省
令
の
適
合
性
を
整
理
 

Ⅵ
-1
-9
-1
-1

「
非

常
用

発
電

装
置

の
出

力
の
決
定
に
関
す
る
説
明
書
」

 

Ⅵ
-3
「
強
度
に
関
す
る
説
明
書
」
 

Ⅵ
-3
-別

添
5「

非
常
用
発
電
装
置
（
可

搬
型
）
の
強
度
に
関
す
る
説
明
書
」
 

・
技
術
基
準
の
適
合
状
況
 

 ・
強
度
評
価

＊
 

緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
用
発
電
設
備
 

大
量
送
水
車
 

技
術
基
準
規
則
第

55
条
に
よ
り
，
ポ
ン
プ
に

つ
い
て
，
機
能
を

SA
ク
ラ
ス

3
機
器
（
一
般

産
業
品
の
完
成
品
）
と
し
て
説
明
 

Ⅵ
-3
「
強
度
に
関
す
る
説
明
書
」
 

・
強
度
評
価
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
淡
水
ポ
ン
プ
 

注
記
＊
：
完
成
品
と
し
て
「
日
本
電
機
工
業
会
規
格
 Ｊ

Ｅ
Ｍ
－
１
３
５
４
」
又
は
「
日
本
電
機
工
業
会
規
格
 Ｊ

Ｅ
Ｍ
－
１
３
９
８
」
に
関
す
る
も
の
。
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4. 火力省令の準用 

4.1 非常用ディーゼル発電設備 

4.1.1 ディーゼル機関 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

ディーゼル機関 （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

 

 

 

 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

ディーゼル機関は，非常用調速機が作動したときに達する回転速度に

対して構造上十分な機械的強度を有する設計としている。 

 

 

 

ディーゼル機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであ

って，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じない設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度において発生する

最大の応力に対し安全な設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル機関は，一般用電気工作物ではない。 

 

 

 

ディーゼル機関は，加速度トリップ試

験においてもその機械的強度を確認し

ている。 

 

 

異常な摩耗，変形及び過熱が生じない

よう，以下の装置を設けている。 

①通常運転時に軸受に給油を行うため 

の潤滑油ポンプ 

②ディーゼル機関の通常運転時に必要 

な潤滑油を貯蔵する潤滑油サンプタ 

ンク 

③潤滑油を清浄に保つための潤滑油 

フィルタ 

④潤滑油の温度を調整するための潤滑 

油冷却器 

 

 

ディーゼル機関のケーシング（シリン

ダヘッド）において，発電用火力設備

の技術基準の解釈第 5条を満たす水圧

試験を実施し，本規定に適合している

ことを確認している。なお，耐圧部分

に対する強度については，評価方法及

び評価結果を，Ⅵ-3-別添 4「発電用火

力設備の技術基準による強度に関する

説明書」にて示す。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

ディーゼル機関は，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装

置（ガバナ）を設ける設計としている。調速装置は，定格負荷を遮断し

た場合でも非常調速装置が作動する回転速度（ ）未満に

する能力を有する設計としている。 

ディーゼル機関には，異常な過回転が生じた場合，定格回転速度の

を超えない時点（ ）で停止電磁弁を動作させることによ

り，停止シリンダに始動空気を供給し，燃料を強制的に遮断する非常停

止装置を設ける設計としている。 

また，冷却水の供給が停止した場合に冷却水の圧力低下を検出し，停止

電磁弁を動作させ，停止シリンダに始動空気を供給して，燃料を強制的

に遮断することで，機関を緊急停止させる非常停止装置を設ける設計と

している。 

ディーゼル機関の内燃機関は，過圧が生ずるおそれのあるものとして過

圧防止装置であるシリンダ安全弁（設定値： ＊）を設ける設計と

している。 

ディーゼル機関の内燃機関は，シリン

ダの直径が であり，「鋼船規則」

に基づき，通常運転時の最高圧力

＊の 140％以下に安全弁を設定

している。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル機関には，設備の損傷を防止するため内燃機関の運転状態を

計測する装置として，回転速度，冷却水温度，潤滑油圧力，潤滑油温度

等，運転状態を計測する装置を設ける設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル機関は，一般用電気工作物ではない。 

 

 

運転状態を計測する装置として，以下

を計測する計器を設けている。 

①内燃機関の回転速度（機関回転計） 

②内燃機関の出口における冷却水温度

（機関出口一次水温度計） 

③内燃機関の入口における潤滑油圧力

（機関入口潤滑油圧力計） 

④内燃機関の出口における潤滑油の温

度（機関出口潤滑油温度計） 

 

 

 

注記＊：ＳＩ単位に換算したものである。  
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4.1.2 ディーゼル燃料デイタンク 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

非常用ディーゼル発電機 

燃料油デイタンク 

（内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

 

 

 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，大気開放タンクであるため耐圧部分は存

在しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは大気開放

タンクであり，耐圧部分に該当しない

ため，本規定は適用されない。 

なお，「耐圧部分」とは，内面に0MPaを

超える圧力（ゲージ圧力）を受ける部

分をいう。 

（発電用火力設備の技術基準の解 

釈 第 2条第 1項） 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，大気開放タンクであるため過圧が生ずる

おそれはない。 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 
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4.1.3 A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

A-ディーゼル燃料移送ポンプ （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

 

 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

 

 

A-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

A-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

A-ディーゼル燃料移送ポンプは，最高使用圧力（0.98MPa）の 1.5倍以

上の水圧試験を実施する設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.47MPaでの水圧試験にて異常の無いこ

とを確認する。 

なお，耐圧部分に対する強度については， 

評価方法及び評価結果を，Ⅵ-3-別添4｢発

電用火力設備の技術基準による強度に

関する説明書」にて示す。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料移送ポンプは，大気開放タンクに接続しているため，

過圧が生ずるおそれはない。 

 

 

 

A-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

A-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 
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4.1.4 B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

B-ディーゼル燃料移送ポンプ （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

 

 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

 

 

B-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

B-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

B-ディーゼル燃料移送ポンプは，最高使用圧力（0.98MPa）の 1.5倍以

上の水圧試験を実施する設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.47MPaでの水圧試験にて異常の無いこ

とを確認する。 

なお，耐圧部分に対する強度については， 

評価方法及び評価結果を，Ⅵ-3-別添4｢発

電用火力設備の技術基準による強度に

関する説明書」にて示す。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料移送ポンプは，大気開放タンクに接続しているため，

過圧が生ずるおそれはない。 

 

 

 

B-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

B-ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 
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4.1.5 A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，大気開放タンクであるため耐圧部分は

存在しない。 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，大気開放タンクであるため過圧が生ず

るおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは大気開

放タンクであり，耐圧部分に該当しな

いため，本規定は適用されない。 

なお，「耐圧部分」とは，内面に0MPaを

超える圧力（ゲージ圧力）を受ける部

分をいう。 

（発電用火力設備の技術基準の解 

釈 第 2条第 1項） 

 



 

19 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 
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4.1.6 B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，大気開放タンクであるため耐圧部分は

存在しない。 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，大気開放タンクであるため過圧が生ず

るおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは大気開

放タンクであり，耐圧部分に該当しな

いため，本規定は適用されない。 

なお，「耐圧部分」とは，内面に0MPaを

超える圧力（ゲージ圧力）を受ける部

分をいう。 

（発電用火力設備の技術基準の解 

釈 第 2条第 1項） 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 
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4.1.7 火力技術基準配管 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

火力技術基準配管 （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

火力技術基準配管は，強度評価において強度計算を実施し，管の厚さが

計算上必要な厚さ以上であることを確認する。 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，大気開放タンクに接続するため，過圧が生ずるお

それはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐圧部分に対する強度については，評

価方法及び一部の評価結果を，Ⅵ-3-

別添4「発電用火力設備の技術基準に

よる強度に関する説明書」にて示す。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 
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4.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

4.2.1 ディーゼル機関 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

ディーゼル機関 （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

 

 

 

 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

 

ディーゼル機関は，非常用調速機が作動したときに達する回転速度に

対して構造上十分な機械的強度を有する設計としている。 

 

 

 

ディーゼル機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであ

って，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じない設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度において発生する

最大の応力に対し安全な設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル機関は，一般用電気工作物ではない。 

 

 

 

 

ディーゼル機関は，加速度トリップ試

験においてもその機械的強度を確認し

ている。 

 

 

異常な摩耗，変形及び過熱が生じない

よう，以下の装置を設けている。 

①通常運転時に軸受に給油を行うため 

の潤滑油ポンプ 

②ディーゼル機関の通常運転時に必要 

な潤滑油を貯蔵する潤滑油サンプタ 

ンク 

③潤滑油を清浄に保つための潤滑油 

フィルタ 

④潤滑油の温度を調整するための潤滑 

油冷却器 

 

 

ディーゼル機関のケーシング（シリン

ダヘッド）において，発電用火力設備

の技術基準の解釈第 5条を満たす水圧

試験を実施し，本規定に適合している

ことを確認している。なお，耐圧部分

に対する強度については，評価方法及

び評価結果を，Ⅵ-3-別添 4「発電用火

力設備の技術基準による強度に関する

説明書」にて示す。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

ディーゼル機関は，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装

置（ガバナ）を設ける設計としている。調速装置は，定格負荷を遮断し

た場合でも非常調速装置が作動する回転速度（ ）未満に

する能力を有する設計としている。 

ディーゼル機関には，異常な過回転が生じた場合，定格回転速度の

を超えない時点（ ）で停止電磁弁を動作させることによ

り，停止シリンダに始動空気を供給し，燃料を強制的に遮断する非常停

止装置を設ける設計としている。 

また，冷却水の供給が停止した場合に冷却水の圧力低下を検出し，停止

電磁弁を動作させ，停止シリンダに始動空気を供給して，燃料を強制的

に遮断することで，機関を緊急停止させる非常停止装置を設ける設計と

している。 

ディーゼル機関の内燃機関は，過圧が生ずるおそれのあるものとして過

圧防止装置であるシリンダ安全弁（設定値： ＊）を設ける設計と

している。 

ディーゼル機関の内燃機関は，シリン

ダの直径が であり，「鋼船規則」

に基づき，通常運転時の最高圧力

＊の 140％以下に安全弁を設定

している。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル機関には，設備の損傷を防止するため内燃機関の運転状態を

計測する装置として，回転速度，冷却水温度，潤滑油圧力，潤滑油温度

等，運転状態を計測する装置を設ける設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル機関は，一般用電気工作物ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転状態を計測する装置として，以下

を計測する計器を設けている。 

①内燃機関の回転速度（機関回転計） 

②内燃機関の出口における冷却水温度

（機関出口一次水温度計） 

③内燃機関の入口における潤滑油圧力

（機関入口潤滑油圧力計） 

④内燃機関の出口における潤滑油の温

度（機関出口潤滑油温度計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記＊：ＳＩ単位に換算したものである。  
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4.2.2 ディーゼル燃料デイタンク 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

ディーゼル燃料デイタンク （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

 

 

 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，大気開放タンクであるため耐圧部分は存

在しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは大気開放

タンクであり，耐圧部分に該当しない

ため，本規定は適用されない。 

なお，「耐圧部分」とは，内面に0MPaを

超える圧力（ゲージ圧力）を受ける部

分をいう。 

（発電用火力設備の技術基準の解 

釈 第 2条第 1項） 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，大気開放タンクであるため過圧が生ずる

おそれはない。 

 

 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 

 

ディーゼル燃料デイタンクは，内燃機関本体ではない。 
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4.2.3 ディーゼル燃料移送ポンプ 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

ディーゼル燃料移送ポンプ （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

 

 

 

ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料移送ポンプは，最高使用圧力（0.98MPa）の 1.5倍以上

の水圧試験を実施する設計としている。 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.47MPaでの水圧試験にて異常の無いこ

とを確認する。なお，耐圧部分に対する

強度については， 評価方法及び評価結果

を，Ⅵ-3-別添4｢発電用火力設備の技術

基準による強度に関する説明書」にて示

す。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料移送ポンプは，大気開放タンクに接続しているため，過

圧が生ずるおそれはない。 

 

 

 

ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

ディーゼル燃料移送ポンプは，内燃機関本体ではない。 
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4.2.4 ディーゼル燃料貯蔵タンク 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

ディーゼル燃料貯蔵タンク （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，大気開放タンクであるため耐圧部分は存

在しない。 

 

 

 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，大気開放タンクであるため過圧が生ずる

おそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは大気開放

タンクであり，耐圧部分に該当しない

ため，本規定は適用されない。 

なお，「耐圧部分」とは，内面に0MPaを

超える圧力（ゲージ圧力）を受ける部

分をいう。 

（発電用火力設備の技術基準の解 

釈 第 2条第 1項） 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，内燃機関本体ではない。 
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4.2.5 火力技術基準配管 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

火力技術基準配管 （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

火力技術基準配管は，強度評価において強度計算を実施し，管の厚さが

計算上必要な厚さ以上であることを確認する。 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，大気開放タンクに接続するため，過圧が生ずるお

それはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐圧部分に対する強度については，評

価方法及び一部の評価結果を，Ⅵ-3-

別添4「発電用火力設備の技術基準に

よる強度に関する説明書」にて示す。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 

 

 

火力技術基準配管は，内燃機関本体ではない。 
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4.3 代替交流電源設備 

4.3.1 ガスタービン発電機用ガスタービン機関 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

ガスタービン発電機用ガスタービ

ン機関

（ガスタービン等の構造） 

第十九条 ガスタービンは，非常調速装置が作動したときに達する回転

速度及びガスの温度が著しく上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮

断する装置が作動したときに達するガス温度に対して構造上十分な機

械的強度及び熱的強度を有するものでなければならない。 

2 ガスタービンの軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであっ

て，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければなら

ない。 

3 ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの

（ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場

合にあってはガスタービン）の危険速度は，調速装置により調整する

ことができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動した

ときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし，危険速

度における振動が当該ガスタービンの運転に支障を及ぼすことのない

よう十分な対策を講じた場合は，この限りでない。 

4 ガスタービン及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十二条に

おいて同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度に

おいて発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。こ

の場合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の

許容応力を超えてはならない。 

ガスタービン発電機用ガスタービン機関は，非常調速装置が作動したと

きに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を有する設計とし

ている。 

また，排気温度高トリップ作動温度である   ℃においても十分な熱

的強度を有する設計としている。 

ガスタービン発電機用ガスタービン機関の軸受は，車軸の両側に設けた

転がり軸受により運転中の荷重を安定に支持できる設計としている。ま

た，異常な摩耗，変形及び過熱が生じない設計とする。 

調速装置により調整することができる最低速度   min-1から過速度

トリップ   min-1が作動した時に達する最高速度までの間に，被動

機一体の危険速度はない。 

耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度において発する最大

の応力に対し安全な設計としている。 

ガスタービン機関は，過速度耐力試験

にて異常の無いことを   で確認

している。 

以下の装置を設けている。 

① 通常運転時にガスタービン発電機

用ガスタービン機関に給油を行うた

めの潤滑油ポンプ 

② ガスタービン発電機用ガスタービ

ン機関入口圧力が著しく低下した場

合に，機関を安全に停止するための

非常停止装置 

③ ガスタービン発電機用ガスタービ

ン機関停止中において通常運転時に

必要な潤滑油をためるための減速機 

④ 潤滑油を清浄に保つためのストレ

ーナ 

⑤ 潤滑油の温度を調整するためのオ

イルクーラ

被動機一体の危険速度は 

である。 

耐圧部分の構造については，強度計算

等によって，確認している。またガス

タービン車室については，当該機種と

同一の材料、構造を有する車室におい

て水圧試験の実績がある。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（調速装置） 

第二十条 誘導発電機と結合するガスタービン以外のガスタービンに

は，その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺するこ

とを防止するため，ガスタービンに流入するエネルギーを自動的に調

整する調速装置を設けなければならない。この場合において，調速装

置は，定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作

動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。 

（非常停止装置） 

第二十一条 ガスタービンには，運転中に生じた過回転その他の異常に

よる危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合にガスター

ビンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装

置その他の非常停止装置を設けなければならない。 

（過圧防止装置） 

第二十二条 ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあ

るものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設

けなければならない。 

（計測装置） 

第二十三条 ガスタービンには，設備の損傷を防止するため運転状態を

計測する装置を設けなければならない。 

ガスタービン発電機用ガスタービン機関に流入する燃料を自動的に調整

する調速装置を設ける設計としている。また調速装置は，定格負荷を瞬

時に遮断したときの回転速度を，非常用調速装置（過速度トリップ）の

作動回転速度（   ％）未満に抑える能力を有する。 

異常な過回転が生じた場合，回転速度検出器により定格回転速度の

111％以下の時点（   ％）で異常速度を検出し，燃料を強制的に遮

断する非常調速装置を設ける設計としている。 

また，潤滑油の圧力が異常に低下した場合に潤滑油の圧力低下を検出及

びガスの温度が著しく上昇した場合にガスの温度上昇を検出し，燃料を

強制的に遮断することで，機関を緊急停止させる非常停止装置を設ける

設計としている。 

異常圧力が生じるおそれのある燃料制御装置には，その圧力を逃がすた

めの安全弁を設ける設計としている。 

ガスタービン発電機用ガスタービン機関には，設備の損傷を防止するた

めガスタービン発電機用ガスタービン機関の回転速度，ガスタービン発

電機用ガスタービン機関の空気圧縮機吐出圧，ガスタービン発電機用ガ

スタービン機関の排気温度，ガスタービン発電機用ガスタービン機関入

口における潤滑油圧力，ガスタービン発電機用ガスタービン機関軸受出

口における潤滑油温度を計測する装置を設けている。 

なお，耐圧部分に対する強度について

は，評価方法及び一部の評価結果を，

「Ⅵ-3-別添 4 発電用火力設備の技術

基準による強度に関する説明書」にて

示す。 

調速装置の定格負荷を瞬時に遮断した

ときの回転速度変動率：   ％以内で

ある。 
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4.3.2 ガスタービン発電機用サービスタンク 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

ガスタービン発電機用サービスタ

ンク 

（ガスタービン等の構造） 

第十九条 ガスタービンは，非常調速装置が作動したときに達する回転

速度及びガスの温度が著しく上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮

断する装置が作動したときに達するガス温度に対して構造上十分な機

械的強度及び熱的強度を有するものでなければならない。 

 

2 ガスタービンの軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであっ

て，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければなら

ない。 

 

3 ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの

（ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場

合にあってはガスタービン）の危険速度は，調速装置により調整する

ことができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動した

ときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし，危険速

度における振動が当該ガスタービンの運転に支障を及ぼすことのない

よう十分な対策を講じた場合は，この限りでない。 

 

4 ガスタービン及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十二条に

おいて同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度に

おいて発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。こ

の場合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の

許容応力を超えてはならない。 

 

 

（調速装置） 

第二十条 誘導発電機と結合するガスタービン以外のガスタービンに

は，その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺するこ

とを防止するため，ガスタービンに流入するエネルギーを自動的に調

整する調速装置を設けなければならない。この場合において，調速装

置は，定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作

動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，大気開放タンクであるため耐

圧部分は存在しない。 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用サービスタンク

は大気開放タンクであり，耐圧部分に

該当しないため，本規定は適用されな

い。なお，「耐圧部分」とは，内面に

0MPaを超える圧力（ゲージ圧力）を受

ける部分をいう。 

（発電用火力設備の技術基準の解 

釈 第 2条第 1項） 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（非常停止装置） 

第二十一条 ガスタービンには，運転中に生じた過回転その他の異常に

よる危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合にガスター

ビンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装

置その他の非常停止装置を設けなければならない。 

 

（過圧防止装置） 

第二十二条 ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあ

るものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設

けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十三条 ガスタービンには，設備の損傷を防止するため運転状態を

計測する装置を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，大気開放タンクであるため過

圧が生ずるおそれはない。 

 

 

 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，ガスタービン本体ではない。 
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4.3.3 ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

ガスタービン発電機用 

燃料移送ポンプ 

（ガスタービン等の構造） 

第十九条 ガスタービンは，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

及びガスの温度が著しく上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮断す

る装置が作動したときに達するガス温度に対して構造上十分な機械的

強度及び熱的強度を有するものでなければならない。 

 

2 ガスタービンの軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであっ

て，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの 

（ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場合

にあってはガスタービン）の危険速度は，調速装置により調整することが

できる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動したときに

達する回転速度までの間にあってはならない。ただし，危険速度における

振動が当該ガスタービンの運転に支障を及ぼすことのないよう十分な

対策を講じた場合は，この限りでない。 

 

4 ガスタービン及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十二条に

おいて同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度にお

いて発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合

において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超

えてはならない。 

 

（調速装置） 

第二十条 誘導発電機と結合するガスタービン以外のガスタービンには， 

その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを

防止するため，ガスタービンに流入するエネルギーを自動的に調整する調速

装置を設けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を

遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未

満にする能力を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，最高使用圧力（0.98MPa）の

1.5倍以上の水圧試験を実施する設計としている。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.47MPa での水圧試験にて異常の無いこ

とを確認する。なお，耐圧部分に対する強

度については， 評価方法及び評価結果を，Ⅵ

-3-別添 4｢発電用火力設備の技術基準に

よる強度に関する説明書」にて示す。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（非常停止装置） 

第二十一条 ガスタービンには，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合にガスタービンに流入

するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の

非常停止装置を設けなければならない。 

 

（過圧防止装置） 

第二十二条 ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあ

るものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなけ

ればならない。 

 

（計測装置） 

第二十三条 ガスタービンには，設備の損傷を防止するため運転状態を計

測する装置を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，大気開放タンクに接続してい

るため，過圧が生ずるおそれはない。 

 

 

 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，ガスタービン本体ではない。 
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4.3.4 ガスタービン発電機用軽油タンク 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

ガスタービン発電機用軽油タンク （ガスタービン等の構造） 

第十九条 ガスタービンは，非常調速装置が作動したときに達する回転

速度及びガスの温度が著しく上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮

断する装置が作動したときに達するガス温度に対して構造上十分な機

械的強度及び熱的強度を有するものでなければならない。 

 

2 ガスタービンの軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであっ

て，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければなら

ない。 

 

3 ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの

（ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場

合にあってはガスタービン）の危険速度は，調速装置により調整する

ことができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動した

ときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし，危険速

度における振動が当該ガスタービンの運転に支障を及ぼすことのない

よう十分な対策を講じた場合は，この限りでない。 

 

4 ガスタービン及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十二条に

おいて同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度に

おいて発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。こ

の場合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の

許容応力を超えてはならない。 

 

 

（調速装置） 

第二十条 誘導発電機と結合するガスタービン以外のガスタービンに

は，その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺するこ

とを防止するため，ガスタービンに流入するエネルギーを自動的に調

整する調速装置を設けなければならない。この場合において，調速装

置は，定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作

動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，大気開放タンクであるため耐圧部

分は存在しない。 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは大

気開放タンクであり，耐圧部分に該当

しないため，本規定は適用されない。 

なお，「耐圧部分」とは，内面に0MPaを

超える圧力を受ける部分をいう。 

（発電用火力設備の技術基準の解釈 

第2条第1項） 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（非常停止装置） 

第二十一条 ガスタービンには，運転中に生じた過回転その他の異常に

よる危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合にガスター

ビンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装

置その他の非常停止装置を設けなければならない。 

 

（過圧防止装置） 

第二十二条 ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあ

るものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設

けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十三条 ガスタービンには，設備の損傷を防止するため運転状態を

計測する装置を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，大気開放タンクであるため過圧が

生じるおそれはない。。 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ガスタービン本体ではない。 
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4.3.5 緊急時対策所用燃料地下タンク 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

緊急時対策所用燃料地下タンク （内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は，非常調速装置が作動したときに達する回転速度

に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

2 内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであって，

かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条におい

て同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度におい

て発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場

合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容

応力を超えてはならない。 

 

 

 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって，屋内その他酸素欠

乏の発生のおそれのある場所に設置するときは，給排気部を適切に施

設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には，その

回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止

するため，内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設

けなければならない。この場合において，調速装置は，定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでなければならない。 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による

危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流

入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない。 

 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，大気開放タンクであるため耐圧部分

は存在しない。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは大

気開放タンクであり，耐圧部分に該当

しないため，本規定は適用されない。 

なお，「耐圧部分」とは，内面に0MPa

を超える圧力を受ける部分をいう。 

（発電用火力設備の技術基準の解釈 

第2条第1項） 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれの

あるものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を

設けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測

する装置を設けなければならない。 

 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，大気開放タンクであるため過圧が生

ずるおそれはない。 

 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，内燃機関本体ではない。 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，内燃機関本体ではない。 
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4.3.6 火力技術基準配管 

工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

火力技術基準配管 （ガスタービン等の構造） 

第十九条 ガスタービンは，非常調速装置が作動したときに達する回転

速度及びガスの温度が著しく上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮

断する装置が作動したときに達するガス温度に対して構造上十分な機

械的強度及び熱的強度を有するものでなければならない。 

 

2 ガスタービンの軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであっ

て，かつ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないものでなければなら

ない。 

 

3 ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの

（ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場

合にあってはガスタービン）の危険速度は，調速装置により調整する

ことができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動した

ときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし，危険速

度における振動が当該ガスタービンの運転に支障を及ぼすことのない

よう十分な対策を講じた場合は，この限りでない。 

 

4 ガスタービン及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十二条に

おいて同じ。）の耐圧部分の構造は，最高使用圧力又は最高使用温度に

おいて発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。こ

の場合において，耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の

許容応力を超えてはならない。 

 

（調速装置） 

第二十条 誘導発電機と結合するガスタービン以外のガスタービンに

は，その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺するこ

とを防止するため，ガスタービンに流入するエネルギーを自動的に調

整する調速装置を設けなければならない。この場合において，調速装

置は，定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作

動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

火力技術基準配管は，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，強度評価において強度計算を実施し，管の厚さが

計算上必要な厚さ以上であることを確認する。 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐圧部分に対する強度については，評

価方法及び一部の評価結果を，Ⅵ-3-別

添 4「発電用火力設備の技術基準による

強度に関する説明書」にて示す。 
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工事計画認可申請機器 省令 適合性 備考 

（非常停止装置） 

第二十一条 ガスタービンには，運転中に生じた過回転その他の異常に

よる危害の発生を防止するため，その異常が発生した場合にガスター

ビンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装

置その他の非常停止装置を設けなければならない。 

 

（過圧防止装置） 

第二十二条 ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあ

るものにあっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設

けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十三条 ガスタービンには，設備の損傷を防止するため運転状態を

計測する装置を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，ガスタービン本体ではない。 

 

 

 

 

 

火力技術基準配管は，大気開放タンクに接続しているため，過圧が生ず

るおそれはない。 

 

 

 

火力技術基準配管は，ガスタービン本体ではない。 
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5. 原子力電技命令の準用 

5.1 非常用ディーゼル発電設備 

5.1.1 非常用ディーゼル発電機 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

発電機 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

発電機は，接地し，また，電路露出箇所がない設計とし，感電，火災その他人

体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

 

発電機に属する電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁

抵抗測定により確認している。 

 

 

 

 

発電機は，絶縁耐力試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

発電機は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

発電機に属する電路に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐

えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を

増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線のお

それがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は， 高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

発電機は，変圧器，遮断器，開閉器等を使用していない。 

 

 

 

発電機は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

発電機の金属製の台及び外箱には，適切な接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

 

 

発電機の金属製の台及び外箱には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

発電機は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器を使用し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

発電機は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路を使用して

いない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈19条に規定され

ている，電気機械器具に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。18,23条に

ついては，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。17,18,23条

については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

発電機には，電路の必要な箇所に過電流継電器を設置し，過電流を検知

した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

発電機は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

発電機は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

発電機は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェンス等

を設けている。 

 

 

 

 

 

 

発電機に対する原子力電技命令13条の

適合性は，保護する電気機械器具の要

求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定さ

れている，発電所の引出口及び他の者か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

発電機は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

発電機は，支線を使用していない。 

 

 

 

発電機は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

発電機は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

発電機は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

発電機は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

発電機は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

発電機は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置

を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電機は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電機は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置を使用

していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

発電機は，過電流等を生じた場合，保護継電器や検出器により異常を検

知し，自動的に発電機を電路から遮断するため，発電機主回路に遮断器

を施設している。 

 

 

 

 

発電機は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

発電機は，「ＪＥＣ－１１４ 同期機」に基づき，短絡電流により生ず

る機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

発電機の回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動

作したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を有する

設計としている。 

 

発電機は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，発電機の運転に必要な知識及び技能を有す

る者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電機は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

 

発電機は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

発電機は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

発電機は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定されて

いる，電力保安通信用電話設備を施設す

る箇所に該当しない。 
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5.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

5.2.1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

発電機 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

発電機は，接地し，また，電路露出箇所がない設計とし，感電，火災その他人

体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

 

発電機に属する電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁

抵抗測定により確認している。 

 

 

 

 

発電機は，絶縁耐力試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

発電機は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

発電機に属する電路に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐

えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を

増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線のお

それがない設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は， 高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

発電機は，変圧器，遮断器，開閉器等を使用していない。 

 

 

 

発電機は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

発電機の金属製の台及び外箱には，適切な接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

 

 

発電機の金属製の台及び外箱には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

発電機は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器を使用し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

発電機は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路を使用して

いない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈19条に規定され

ている，電気機械器具に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。18,23条に

ついては，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。17,18,23条

については，該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

発電機には，電路の必要な箇所に過電流継電器を設置し，過電流を検知

した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

発電機は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

発電機は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

発電機は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェンス等

を設けている。 

 

 

 

 

 

 

発電機に対する原子力電技命令13条の

適合性は，保護する電気機械器具の要

求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定さ

れている，発電所の引出口及び他の者か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

発電機は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

発電機は，支線を使用していない。 

 

 

 

発電機は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

発電機は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

発電機は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

発電機は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

発電機は，架空電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

発電機は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置

を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電機は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電機は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置を使用

していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

発電機は，過電流等を生じた場合，保護継電器や検出器により異常を検

知し，自動的に発電機を電路から遮断するため，発電機主回路に遮断器

を施設している。 

 

 

 

 

発電機は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

発電機は，「ＪＥＣ－１１４ 同期機」に基づき，短絡電流により生ず

る機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

発電機の回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動

作したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を有する

設計としている。 

 

発電機は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，発電機の運転に必要な知識及び技能を有す

る者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電機は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

 

発電機は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

発電機は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

発電機は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定されて

いる，電力保安通信用電話設備を施設す

る箇所に該当しない。 
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5.3 代替交流電源設備 

5.3.1 ガスタービン発電機用発電機 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

ガスタービン発電機用発電機 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，接地し，また，電路露出箇所がない設計と

し，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれが

ない設計としている。 

 

ガスタービン発電機用発電機に属する電路は大地から絶縁する設計とし，絶

縁されていることを絶縁抵抗測定により確認している。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，絶縁耐力試験を実施し，異常のないことを

確認する設計としている。 

 

 

変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故時に想定

される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがない設計としてい

る。 

 

 

ガスタービン発電機用発電機に属する電路に使用するケーブルは，使用

状態における温度に耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を

増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線のお

それがない設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は， 高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

変成器及び遮断器は，「ＪＥＳＣ Ｅ７００２ 電気機械器具の熱的強度

の確認方法」に基づき，通常の使用状態においてその電気機械器具に発

生する熱に耐える設計としている。 

 

 

遮断器は，金属製の筐体に格納し，可燃性のものと隔離された設計とし

ている。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機の高圧計器用変成器及び金属製の外箱に

は，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機の高圧計器用変成器及び金属製の外箱には，適

切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

高圧の電路と低圧の電路を結合する変圧器は，適切な接地工事を施す設計とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機には，変圧器によって特別高圧の電路に結合さ

れる高圧の電路はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈23，24条より，高

圧計器用変成器及び外箱が対象となる。

18条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈23，24条より，高

圧計器用変成器及び外箱が対象となる。

17，18条については，該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機には，電路の必要な箇所に過電流継電器を

設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計として

いる。 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，低圧又は高圧の架空電線を使用してい

ない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェンス等

を設けている。 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機に対す

る原子力電技命令13条の適合性は，保

護する電気機械器具の要求として整理

する。 

 

原子力電技命令の解釈30条第1号に規定

されている，発電所の引出口及び他の者

から供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

ガスタービン発電機用発電機は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用し

ていない。 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，支線を使用していない。 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

ガスタービン発電機用発電機は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用

する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加え

る装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水

素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，過電流等を生じた場合，保護継電装置

や検出器により異常を検知し，自動的に発電機を電路から遮断するため，

発電機主回路に遮断器を施設している。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，三相短絡が生じても，その短絡電流に

より生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

ガスタービン発電機用発電機の回転する部分は，非常調速装置及びその

他の非常停止装置が動作したときに達する回転速度に対して構造上十分

な機械的強度を有する設計としている。 

 

ガスタービン発電機用発電機は，蒸気タービンに接続する発電機を使用

していない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，発電機の運転に必要な知識及び技能を有す

る者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，架空電線引込口及び引出口又はこれに

近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，架空電線引込口及び引出口又はこれに

近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

ガスタービン発電機用発電機は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定されて

いる，電力保安通信用電話設備を施設す

る箇所に該当しない。 
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5.4.1 計装用無停電交流電源装置 
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計装用無停電交流電源装置 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に

接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷

を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定によ

り確認している。 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，「ＪＥＣ－２４３１ 半導体交流無停電電

源システム」に基づき，大地から絶縁する設計とし，絶縁されているこ

とを絶縁抵抗測定により確認している。耐電圧試験を実施し，絶縁破壊

による危険のおそれがないことを確認している。 

 

変成器は,耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないことを確

認している。 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置に使用するケーブルは，使用状態における温度に

耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を

増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線のお

それがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

 

 

 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，構成する部品の内，変圧器は「ＪＥＣ－

２２００ 変圧器」，リアクトルは「ＪＥＣ－２２１０ リアクトル」が

規定する温度上昇の限度値を超えない設計としている。 

計装用無停電交流電源装置は，温度上昇試験を実施し，通常の使用状態

において発生する熱に耐えられることを確認している。 

 

計装用無停電交流電源装置は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置には，適切な接地を施す設計としている。 

計装用無停電交流電源装置の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計と

している。 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 
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2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

計装用無停電交流電源装置は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置

し， 過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は閉鎖された金属製の外箱に収納することに

より，他の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計として

いる。 

 

計装用無停電交流電源装置は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，低圧又は高圧の架空電線を使用していな

い。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェンス等

を設けている。 

 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置に対する原

子力電技命令13条の適合性は,保護する

電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定され

ている，発電所の引出口及び他から供給

を受ける受電点に該当しない。 
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するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，支線を使用していない。 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，電力保安通信線を使用していない 

 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，架空電線を使用していない。 
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2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

計装用無停電交流電源装置は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」に

基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

計装用無停電交流電源装置は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，計装用無停電交流電源装置の運用に必要な

知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 

 

 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

計装用無停電交流電源装置は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定されて

いる，電力保安通信用電話設備を施設す

る箇所に該当しない。 
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230V系充電器（常用） （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

230V系充電器（常用）は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に

接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ

整流装置」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

230V系充電器（常用）に使用するケーブルは，使用状態における温度に

耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ

整流装置」に準拠した温度上昇試験を実施し，通常の使用状態において

発生する熱に耐えられることを確認している。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）には，適切な接地を施す設計としている。 

230V系充電器（常用）の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計とし

ている。 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。また，18条により，

充電器に内蔵する電子機器の接地が対象

となる。23条については，該当しない。 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。また，18条によ

り，充電器に内蔵する電子機器の接地

が対象となる。17,23条については，

該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，

過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

230V系充電器（常用）は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）に対する原子力

電技命令13条の適合性は,保護する電

気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

230V系充電器（常用）は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

230V系充電器（常用）は，支線を使用していない。 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

230V系充電器（常用）は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００  変圧器」に

基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

230V系充電器（常用）は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

230V系充電器（常用）は，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，230V系充電器（常用）の運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

230V系充電器（常用）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

B1-115V系充電器（SA） （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に

接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリス

タ整流装置」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）に使用するケーブルは，使用状態における温度に

耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリス

タ整流装置」に準拠した温度上昇試験を実施し，通常の使用状態におい

て発生する熱に耐えられることを確認している。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）には，適切な接地を施す設計としている。 

B1-115V系充電器（SA）の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計とし

ている。 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。また，18条により，

充電器に内蔵する電子機器の接地が対象

となる。23条については，該当しない。 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。また，18条によ

り，充電器に内蔵する電子機器の接地

が対象となる。17,23条については，

該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，

過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）に対する原子

力電技命令13条の適合性は,保護する

電気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

B1-115V系充電器（SA）は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，支線を使用していない。 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

B1-115V系充電器（SA）は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」に

基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

B1-115V系充電器（SA）は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，B1-115V系充電器（SA）の運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

B1-115V系充電器（SA）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈 39 条に規定さ

れている，電力保安通信用電話設備を

施設する箇所に該当しない。 
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5.4.4 SA用 115V系充電器 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

SA用115V系充電器 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

SA用115V系充電器は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触

できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に

損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ整流

装置」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

SA用115V系充電器に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐え

られる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

 

 

 

SA用115V系充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ整流

装置」に準拠した温度上昇試験を実施し，通常の使用状態において発生

する熱に耐えられることを確認している。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

SA用115V系充電器の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

 

SA用115V系充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合す

る変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧

の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。また，18条により，

充電器に内蔵する電子機器の接地が対象

となる。23条については，該当しない。 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。また，18条によ

り，充電器に内蔵する電子機器の接地

が対象となる。17,23条については，

該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

SA用115V系充電器には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過

電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

SA用115V系充電器は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

SA用115V系充電器は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器に対する原子力電技

命令13条の適合性は,保護する電気機

械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

SA用115V系充電器は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していな

い。 

 

 

SA用115V系充電器は，支線を使用していない。 

 

 

 

SA用115V系充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，架空電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

SA用115V系充電器は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧

縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置

を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却

装置を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電

池を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」に基づき，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

SA用115V系充電器は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続

する発電機を使用していない。 

 

 

SA用115V系充電器は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，SA用115V系充電器の運用に必要な知識及

び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇

所に該当しない。 

 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

SA用115V系充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SA用115V系充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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5.4.5 230V系蓄電池（RCIC） 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

230V系蓄電池（RCIC） （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，接地し，また，カバーにより充電部分に容易

に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，直流通電部分と架台，外箱等の間を絶縁する

設計としている。 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，電圧測定による監視機能を有する設計として

いるとともに，定例的にセル毎の電圧測定により蓄電池絶縁性能機能を

確認している。 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，電線等を使用していない。 

 

 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，変圧器，遮断器，開閉器等を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台が

対象となる。18,23条については，該当

しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台

が対象となる。17,18,23条について

は，該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，

過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は,地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，整流器との組合せにより，他の設備の機能に

電気的な影響を与えない設計としている。 

また，230V系蓄電池（RCIC）は磁気を発生しない。 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）に対する原子力

電技命令13条の適合性は,保護する電

気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，支線を使用していない。 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを支持

するがいしを使用していない。 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，230V系蓄電池（RCIC）の運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

230V系蓄電池（RCIC）は，電力保安通信設備に使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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5.4.6 A-115V系蓄電池 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

A-115V系蓄電池 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

A-115V系蓄電池は，接地し，また，カバーにより充電部分に容易に接触

できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に

損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

A-115V系蓄電池は，直流通電部分と架台，外箱等の間を絶縁する設計と

している。 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，電圧測定による監視機能を有する設計としていると

ともに，定例的にセル毎の電圧測定により蓄電池絶縁性能機能を確認し

ている。 

 

A-115V系蓄電池は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，電線等を使用していない。 

 

 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，変圧器，遮断器，開閉器等を使用していない。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台が

対象となる。18,23条については，該当

しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台

が対象となる。17,18,23条について

は，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過電

流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

A-115V系蓄電池は,地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，整流器との組合せにより，他の設備の機能に電気的

な影響を与えない設計としている。 

また，A-115V系蓄電池は磁気を発生しない。 

 

A-115V系蓄電池は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池に対する原子力電技命

令13条の適合性は,保護する電気機械

器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

A-115V系蓄電池は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，支線を使用していない。 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであるこ

と。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

A-115V系蓄電池は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを支持するが

いしを使用していない。 

 

A-115V系蓄電池は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

A-115V系蓄電池は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，A-115V系蓄電池の運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

A-115V系蓄電池は，電力保安通信設備に使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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B-115V系蓄電池 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

B-115V系蓄電池は，接地し，また，カバーにより充電部分に容易に接触

できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に

損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

B-115V系蓄電池は，直流通電部分と架台，外箱等の間を絶縁する設計と

している。 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，電圧測定による監視機能を有する設計としていると

ともに，定例的にセル毎の電圧測定により蓄電池絶縁性能機能を確認し

ている。 

 

B-115V系蓄電池は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，電線等を使用していない。 

 

 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，変圧器，遮断器，開閉器等を使用していない。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台が

対象となる。18,23条については，該当

しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台

が対象となる。17,18,23条について

は，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過電

流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

B-115V系蓄電池は,地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，整流器との組合せにより，他の設備の機能に電気的

な影響を与えない設計としている。 

また，B-115V系蓄電池は磁気を発生しない。 

 

B-115V系蓄電池は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池に対する原子力電技命

令13条の適合性は,保護する電気機械

器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

B-115V系蓄電池は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，支線を使用していない。 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

B-115V系蓄電池は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを支持するが

いしを使用していない。 

 

B-115V系蓄電池は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

B-115V系蓄電池は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，B-115V系蓄電池の運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

B-115V系蓄電池は，電力保安通信設備に使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

B1-115V系蓄電池（SA） （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，接地し，また，カバーにより充電部分に容易

に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，直流通電部分と架台，外箱等の間を絶縁する

設計としている。 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，電圧測定による監視機能を有する設計として

いるとともに，定例的にセル毎の電圧測定により蓄電池絶縁性能機能を

確認している。 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，電線等を使用していない。 

 

 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，変圧器，遮断器，開閉器等を使用していない。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台が

対象となる。18,23条については，該当

しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台

が対象となる。17,18,23条について

は，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，

過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は,地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，整流器との組合せにより，他の設備の機能に

電気的な影響を与えない設計としている。 

また，B1-115V系蓄電池（SA）は磁気を発生しない。 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）に対する原子

力電技命令13条の適合性は,保護する

電気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，支線を使用していない。 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを支持

するがいしを使用していない。 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，B1-115V系蓄電池（SA）の運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

B1-115V系蓄電池（SA）は，電力保安通信設備に使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

SA用115V系蓄電池 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

SA用115V系蓄電池は，接地し，また，カバーにより充電部分に容易に接

触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

SA用115V系蓄電池は，直流通電部分と架台，外箱等の間を絶縁する設計

としている。 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，電圧測定による監視機能を有する設計としている

とともに，定例的にセル毎の電圧測定により蓄電池絶縁性能機能を確認

している。 

 

SA用115V系蓄電池は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，電線等を使用していない。 

 

 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，変圧器，遮断器，開閉器等を使用していない。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合す

る変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧

の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台が

対象となる。18,23条については，該当

しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台

が対象となる。17,18,23条について

は，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過

電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は,地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，整流器との組合せにより，他の設備の機能に電気

的な影響を与えない設計としている。 

また，SA用115V系蓄電池は磁気を発生しない。 

 

SA用115V系蓄電池は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池に対する原子力電技

命令13条の適合性は,保護する電気機

械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

SA用115V系蓄電池は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していな

い。 

 

 

SA用115V系蓄電池は，支線を使用していない。 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

SA用115V系蓄電池は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧

縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置

を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却

装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電

池を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを支持する

がいしを使用していない。 

 

SA用115V系蓄電池は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続

する発電機を使用していない。 

 

 

SA用115V系蓄電池は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，SA用115V系蓄電池の運用に必要な知識及

び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇

所に該当しない。 

 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SA用115V系蓄電池は，電力保安通信設備に使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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5.4.10 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，接地し，また，カバーにより充電部分に

容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，

又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，直流通電部分と架台，外箱等の間を絶縁

する設計としている。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，電圧測定による監視機能を有する設計と

しているとともに，定例的にセル毎の電圧測定により蓄電池絶縁性能機

能を確認している。 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，電線等を使用していない。 

 

 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，変圧器，遮断器，開閉器等を使用してい

ない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路と

を結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，変圧器によって特別高圧の電路に結合さ

れる高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台が

対象となる。18,23条については，該当

しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台

が対象となる。17,18,23条について

は，該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設

置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は,地絡遮断装置を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，整流器との組合せにより，他の設備の機

能に電気的な影響を与えない設計としている。 

また，高圧炉心スプレイ系蓄電池は磁気を発生しない。 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，低圧又は高圧の架空電線を使用していな

い。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池に対する原

子力電技命令13条の適合性は,保護す

る電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用

していない。 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，支線を使用していない。 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，架空電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使

用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加

える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する

水素冷却装置を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，発電機，燃料電池又は常用電源として用

いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを

支持するがいしを使用していない。 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機

関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，蒸気タービンに接続する発電機を使用し

ていない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，高圧炉心スプレイ系蓄電池の運用に必要

な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近

接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系蓄電池は，電力保安通信設備に使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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5.4.11 原子炉中性子計装用蓄電池 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

原子炉中性子計装用蓄電池 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，接地し，また，カバーにより充電部分に

容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，

又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，直流通電部分と架台，外箱等の間を絶縁

する設計としている。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，電圧測定による監視機能を有する設計と

しているとともに，定例的にセル毎の電圧測定により蓄電池絶縁性能機

能を確認している。 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，電線等を使用していない。 

 

 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，変圧器，遮断器，開閉器等を使用してい

ない。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路と

を結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，変圧器によって特別高圧の電路に結合さ

れる高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台が

対象となる。18,23条については，該当

しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，架台

が対象となる。17,18,23条について

は，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設

置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は,地絡遮断装置を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，整流器との組合せにより，他の設備の機

能に電気的な影響を与えない設計としている。 

また，原子炉中性子計装用蓄電池は磁気を発生しない。 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，低圧又は高圧の架空電線を使用していな

い。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池に対する原

子力電技命令13条の適合性は,保護す

る電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用

していない。 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，支線を使用していない。 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使

用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加

える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する

水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，発電機，燃料電池又は常用電源として用

いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを

支持するがいしを使用していない。 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機

関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，蒸気タービンに接続する発電機を使用し

ていない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，原子炉中性子計装用蓄電池の運用に必要

な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近

接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

原子炉中性子計装用蓄電池は，電力保安通信設備に使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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5.5.1 メタルクラッド開閉装置 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

メタルクラッド開閉装置 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，接地し，また，外箱により充電部分に容易

に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１１５３ 閉鎖配電盤」に基づき，大地から絶縁する設

計としている。 

 

 

変成器（PT，CT）は「ＪＥＣ－１９０ 計器用変成器」に適合した絶縁性

能を有するものを使用している。 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置に属する電路は，使用状態における温度に耐え

られる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

メタルクラッド開閉装置は，「ＪＥＣ-１８１ 交流しゃ断器」「ＪＥＣ

－２３００ 交流遮断器」に規定する熱的強度に適合する設計としてい

る。 

 

メタルクラッド開閉装置は，火災のおそれがないよう，閉鎖された金属

製の外箱に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置には，適切な接地を施す設計としている。 

メタルクラッド開閉装置の金属製外箱等には，Ａ種接地工事を施す設計

としている。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

計器用変成器（2次側）は，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，変圧器によって特別高圧の電路に結合され

る高圧の電路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より， 金属

製の台及び外箱が対象となる。 

18,23 条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈 24 条より，金

属製の台及び外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 

 

 

原子力発電工作物に係る電気設備の技

術基準の解釈23条より，計器用変成器

（2次側）が対象となる。 

21条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置の電路には，過電流を検知できるよう，過電流

検知器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設

計としている。 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，閉鎖された金属製の外箱に収納することに

より，他の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計として

いる。 

 

メタルクラッド開閉装置は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置に対する原子

力電技命令13条の適合性は，保護する

電気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

メタルクラッド開閉装置は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用し

ていない。 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，支線を使用していない。 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

メタルクラッド開閉装置は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用

する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加え

る装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水

素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，発電機，燃料電池又は常用電源として用い

る蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，「ＪＥＣ-１８１ 交流しゃ断器」「ＪＥＣ

－２３００ 交流遮断器」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に

耐える設計としている。 

メタルクラッド開閉装置は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関

に接続する発電機を使用していない。 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，蒸気タービンに接続する発電機を使用して

いない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，メタルクラッド開閉装置の運用に必要な

知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接

する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に

該当しない。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

メタルクラッド開閉装置HPCS （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，接地し，また，外箱により充電部分に

容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，

又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１１５３ 閉鎖配電盤」に基づき，大地から絶縁する設

計としている。 

 

 

変成器（PT，CT）は「ＪＥＣ－１９０ 計器用変成器」に適合した絶縁性

能を有するものを使用している。 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSに属する電路は，使用状態における温度に

耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，「ＪＥＣ-１８１ 交流しゃ断器」「Ｊ

ＥＣ－２３００ 交流遮断器」に規定する熱的強度に適合する設計として

いる。 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，火災のおそれがないよう，閉鎖された

金属製の外箱に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSには，適切な接地を施す設計としている。 

メタルクラッド開閉装置HPCSの金属製外箱等には，Ａ種接地工事を施す

設計としている。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

計器用変成器（2次側）は，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，変圧器によって特別高圧の電路に結合

される高圧の電路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より， 金属

製の台及び外箱が対象となる。 

18,23 条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 

 

 

原子力発電工作物に係る電気設備の技

術基準の解釈23条より，計器用変成器

（2次側）が対象となる。 

21条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSの電路には，過電流を検知できるよう，過

電流検知器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放す

る設計としている。 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，地絡遮断装置を施設する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，閉鎖された金属製の外箱に収納するこ

とにより，他の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計と

している。 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，低圧又は高圧の架空電線を使用してい

ない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSに対する

原子力電技命令13条の適合性は，保護

する電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，架空電線及び架空電力保安通信線を使

用していない。 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，支線を使用していない。 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に

使用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を

加える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，水素冷却式の発電機又はこれに附属す

る水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，発電機，燃料電池又は常用電源として

用いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，「ＪＥＣ-１８１ 交流しゃ断器」「Ｊ

ＥＣ－２３００ 交流遮断器」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝

撃に耐える設計としている。 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃

機関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，蒸気タービンに接続する発電機を使用

していない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，メタルクラッド開閉装置HPCSの運用に必

要な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，架空電線引込口及び引出口又はこれに

近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，電力保安通信用電話設備を施設する箇

所に該当しない。 

 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

メタルクラッド開閉装置HPCSは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

動力変圧器 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，接地し，また，外箱等により充電部分に容易に接触でき

ない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷

を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＣ-２０４ 変圧器」「ＪＥＣ-２２００ 変圧器」に基づき，

大地から絶縁する設計としている。 

 

 

動力変圧器は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

動力変圧器に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐えられる

設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは、接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

動力変圧器は，「ＪＥＣ-２０４ 変圧器」「ＪＥＣ-２２００ 変圧器」

に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

動力変圧器は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器には，適切な接地を施す設計としている。 

動力変圧器の金属製外箱等には，Ａ種接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

動力変圧器には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

動力変圧器は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，高圧側巻線と低圧側巻線と

の間の混触防止板を接地する設計としている。 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路

を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。18,23条に

ついては，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より， 金

属製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

動力変圧器の電路には，過電流を検知できるよう，電路の必要な箇所に

過電流検知器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放

する設計としている。 

 

 

動力変圧器は，地絡遮断装置を施設すべき箇所ではない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設

備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

動力変圧器は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器に対する原子力電技命令 

13 条の適合性は，保護する電気機械

器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

動力変圧器は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

動力変圧器は，支線を使用していない。 

 

 

 

動力変圧器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

動力変圧器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

動力変圧器は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

動力変圧器は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を使用

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置を

使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

動力変圧器は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池を使

用していない。 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，「ＪＥＣ-２０４ 変圧器」「ＪＥＣ-２２００ 変圧器」

に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

動力変圧器は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発

電機を使用していない。 

 

 

動力変圧器は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，動力変圧器の運用に必要な知識及び技能

を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

動力変圧器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

動力変圧器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

動力変圧器HPCS （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，接地し，また，外箱等により充電部分に容易に接触

できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に

損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＣ-２０４ 変圧器」「ＪＥＣ-２２００ 変圧器」に基づき，

大地から絶縁する設計としている。 

 

 

動力変圧器HPCSは，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSに使用するケーブルは，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは、接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

動力変圧器HPCSは，「ＪＥＣ-２０４ 変圧器」「ＪＥＣ-２２００ 変圧

器」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

動力変圧器HPCSは，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSには，適切な接地を施す設計としている。 

動力変圧器HPCSの金属製外箱等には，Ａ種接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気

設備の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，高圧側巻線と低圧側巻

線との間の混触防止板を接地する設計としている。 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。18,23条に

ついては，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より， 金

属製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSの電路には，過電流を検知できるよう，電路の必要な箇

所に過電流検知器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を

開放する設計としている。 

 

 

動力変圧器HPCSは，地絡遮断装置を施設すべき箇所ではない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他

の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

動力変圧器HPCSは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSに対する原子力電技命

令 13 条の適合性は，保護する電気機

械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

動力変圧器HPCSは，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，支線を使用していない。 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

動力変圧器HPCSは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，「ＪＥＣ-２０４ 変圧器」「ＪＥＣ-２２００ 変圧

器」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としてい

る。 

動力変圧器HPCSは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

動力変圧器HPCSは，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，動力変圧器HPCSの運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

動力変圧器HPCSは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

ロードセンタ （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，接地し，また，外箱等により充電部分に容易に接触で

きない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損

傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロー

ルギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変流器（PT，CT）は，「ＪＥＣ-１９０ 計器用変成器」「ＪＥＣ－１２

０１ 計器用変成器」に適合した絶縁性能を有するものを使用している。 

 

 

 

ロードセンタに属する電路は，使用状態における温度に耐えられる設計

としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

ロードセンタは，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及び

コントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

ロードセンタは，火災のおそれがないよう，閉鎖された金属製の外箱に

収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

 

ロードセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

ロードセンタの金属製外箱等には，Ａ種接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

ロードセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

ロードセンタは，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変

圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電

路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

ロードセンタの電路には，過電流を検知できるよう，電路の必要な箇所

に過電流検知器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開

放する設計としている。 

 

 

ロードセンタは，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

ロードセンタは閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設

備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

ロードセンタは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

ロードセンタには，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

ロードセンタに対する原子力電技命令 

13条の適合性は，保護する電気機械器

具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

ロードセンタは，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

ロードセンタは，支線を使用していない。 

 

 

 

ロードセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

ロードセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

ロードセンタは，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

ロードセンタは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空

気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を使

用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置

を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

ロードセンタは，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池を

使用していない。 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及び

コントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐え

る設計としている。 

ロードセンタは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する

発電機を使用していない。 

 

 

ロードセンタは，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，ロードセンタの運用に必要な知識及び技

能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

該当しない。 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

ロードセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

ロードセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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コントロールセンタ （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，接地し，また，外箱等により充電部分に容易に

接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」に基づき，大地から絶

縁する設計としている。 

 

 

変成器（PT，CT）は「ＪＥＣ－１９０ 計器用変成器」「ＪＩＳ Ｃ １７

３１－１ 計器用変成器」に適合した絶縁性能を有するものを使用してい

る。 

 

 

コントロールセンタに属する電路は，使用状態における温度に耐えられ

る設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

コントロールセンタは，「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」に

規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

コントロールセンタは，火災のおそれがないよう，閉鎖された金属製の

外箱に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

コントロールセンタの金属製外箱等には，Ｃ種接地工事を施す設計とし

ている。 

 

 

 

 

コントロールセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

コントロールセンタは，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合

する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高

圧の電路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

コントロールセンタの電路には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設

置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

 

 

コントロールセンタは，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，

他の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

コントロールセンタは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタに対する原子力電

技命令13 条の適合性は，保護する電

気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

コントロールセンタは，架空電線及び架空電力保安通信線を使用してい

ない。 

 

 

コントロールセンタは，支線を使用していない。 

 

 

 

コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

コントロールセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

コントロールセンタは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する

圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装

置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷

却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄

電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」に

基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

コントロールセンタは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接

続する発電機を使用していない。 

 

 

コントロールセンタは，蒸気タービンに接続する発電機を使用していな

い。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，コントロールセンタの運用に必要な知識

及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する

箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタは，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当

しない。 

 

 

 

 

コントロールセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

コントロールセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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コントロールセンタHPCS （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，接地し，また，外箱等により充電部分に容

易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又

は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」に基づき，大地から絶

縁する設計としている。 

 

 

変成器（PT，CT）は「ＪＥＣ－１９０ 計器用変成器」「ＪＩＳ Ｃ １７

３１－１ 計器用変成器」に適合した絶縁性能を有するものを使用してい

る。 

 

 

コントロールセンタHPCSに属する電路は，使用状態における温度に耐え

られる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

コントロールセンタHPCSは，「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」

に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

コントロールセンタHPCSは，火災のおそれがないよう，閉鎖された金属

製の外箱に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSには，適切な接地を施す設計としている。 

コントロールセンタHPCSの金属製外箱等には，Ｃ種接地工事を施す設計

としている。 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを

結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，変圧器によって特別高圧の電路に結合され

る高圧の電路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSの電路には，電路の必要な箇所に配線用遮断器

を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計とし

ている。 

 

 

コントロールセンタHPCSは，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，閉鎖された金属製の外箱に収納することに

より，他の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計として

いる。 

 

コントロールセンタHPCSは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSに対する原子

力電技命令13 条の適合性は，保護す

る電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

コントロールセンタHPCSは，架空電線及び架空電力保安通信線を使用し

ていない。 

 

 

コントロールセンタHPCSは，支線を使用していない。 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

コントロールセンタHPCSは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用

する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加え

る装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水

素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，発電機，燃料電池又は常用電源として用い

る蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」

に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

コントロールセンタHPCSは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関

に接続する発電機を使用していない。 

 

 

コントロールセンタHPCSは，蒸気タービンに接続する発電機を使用して

いない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，コントロールセンタHPCSの運用に必要な

知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接

する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に

該当しない。 

 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

コントロールセンタHPCSは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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緊急用メタクラ （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触で

きない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損

傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖型スイッチギヤ及びコントロールギ

ヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器（PT，CT）は「ＪＥＣ－１２０１ 計器用変成器」に適合した絶縁

性能を有するものを使用している。 

 

 

 

緊急用メタクラに属する電路は，使用状態における温度に耐えられる設

計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

緊急用メタクラは，「ＪＥＣ－２３００ 交流遮断器」に規定する熱的強

度に適合する設計としている。 

 

 

 

緊急用メタクラは，火災のおそれがないよう，閉鎖された金属製の外箱

に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

緊急用メタクラには，適切な接地を施す設計としている。 

緊急用メタクラの金属製外箱等には，Ａ種接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

 

緊急用メタクラには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

計器用変成器（2次側）は，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。 

18,23 条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23 条については，該当しな

い。 

 

原子力発電工作物に係る電気設備の技

術基準の解釈23条より，計器用変成器

（2次側）が対象となる。 

21条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

緊急用メタクラの電路には，過電流を検知できるよう，過電流検知器を

設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計として

いる。 

 

 

緊急用メタクラは，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他

の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

緊急用メタクラは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラに対する原子力電技命

令13条の適合性は，保護する電気機械

器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

緊急用メタクラは，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

緊急用メタクラは，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急用メタクラは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

緊急用メタクラは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，「ＪＥＣ－２３００ 交流遮断器」に基づき， 短絡

電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

緊急用メタクラは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

緊急用メタクラは，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急用メタクラの運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

緊急用メタクラは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

緊急用メタクラは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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メタクラ切替盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触で

きない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損

傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖形スイッチギヤ及びコ

ントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

メタクラ切替盤は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

メタクラ切替盤に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

メタクラ切替盤は，「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖形スイッチギヤ及びコ

ントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

メタクラ切替盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

メタクラ切替盤の金属製外箱には，Ａ種接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。18,23 条について

は，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。17,18,23条につ

いては，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

メタクラ切替盤には，過電流を検知できるよう，電路の必要な箇所に過

電流検知機を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放す

る設計としている。 

 

 

メタクラ切替盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

メタクラ切替盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤に対する原子力電技命

令13 条の適合性は，保護する電気機

械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

メタクラ切替盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

メタクラ切替盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

メタクラ切替盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

メタクラ切替盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖形スイッチギヤ及びコ

ントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える

設計としている。 

メタクラ切替盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

メタクラ切替盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，メタクラ切替盤の運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

メタクラ切替盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

メタクラ切替盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，接地し，また，外箱により充電部分

に容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，

又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖形スイ

ッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計とし

ている。 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱に使用するケーブルは，使用状態におけ

る温度に耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖形スイ

ッチギヤ及びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計と

している。 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用

していない。 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱には，適切な接地工事を施す設計として

いる。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱の金属製外箱には，Ａ種接地工事を施す

設計としている。 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱には，適切な接地工事を施す設計として

いる。 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電

路とを結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，変圧器によって特別高圧の電路に結

合される高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

18,23 条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

210 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱には，過電流を検知できるよう，電路の

必要な箇所に過電流検知機を設置し，過電流を検知した場合は自動的に

遮断器を開放する設計としている。 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当

しない。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，低圧又は高圧の架空電線を使用して

いない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱に対す

る原子力電技命令13条の適合性は，保

護する電気機械器具の要求として整理

する。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，架空電線及び架空電力保安通信線を

使用していない。 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，支線を使用していない。 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，架空電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器

に使用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力

を加える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，水素冷却式の発電機又はこれに附属

する水素冷却装置を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，発電機，燃料電池又は常用電源とし

て用いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖形ス

イッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機

械的衝撃に耐える設計としている。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，蒸気タービン，ガスタービン又は内

燃機関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，蒸気タービンに接続する発電機を使

用していない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，高圧発電機車接続プラグ収納箱の運用に

必要な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，架空電線引込口及び引出口又はこれ

に近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，電力保安通信用電話設備を施設する

箇所に該当しない。 

 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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緊急用メタクラ接続プラグ盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，接地し，また，外箱により充電部分に

容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，

又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖形スイッ

チギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計として

いる。 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤に使用するケーブルは，使用状態における

温度に耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖形スイッ

チギヤ及びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計とし

ている。 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用し

ていない。 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤には，適切な接地工事を施す設計としてい

る。 

緊急用メタクラ接続プラグ盤の金属製外箱には，Ａ種接地工事を施す設

計としている。 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤には，適切な接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路

とを結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合

される高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

18,23 条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤には，過電流を検知できるよう，電路の必

要な箇所に過電流検知機を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮

断器を開放する設計としている。 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用してい

ない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤に対する

原子力電技命令13条の適合性は，保護

する電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使

用していない。 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に

使用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を

加える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属す

る水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として

用いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，「ＪＥＭ－１４２５ 金属閉鎖形スイ

ッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機械

的衝撃に耐える設計としている。 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃

機関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用

していない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急用メタクラ接続プラグ盤の運用に必

要な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに

近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇

所に該当しない。 

 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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SAロードセンタ （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，接地し，また，外箱等により充電部分に容易に接触

できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に

損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロー

ルギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変流器（PT，CT）は，「ＪＥＣ－１２０１ 計器用変成器」に適合した絶

縁性能を有するものを使用している。 

 

 

 

SAロードセンタに属する電路は，使用状態における温度に耐えられる設

計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

SAロードセンタは，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及

びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

SAロードセンタは，火災のおそれがないよう，閉鎖された金属製の外箱

に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

 

SAロードセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

SAロードセンタの金属製外箱等には，Ａ種接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

 

SAロードセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

SAロードセンタは，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より， 金属

製の台及び外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

SAロードセンタの電路には，過電流を検知できるよう，電路の必要な箇

所に過電流検知器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を

開放する設計としている。 

 

 

SAロードセンタは，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

SAロードセンタは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

SAロードセンタには，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

SAロードセンタに対する原子力電技命

令13条の適合性は，保護する電気機械

器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

SAロードセンタは，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SAロードセンタは，支線を使用していない。 

 

 

 

SAロードセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

SAロードセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

SAロードセンタは，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

SAロードセンタは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及

びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐

える設計としている。 

SAロードセンタは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

SAロードセンタは，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，SAロードセンタの運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

SAロードセンタは，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

SAロードセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SAロードセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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SA1コントロールセンタ （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，接地し，また，外箱等により充電部分に容易

に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」に基づき，大地から絶

縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

SA1コントロールセンタに属する電路は，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

SA1コントロールセンタは，「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」

に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

SA1コントロールセンタは，火災のおそれがないよう，閉鎖された金属製

の外箱に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

SA1コントロールセンタの金属製外箱等には，Ｃ種接地工事を施す設計と

している。 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタの電路には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を

設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計として

いる。 

 

 

SA1コントロールセンタは，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，閉鎖された金属製の外箱に収納することによ

り，他の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計としてい

る。 

 

SA1コントロールセンタは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタに対する原子

力電技命令13条の適合性は，保護する

電気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

SA1コントロールセンタは，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

SA1コントロールセンタは，支線を使用していない。 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

233 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

SA1コントロールセンタは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」

に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

SA1コントロールセンタは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

SA1コントロールセンタは，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，SA1コントロールセンタの運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SA1コントロールセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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SA2コントロールセンタ （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，接地し，また，外箱等により充電部分に容易

に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は

物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」に基づき，大地から絶

縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

SA2コントロールセンタに属する電路は，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

SA2コントロールセンタは，「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」

に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

SA2コントロールセンタは，火災のおそれがないよう，閉鎖された金属製

の外箱に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

SA2コントロールセンタの金属製外箱等には，Ｃ種接地工事を施す設計と

している。 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタの電路には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を

設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計として

いる。 

 

 

SA2コントロールセンタは，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，閉鎖された金属製の外箱に収納することによ

り，他の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計としてい

る。 

 

SA2コントロールセンタは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタに対する原子

力電技命令13条の適合性は，保護する

電気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

SA2コントロールセンタは，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

SA2コントロールセンタは，支線を使用していない。 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

SA2コントロールセンタは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，「ＪＥＭ－１１９５ コントロールセンタ」

に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

SA2コントロールセンタは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

SA2コントロールセンタは，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，SA2コントロールセンタの運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SA2コントロールセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

充電器電源切替盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触

できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に

損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ

及びコントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

充電器電源切替盤は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

充電器電源切替盤に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐え

られる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

充電器電源切替盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ

及びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

充電器電源切替盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

充電器電源切替盤の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

 

充電器電源切替盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合す

る変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧

の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

18,23 条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

充電器電源切替盤には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過

電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

充電器電源切替盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

充電器電源切替盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤に対する原子力電技

命令13条の適合性は，保護する電気機

械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

充電器電源切替盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していな

い。 

 

 

充電器電源切替盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

充電器電源切替盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

充電器電源切替盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧

縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置

を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却

装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電

池を使用していない。 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ

及びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に

耐える設計としている。 

充電器電源切替盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続

する発電機を使用していない。 

 

 

充電器電源切替盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，充電器電源切替盤の運用に必要な知識及

び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇

所に該当しない。 

 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

充電器電源切替盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

充電器電源切替盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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5.5.16 SA電源切替盤 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

SA電源切替盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触でき

ない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷

を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及び

コントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

SA電源切替盤は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

SA電源切替盤に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐えられ

る設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

SA電源切替盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及び

コントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

SA電源切替盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

SA電源切替盤の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変

圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電

路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

18,23 条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

SA電源切替盤には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過電流

を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

SA電源切替盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

SA電源切替盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤に対する原子力電技命令

13条の適合性は，保護する電気機械器

具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

SA電源切替盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SA電源切替盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

SA電源切替盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，架空電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

SA電源切替盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空

気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を使

用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置

を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池を

使用していない。 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及び

コントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐え

る設計としている。 

SA電源切替盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する

発電機を使用していない。 

 

 

SA電源切替盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，SA電源切替盤の運用に必要な知識及び技

能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

該当しない。 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

SA電源切替盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SA電源切替盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

重大事故操作盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触で

きない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損

傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを

絶縁抵抗測定により確認している。 

 

 

重大事故操作盤は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

重大事故操作盤に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

重大事故操作盤は，「ＪＥＭ－１４６０ 配電盤・制御盤の定格及び試

験」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

 

重大事故操作盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

重大事故操作盤の金属製外箱等には，Ｄ種接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

 

重大事故操作盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

重大事故操作盤には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過電

流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

重大事故操作盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

重大事故操作盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤に対する原子力電技命

令13 条の適合性は,保護する電気機械

器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

重大事故操作盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

重大事故操作盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

重大事故操作盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

重大事故操作盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを支持するが

いしを使用していない。 

 

重大事故操作盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

重大事故操作盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，重大事故操作盤の運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

重大事故操作盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

重大事故操作盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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緊急時対策所 発電機接続プラグ

盤 

（電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，接地し，また，外箱により充電

部分に容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及

ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属

閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁す

る設計としている。 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤に使用するケーブルは，使用状態に

おける温度に耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属

閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合

する設計としている。 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を

使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤には，適切な接地工事を施す設計と

している。 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を

施す設計としている。 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤には，適切な接地工事を施す設計と

している。 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧

の電路とを結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，変圧器によって特別高圧の電路

に結合される高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤には，電路の必要な箇所に配線用遮

断器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計

としている。 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に

該当しない。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，高周波利用設備を使用していな

い。 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用

していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤に

対する原子力電技命令13 条の適合性

は， 保護する電気機械器具の要求と

して整理する。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，架空電線及び架空電力保安通信

線を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，電力保安通信設備を使用してい

ない。 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，電力保安通信線を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮

断器に使用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに

圧力を加える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，水素冷却式の発電機又はこれに

附属する水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，発電機，燃料電池又は常用電源

として用いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，特別高圧の変圧器を使用してい

ない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属

閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により

生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，蒸気タービン，ガスタービン又

は内燃機関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，蒸気タービンに接続する発電機

を使用していない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤の運

用に必要な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見で

きる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，架空電線引込口及び引出口又は

これに近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，電力保安通信用電話設備を施設

する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，電力保安通信線を使用していな

い。 

 

 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，電力保安通信設備を使用してい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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緊急時対策所 低圧受電盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，接地し，また，外箱により充電部分に容

易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又

は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイ

ッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計とし

ている。 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤に属する電路は，使用状態における温度に耐

えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイ

ッチギヤ及びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計と

している。 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

緊急時対策所 低圧受電盤の金属製外箱等には，Ｃ種接地工事を施す設

計としている。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路と

を結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合さ

れる高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設

置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用していな

い。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤に対する原

子力電技命令13条の適合性は，保護す

る電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用

していない。 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使

用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加

える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する

水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として用

いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形ス

イッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機

械的衝撃に耐える設計としている。 

緊急時対策所 低圧受電盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機

関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用し

ていない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急時対策所 低圧受電盤の運用に必要

な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近

接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧受電盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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緊急時対策所 低圧母線盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，接地し，また，外箱により充電部分に容

易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又

は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイ

ッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計とし

ている。 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤に属する電路は，使用状態における温度に耐

えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイ

ッチギヤ及びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計と

している。 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

緊急時対策所 低圧母線盤の金属製外箱等には，Ｃ種接地工事を施す設

計としている。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路と

を結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合さ

れる高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設

置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用していな

い。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤に対する原

子力電技命令13条の適合性は，保護す

る電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用

していない。 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使

用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加

える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する

水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として用

いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形ス

イッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機

械的衝撃に耐える設計としている。 

緊急時対策所 低圧母線盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機

関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用し

ていない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急時対策所 低圧母線盤の運用に必要

な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近

接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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5.5.21 緊急時対策所 低圧分電盤 1 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

緊急時対策所 低圧分電盤1 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，接地し，また，外箱により充電部分に容

易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又

は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されて

いることを絶縁抵抗測定により確認している。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1に属する電路は，使用状態における温度に耐

えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認する設計としている。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，「ＪＥＭ－１４６０ 配電盤・制御盤の

定格及び試験」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1には，適切な接地工事を施す設計としてい

る。 

緊急時対策所 低圧分電盤1の金属製外箱等には，Ｄ種接地工事を施す設

計としている。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1には，適切な接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路と

を結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，変圧器によって特別高圧の電路に結合さ

れる高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設

置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，低圧又は高圧の架空電線を使用していな

い。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1に対する

原子力電技命令13 条の適合性は,保護

する電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用

していない。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使

用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加

える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する

水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，発電機，燃料電池又は常用電源として用

いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを

支持するがいしを使用していない。 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機

関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，蒸気タービンに接続する発電機を使用し

ていない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急時対策所 低圧分電盤1の運用に必要

な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近

接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤1は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈 39 条に規定さ

れている，電力保安通信用電話設備を

施設する箇所に該当しない。 
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緊急時対策所 低圧分電盤2 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，接地し，また，外箱により充電部分に容

易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又

は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されて

いることを絶縁抵抗測定により確認している。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2に属する電路は，使用状態における温度に耐

えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認する設計としている。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，「ＪＥＭ－１４６０ 配電盤・制御盤の

定格及び試験」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2には，適切な接地工事を施す設計としてい

る。 

緊急時対策所 低圧分電盤2の金属製外箱等には，Ｄ種接地工事を施す設

計としている。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2には，適切な接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路と

を結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，変圧器によって特別高圧の電路に結合さ

れる高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設

置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，低圧又は高圧の架空電線を使用していな

い。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2に対する

原子力電技命令13 条の適合性は,保護

する電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

295 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用

していない。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使

用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加

える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する

水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，発電機，燃料電池又は常用電源として用

いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを

支持するがいしを使用していない。 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機

関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，蒸気タービンに接続する発電機を使用し

ていない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急時対策所 低圧分電盤2の運用に必要

な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近

接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 低圧分電盤2は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈 39 条に規定さ

れている，電力保安通信用電話設備を

施設する箇所に該当しない。 
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緊急時対策所 無停電交流電源装

置 

（電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，接地し，また，外箱により充電部分

に容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定によ

り確認している。 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，「ＪＥＣ－２４３１ 半導体交流

無停電電源システム」に基づき，大地から絶縁する設計とし，絶縁され

ていることを絶縁抵抗測定により確認している。耐電圧試験を実施し，

絶縁破壊による危険のおそれがないことを確認している。 

 

変成器は,緊急時対策所 無停電交流電源装置として耐電圧試験を実施し，絶

縁破壊による危険のおそれがないことを確認している。 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置に使用するケーブルは，使用状態におけ

る温度に耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を

増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線のお

それがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

 

 

 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，構成する部品の内，変圧器は「Ｊ

ＥＣ－２２００ 変圧器」，リアクトルは「ＪＥＣ－２２１０ リアクト

ル」が規定する温度上昇の限度値を超えない設計としている。 

計装用無停電交流電源装置は，温度上昇試験を実施し，通常の使用状態

において発生する熱に耐えられることを確認している。 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用し

ていない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置には，適切な接地を施す設計として

いる。 

緊急時対策所 無停電交流電源装置の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施

す設計としている。 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置には，適切な接地を施す設計として

いる。 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電

路とを結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 
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2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，変圧器によって特別高圧の電路に結

合される高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置には，電路の必要な箇所に配線用遮断

器を設置し， 過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計とし

ている。 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，地絡遮断装置を施設する箇所に

該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は閉鎖された金属製の外箱に収納す

ることにより，他の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設

計としている。 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，高周波利用設備を使用していな

い。 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，低圧又は高圧の架空電線を使用

していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェンス等

を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置に

対する原子力電技命令13条の適合性は,

保護する電気機械器具の要求として

整理する。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定され

ている，発電所の引出口及び他から供給

を受ける受電点に該当しない。 
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するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，架空電線及び架空電力保安通信線を

使用していない。 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，電力保安通信設備を使用してい

ない。 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，電力保安通信線を使用していな

い 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，架空電線を使用していない。 
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2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器

に使用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力

を加える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，水素冷却式の発電機又はこれに附属

する水素冷却装置を使用していない。 
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二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，発電機，燃料電池又は常用電源とし

て用いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，特別高圧の変圧器を使用してい

ない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 

変圧器」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計として

いる。 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，蒸気タービン，ガスタービン又は内

燃機関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，蒸気タービンに接続する発電機を使

用していない。 
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（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急時対策所 無停電交流電源装置の運用

に必要な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，架空電線引込口及び引出口又はこれ

に近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，電力保安通信用電話設備を施設する

箇所に該当しない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，電力保安通信線を使用していな

い。 

 

 

緊急時対策所 無停電交流電源装置は，電力保安通信設備を使用してい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定されて

いる，電力保安通信用電話設備を施設す

る箇所に該当しない。 
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緊急時対策所 無停電分電盤1 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，接地し，また，外箱により充電部

分に容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及

ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，大地から絶縁する設計とし，絶縁

されていることを絶縁抵抗測定により確認している。 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1に属する電路は，使用状態における温

度に耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認する設計としてい

る。 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増

加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断

線のおそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，「ＪＥＭ－１４６０ 配電盤・制御

盤の定格及び試験」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使

用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1には，適切な接地工事を施す設計とし

ている。 

緊急時対策所 無停電分電盤1の金属製外箱等には，Ｄ種接地工事を

施す設計としている。 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1には，適切な接地工事を施す設計とし

ている。 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の

電路とを結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，変圧器によって特別高圧の電路に

結合される高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1には，電路の必要な箇所に配線用遮断

器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計

としている。 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，地絡遮断装置を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電

気的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，低圧又は高圧の架空電線を使用し

ていない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフ

ェンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1に対す

る原子力電技命令13 条の適合性は,保

護する電気機械器具の要求として整理

する。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，架空電線及び架空電力保安通信線

を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，電力保安通信設備を使用していな

い。 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断

器に使用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧

力を加える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，水素冷却式の発電機又はこれに附

属する水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，発電機，燃料電池又は常用電源と

して用いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，特別高圧の変圧器を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，発電機，変圧器並びに母線及びこ

れらを支持するがいしを使用していない。 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，蒸気タービン，ガスタービン又は

内燃機関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，蒸気タービンに接続する発電機を

使用していない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急時対策所 無停電分電盤1の運用

に必要な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見で

きる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，架空電線引込口及び引出口又はこ

れに近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，電力保安通信用電話設備を施設す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 無停電分電盤1は，電力保安通信設備を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈 39 条に規定さ

れている，電力保安通信用電話設備を

施設する箇所に該当しない。 
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緊急時対策所 直流115V充電器 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，接地し，また，外箱により充電部分

に容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，

又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サ

イリスタ整流装置」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器に使用するケーブルは，使用状態におけ

る温度に耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サ

イリスタ整流装置」に準拠した温度上昇試験を実施し，通常の使用状態

において発生する熱に耐えられることを確認している。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用

していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

緊急時対策所 直流115V充電器の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す

設計としている。 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電

路とを結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，変圧器によって特別高圧の電路に結

合される高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。また，18条により，

充電器に内蔵する電子機器の接地が対象

となる。23条については，該当しない。 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。また，18条によ

り，充電器に内蔵する電子機器の接地

が対象となる。17,23条については，

該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器には，電路の必要な箇所に配線用遮断器

を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計とし

ている。 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当

しない。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，低圧又は高圧の架空電線を使用して

いない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器に対す

る原子力電技命令13条の適合性は,保

護する電気機械器具の要求として整理

する。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，架空電線及び架空電力保安通信線を

使用していない。 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，支線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器

に使用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力

を加える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，水素冷却式の発電機又はこれに附属

する水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，発電機，燃料電池又は常用電源とし

て用いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧

器」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としてい

る。 

緊急時対策所 直流115V充電器は，蒸気タービン，ガスタービン又は内

燃機関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，蒸気タービンに接続する発電機を使

用していない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，緊急時対策所 直流115V充電器の運用に

必要な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

319 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，架空電線引込口及び引出口又はこれ

に近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，電力保安通信用電話設備を施設する

箇所に該当しない。 

 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

緊急時対策所 直流115V充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

230V系充電器（RCIC） （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に

接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ

整流装置」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）に使用するケーブルは，使用状態における温度に

耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ

整流装置」に準拠した温度上昇試験を実施し，通常の使用状態において

発生する熱に耐えられることを確認している。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）には，適切な接地を施す設計としている。 

230V系充電器（RCIC）の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計とし

ている。 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。また，18条により，

充電器に内蔵する電子機器の接地が対象

となる。23条については，該当しない。 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。また，18条によ

り，充電器に内蔵する電子機器の接地

が対象となる。17,23条については，

該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，

過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）に対する原子力

電技命令13条の適合性は,保護する電

気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

230V系充電器（RCIC）は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，支線を使用していない。 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

230V系充電器（RCIC）は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」に基

づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

230V系充電器（RCIC）は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，230V系充電器（RCIC）の運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

230V系充電器（RCIC）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

A-115V系充電器 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

A-115V系充電器は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触で

きない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損

傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ整流装

置」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

A-115V系充電器に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

 

 

 

A-115V系充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ整流装

置」に準拠した温度上昇試験を実施し，通常の使用状態において発生す

る熱に耐えられることを確認している。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

A-115V系充電器の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。また，18条により，

充電器に内蔵する電子機器の接地が対象

となる。23条については，該当しない。 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。また，18条によ

り，充電器に内蔵する電子機器の接地

が対象となる。17,23条については，

該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

A-115V系充電器には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過電

流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

A-115V系充電器は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

A-115V系充電器は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器に対する原子力電技命

令13条の適合性は,保護する電気機械

器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

A-115V系充電器は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

A-115V系充電器は，支線を使用していない。 

 

 

 

A-115V系充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

A-115V系充電器は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」に基づき，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

A-115V系充電器は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

A-115V系充電器は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，A-115V系充電器の運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

A-115V系充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

A-115V系充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

B-115V系充電器 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

B-115V系充電器は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触で

きない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損

傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ整流装

置」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

B-115V系充電器に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

 

 

 

B-115V系充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ整流装

置」に準拠した温度上昇試験を実施し，通常の使用状態において発生す

る熱に耐えられることを確認している。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

B-115V系充電器の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。また，18条により，

充電器に内蔵する電子機器の接地が対象

となる。23条については，該当しない。 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。また，18条によ

り，充電器に内蔵する電子機器の接地

が対象となる。17,23条については，

該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

B-115V系充電器には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過電

流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

B-115V系充電器は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

B-115V系充電器は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器に対する原子力電技命

令13条の適合性は,保護する電気機械

器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

B-115V系充電器は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

B-115V系充電器は，支線を使用していない。 

 

 

 

B-115V系充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

B-115V系充電器は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」に基づき，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

B-115V系充電器は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

B-115V系充電器は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，B-115V系充電器の運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

B-115V系充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

B-115V系充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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高圧炉心スプレイ系充電器 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，接地し，また，外箱により充電部分に容

易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又

は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリ

スタ整流装置」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器に使用するケーブルは，使用状態における温

度に耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリ

スタ整流装置」に準拠した温度上昇試験を実施し，通常の使用状態にお

いて発生する熱に耐えられることを確認している。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

高圧炉心スプレイ系充電器の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計

としている。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路と

を結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，変圧器によって特別高圧の電路に結合さ

れる高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。また，18条により，

充電器に内蔵する電子機器の接地が対象

となる。23条については，該当しない。 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。また，18条によ

り，充電器に内蔵する電子機器の接地

が対象となる。17,23条については，

該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設

置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，低圧又は高圧の架空電線を使用していな

い。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器に対する原

子力電技命令13条の適合性は,保護す

る電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用

していない。 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，支線を使用していない。 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使

用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加

える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する

水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，発電機，燃料電池又は常用電源として用

いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」

に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機

関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，蒸気タービンに接続する発電機を使用し

ていない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，高圧炉心スプレイ系充電器の運用に必要

な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近

接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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原子炉中性子計装用充電器 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，接地し，また，外箱により充電部分に容

易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又

は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリ

スタ整流装置」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器に使用するケーブルは，使用状態における温

度に耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，「ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリ

スタ整流装置」に準拠した温度上昇試験を実施し，通常の使用状態にお

いて発生する熱に耐えられることを確認している。 
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（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用して

いない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

原子炉中性子計装用充電器の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計

としている。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器には，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路と

を結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，変圧器によって特別高圧の電路に結合さ

れる高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。また，18条により，

充電器に内蔵する電子機器の接地が対象

となる。23条については，該当しない。 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。また，18条によ

り，充電器に内蔵する電子機器の接地

が対象となる。17,23条については，

該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設

置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としてい

る。 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，低圧又は高圧の架空電線を使用していな

い。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器に対する原

子力電技命令13条の適合性は,保護す

る電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

原子炉中性子計装用充電器は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用

していない。 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，支線を使用していない。 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

原子炉中性子計装用充電器は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使

用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加

える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する

水素冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，発電機，燃料電池又は常用電源として用

いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器内の変圧器は，「ＪＥＣ－２２００ 変圧器」

に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計としている。 

 

原子炉中性子計装用充電器は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機

関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，蒸気タービンに接続する発電機を使用し

ていない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，原子炉中性子計装用充電器の運用に必要

な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近

接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

原子炉中性子計装用充電器は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

355 

5.5.31 230V系直流盤（RCIC） 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

230V系直流盤（RCIC） （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に

接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチ

ギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としてい

る。 

 

230V系直流盤（RCIC）は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）に属する電路は，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

230V系直流盤（RCIC）は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチ

ギヤ及びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計として

いる。 

 

230V系直流盤（RCIC）は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）には，適切な接地工事を施す設計としている。 

230V系直流盤（RCIC）の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計とし

ている。 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

18,23 条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，

過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）に対する原子力

電技命令13条の適合性は，保護する電

気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

230V系直流盤（RCIC）は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，支線を使用していない。 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

230V系直流盤（RCIC）は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチ

ギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝

撃に耐える設計としている。 

230V系直流盤（RCIC）は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，230V系直流盤（RCIC）の運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

361 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

230V系直流盤（RCIC）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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230V系直流盤（常用） （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に

接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチ

ギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としてい

る。 

 

230V系直流盤（常用）は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）に属する電路は，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

230V系直流盤（常用）は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチ

ギヤ及びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計として

いる。 

 

230V系直流盤（常用）は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）には，適切な接地工事を施す設計としている。 

230V系直流盤（常用）の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計とし

ている。 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。 

18,23 条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，

過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

230V系直流盤（常用）は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）に対する原子力

電技命令13条の適合性は，保護する電

気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

230V系直流盤（常用）は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

230V系直流盤（常用）は，支線を使用していない。 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

230V系直流盤（常用）は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチ

ギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝

撃に耐える設計としている。 

230V系直流盤（常用）は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

230V系直流盤（常用）は，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，230V系直流盤（常用）の運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

230V系直流盤（常用）は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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115V直流盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触できな

い設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を

与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

115V直流盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及び

コントロールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

変成器は耐電圧試験を実施し，絶縁破壊による危険のおそれがないこと

を確認している。 

 

 

 

115V直流盤に属する電路は，使用状態における温度に耐えられる設計と

している。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

115V直流盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及び

コントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

115V直流盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

115V直流盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

115V直流盤の金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

 

115V直流盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

115V直流盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧

器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路

を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。18,23条について

は，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。17,18,23条につ

いては，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

115V直流盤には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過電流を

検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

115V直流盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

115V直流盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

115V直流盤に対する原子力電技命令13

条の適合性は，保護する電気機械器具

の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

115V直流盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

115V直流盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

115V直流盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

115V直流盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

115V直流盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

115V直流盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を使用

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置を

使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

115V直流盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池を使

用していない。 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及び

コントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐え

る設計としている。 

115V直流盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発

電機を使用していない。 

 

 

115V直流盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，115V直流盤の運用に必要な知識及び技能

を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

115V直流盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

115V直流盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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中性子計装分電盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触

できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に

損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていること

を絶縁抵抗測定により確認している。 

 

 

中性子計装分電盤は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

中性子計装分電盤に属する電路は，使用状態における温度に耐えられる

設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認する設計としている。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

中性子計装分電盤は，「ＪＥＭ－１４６０ 配電盤・制御盤の定格及び試

験」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

中性子計装分電盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

中性子計装分電盤の金属製外箱等には，Ｄ種接地工事を施す設計として

いる。 

 

 

 

 

中性子計装分電盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合す

る変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧

の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

中性子計装分電盤には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過

電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

中性子計装分電盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

中性子計装分電盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤に対する原子力電技

命令13 条の適合性は,保護する電気機

械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

中性子計装分電盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していな

い。 

 

 

中性子計装分電盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

中性子計装分電盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

中性子計装分電盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧

縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置

を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却

装置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電

池を使用していない。 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを支持する

がいしを使用していない。 

 

中性子計装分電盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続

する発電機を使用していない。 

 

 

中性子計装分電盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，中性子計装分電盤の運用に必要な知識及

び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇

所に該当しない。 

 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

中性子計装分電盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

中性子計装分電盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈 39 条に規定さ

れている，電力保安通信用電話設備を

施設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

HPAC直流コントロールセンタ （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，接地し，また，外箱等により充電部分

に容易に接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，

又は物件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測

定により確認している。 

 

 

 

 

電路は「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロ

ールギヤ」に基づき，大地から絶縁する設計としている。 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタに属する電路は，使用状態における温度に

耐えられる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認している。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

HPAC直流コントロールセンタは，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形

スイッチギヤ及びコントロールギヤ」に規定する熱的強度に適合する設

計としている。 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，火災のおそれがないよう，閉鎖された

金属製の外箱に収納し，可燃性のものから隔離する設計としている。 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

HPAC直流コントロールセンタの金属製外箱には，Ｃ種接地工事を施す設

計としている。 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタには，適切な接地を施す設計としている。 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路

とを結合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，変圧器によって特別高圧の電路に結合

される高圧の電路ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

の台及び外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製の台及び外箱が対象となる。

17,18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

385 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタの電路には，電路の必要な箇所に配線用遮

断器を設置し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計

としている。 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，地絡遮断装置を施設する箇所に該当し

ない。 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，閉鎖された金属製の外箱に収納するこ

とにより，他の設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計と

している。 

 

HPAC直流コントロールセンタは，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，低圧又は高圧の架空電線を使用してい

ない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタに対する

原子力電技命令13条の適合性は，保護

する電気機械器具の要求として整理す

る。 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

HPAC直流コントロールセンタは，架空電線及び架空電力保安通信線を使

用していない。 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，支線を使用していない。 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

HPAC直流コントロールセンタは，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に

使用する圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を

加える装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，水素冷却式の発電機又はこれに附属す

る水素冷却装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

388 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，発電機，燃料電池又は常用電源として

用いる蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，「ＪＥＭ－１２６５ 低圧金属閉鎖形

スイッチギヤ及びコントロールギヤ」に基づき，短絡電流により生ずる

機械的衝撃に耐える設計としている。 

HPAC直流コントロールセンタは，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃

機関に接続する発電機を使用していない。 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，蒸気タービンに接続する発電機を使用

していない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，HPAC直流コントロールセンタの運用に必

要な知識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，架空電線引込口及び引出口又はこれに

近接する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，電力保安通信用電話設備を施設する箇

所に該当しない。 

 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

HPAC直流コントロールセンタは，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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5.5.36 SA対策設備用分電盤(2) 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

SA対策設備用分電盤(2) （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に

接触できない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されている

ことを絶縁抵抗測定により確認している。 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)に属する電路は，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認する設計としている。 

 

 

 

接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電気抵抗を増加

させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態において断線の

おそれがない設計としている。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，「ＪＥＭ－１４６０ 配電盤・制御盤の定格

及び試験」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していな

い。 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)には，適切な接地工事を施す設計としている。 

SA対策設備用分電盤(2)の金属製外箱等には，Ｄ種接地工事を施す設計と

している。 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結

合する変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される

高圧の電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

18,23条については，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。 

17,18,23条については，該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置

し，過電流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)に対する原子

力電技命令13 条の適合性は,保護する

電気機械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用して

いない。 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，支線を使用していない。 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，架空電線を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用す

る圧縮空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える

装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素

冷却装置を使用していない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる

蓄電池を使用していない。 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを支持

するがいしを使用していない。 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に

接続する発電機を使用していない。 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，蒸気タービンに接続する発電機を使用してい

ない。 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，SA対策設備用分電盤(2)の運用に必要な知

識及び技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 
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これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接す

る箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該

当しない。 

 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SA対策設備用分電盤(2)は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈 39 条に規定さ

れている，電力保安通信用電話設備を

施設する箇所に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

SRV用電源切替盤 （電気設備における感電，火災等の防止） 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件

に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構造上や

むを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそ

れがない場合，又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の

危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合

は，この限りでない。 

 

2 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は，事故

時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び光ファ

イバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために

施設する線は，通常の使用状態において断線のおそれがないように施

設しなければならない。 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵抗を増

加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電線を除く。）

及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，接地し，また，外箱により充電部分に容易に接触で

きない設計とし，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件に損

傷を与えるおそれがない設計としている。 

 

電路は大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを絶縁抵抗測定

により確認している。 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，大地から絶縁する設計とし，絶縁されていることを

絶縁抵抗測定により確認している。 

 

 

SRV用電源切替盤は，変成器を使用していない。 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤に使用するケーブルは，使用状態における温度に耐えら

れる設計としている。 

また，耐電圧試験を実施し，異常のないことを確認する設計としている。 

 

 

 

ケーブルは，接続板，接続用ボルト・ナット等により接続することで電

気抵抗を増加させないとともに，絶縁性能の低下及び通常の使用状態に

おいて断線のおそれがない設計としている。 
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（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態においてその

電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これらに類

する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火災のおそれが

ないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しな

ければならない。ただし，耐火性の物で両者の間を隔離した場合は，

この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧の侵入

等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物件への損傷を

与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措置を講じなければな

らない。ただし，電路に係る部分にあっては，第五条第 1 項の規定に

定めるところによりこれを行わなければならない。 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に大地に

通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器

は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷，

感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器における適切な箇所に

接地を施さなければならない。ただし，施設の方法又は構造によりや

むを得ない場合であって，変圧器から離れた箇所における接地その他

の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷，感電又は

火災のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，特別高

圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそ

れがないよう，接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

SRV用電源切替盤は，「ＪＥＭ－１４６０ 配電盤・制御盤の定格及び試

験」に規定する熱的強度に適合する設計としている。 

 

 

SRV用電源切替盤は，高圧又は特別高圧の開閉器等を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

SRV用電源切替盤の金属製外箱等には，Ｄ種接地工事を施す設計としてい

る。 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤には，適切な接地工事を施す設計としている。 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の

電路を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属製

外箱が対象となる。18,23 条について

は，該当しない。 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈24条より，金属

製外箱が対象となる。17,18,23 条に

ついては，該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

399 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及び

電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流

遮断器を施設しなければならない。 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機械器具

の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器の施設その他

の適切な措置を講じなければならない。ただし，電気機械器具を乾燥

した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は

磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利用する

ものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周波利用設備の

機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよう，使

用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなけ

ればならない。ただし，通常予見される使用形態を考慮し，感電のお

それがない場合は，この限りでない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する発電所

には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を表示

するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適

切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤には，電路の必要な箇所に配線用遮断器を設置し，過電

流を検知した場合は自動的に遮断器を開放する設計としている。 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，地絡遮断装置を施設する箇所に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

閉鎖された金属製の外箱に収納することにより，他の設備の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計としている。 

 

 

SRV用電源切替盤は，高周波利用設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，低圧又は高圧の架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所は，人が容易に構内に立ち入るおそれはないようフェ

ンス等を設けている。 

 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤に対する原子力電技

命令13 条の適合性は,保護する電気機

械器具の要求として整理する。 

 

 

原子力電技命令の解釈30条1号に規定

されている，発電所の引出口及び他か

ら供給を受ける受電点に該当しない。 
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（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導作用に

よる感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそれがない高

さに施設しなければならない。 

 

2 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければなら

ない。 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電

線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設して

はならない。ただし，同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾

を得た場合は，この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作用又は

電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接近し，

若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には，他の電線

又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，接触，断線等によ

って生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなけ

ればならない。 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持

物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側

の電気設備に障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

2 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低圧の電気

機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低圧側の電

気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

SRV用電源切替盤は，架空電線及び架空電力保安通信線を使用していな

い。 

 

 

SRV用電源切替盤は，支線を使用していない。 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，架空電線を使用していない。 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，架空電線を使用していない。 
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（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガス

により絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号により施設しなければな

らない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して十分に

耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到達する

以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動

的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性の

ないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は，次の

各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，かつ，安

全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により圧力が

著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐える材料及び

構造であるとともに，圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高

使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は，

次の各号により施設しなければならない。 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する場合に

生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止させ，又は

漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。 

 

SRV用電源切替盤は，ガス絶縁機器及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮

空気装置を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を

使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装

置を使用していない。 
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四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が

安全にできるものであること。 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には，当

該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一般送配電事業

に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合（非常用予備発電機にあっては，非常用炉心冷

却装置が作動した場合を除く。）に自動的にこれを電路から遮断する

装置を施設しなければならない。 

 

2 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれが

あり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすお

それがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電

路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがいしは，

短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。 

 

2 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転す

る部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する

速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省

令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービンに接続する発

電機について準用する。 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは物件に

損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制御が必要とな

る発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼ

すおそれがないよう，異常を早期に発見する必要のある発電所であっ

て，発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又は

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

を使用していない。 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，特別高圧の変圧器を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，発電機，変圧器並びに母線及びこれらを支持するが

いしを使用していない。 

 

SRV用電源切替盤は，蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続す

る発電機を使用していない。 

 

 

SRV用電源切替盤は，蒸気タービンに接続する発電機を使用していない。 

 

 

 

 

島根原子力発電所の構内には，SRV用電源切替盤の運用に必要な知識及び

技能を有する者が常時駐在し，異常を早期に発見できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

403 

工事計画認可申請機器 命令 適合性 備考 

これと同一の構内において常時監視をしないものは，施設してはなら

ない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できる

よう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に

は，避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただ

し，雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は，この限

りでない。 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用に関す

る指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所であって，一

般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ，かつ，保

安を確保するために必要なものの相互間には，電力保安通信用電話設

備を施設しなければならない。 

 

2 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を損なうお

それがないように施設しなければならない。 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射

板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）を施設する

支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し，

倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

に該当しない。 

 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，電力保安通信用電話設備を施設する箇所に該当しな

い。 

 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，電力保安通信線を使用していない。 

 

 

 

SRV用電源切替盤は，電力保安通信設備を使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令の解釈39条に規定され

ている，電力保安通信用電話設備を施

設する箇所に該当しない。 
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6. 可搬形発電設備技術基準（ＮＥＧＡ Ｃ ３３１：2005）の準用 

6.1 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の適合性 

6.1.1 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令と可搬形発電設備技術基準の適合状況比較表 

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日通商産業省令第五十一号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

（内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構

造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 

 

 

2 内燃機関の軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常

な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

3 内燃機関及びその附属設備（液化ガス設備を除く。第二十八条において同じ。）の

耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に

対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は

当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。 

 

 

 

 

4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生の

おそれのある場所に設置するときは、給排気部を適切に施設しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には、その回転速度及び

出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、内燃機関に流入

する燃料を自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合におい

て、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動

する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。 

 

7.3 保護装置 

保護装置は，正常に動作すること。ここで，過回転防止装置の動作値は定格回転速

度の 116%以下とし，その他の保護装置の動作値は，製造者が明示する保証値による

ものとする。 

 

6.2 原動機 

(6) 内燃機関の軸受が異常な摩耗，変形及び過熱が生じないよう次に掲げる装置を

有する潤滑油装置を設けること。 

(a) オイルポンプ（非強制潤滑方式の場合を除く。） 

(b) オイルタンク又はオイルパン 

(c) オイルフィルタ 

(d) オイルクーラ（自然放熱冷却方式のものを除く。） 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

6.2 原動機 

(5) 内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設けること。 

 

 

 

 

 

 

「その他の保護装置の動作値は，製造者が明示する

保証値による」については準用の対象外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＧＡ Ｃ ３３１において耐圧部分の応力は確認

対象外。 

なお，非常用発電装置（可搬型）の耐圧部分に対す

る強度については，ＪＥＭ－１３５４又はＪＥＭ－

１３９８（日本電機工業会規格）で規定される温度

試験により，Ⅵ-3-別添 5「非常用発電装置（可搬

型）の強度に関する説明書」にて示す。 
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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日通商産業省令第五十一号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には，運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を

防止するため，その異常が発生した場合に内燃機関に流入する燃料を自動的かつ速

やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものに

あっては，その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には，設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設

けなければならない。 

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には，前項の規定は適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 保護装置 

(2) 技術員が常時監視を行わない場合 

(2.1) 次に掲げる場合に原動機を自動的に停止する措置を講ずること。 

イ 原動機制御用油圧，電源電圧が著しく低下した場合 

ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合 

ハ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合 

ニ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合 

ホ 発電設備に火災が発生した場合 

（火災が発生した場合の筐体内の温度上昇を冷却水温度で検知し自動停止できる構

造のものを除く） 

 

 

－ 

 

 

6.5 計測装置 

次の運転状態を計測する装置を設けること。 

ハ 周波数又は回転速度 

ニ 冷却水温度（冷却水の温度が異常に上昇した場合に燃料の供給を自動的に停

止できるものにあっては，ランプ表示でも可とする。） 

ホ 潤滑油圧力（潤滑油の圧力が異常に低下した場合に燃料の供給を自動的に停

止できるものにあっては，ランプ表示でも可とする。） 

ヘ 潤滑油温度（潤滑油を冷却水で，冷やすものにあっては，冷却水温度により

代替することができるものとする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型発電設備は，シリンダの直径が 230mm以下の

ため火力省令の解釈 41条の該当機器ではないた

め，適用外。 
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6.1.2 高圧発電機車 

工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

高圧発電機車 6.2 原動機 

(5) 内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設けるこ

と。 

 

(6) 内燃機関の軸受が異常な摩耗，変形及び過熱が生じないよう次に

掲げる装置を有する潤滑油装置を設けること。 

(a) オイルポンプ（非強制潤滑方式の場合を除く。） 

(b) オイルタンク又はオイルパン 

(c) オイルフィルタ 

(d) オイルクーラ（自然放熱冷却方式のものを除く。） 

 

6.5 計測装置 

次の運転状態を計測する装置を設けること。 

ハ 周波数又は回転速度 

ニ 冷却水温度（冷却水の温度が異常に上昇した場合に燃料の供給を

自動的に停止できるものにあっては，ランプ表示でも可とする。） 

ホ 潤滑油圧力（潤滑油の圧力が異常に低下した場合に燃料の供給を

自動的に停止できるものにあっては，ランプ表示でも可とする。） 

ヘ 潤滑油温度（潤滑油を冷却水で，冷やすものにあっては，冷却水

温度により代替することができるものとする。） 

 

6.6 保護装置 

(2) 技術員が常時監視を行わない場合 

(2.1) 次に掲げる場合に原動機を自動的に停止する措置を講ずるこ

と。 

イ 原動機制御用油圧，電源電圧が著しく低下した場合 

ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合 

ハ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合 

ニ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合 

ホ 発電設備に火災が発生した場合 

（火災が発生した場合の筐体内の温度上昇を冷却水温度で検知し自動停

止できる構造のものを除く） 

 

 

内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置（ガバナ）を設け

ている。 

 

内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであり，か

つ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないよう以下の装置を設けてい

る。 

(a) 機関駆動のオイルポンプ 

(b) オイルパン及び潤滑油サブタンク 

(c) オイルフィルタ 

(d) オイルクーラ 

 

運転状態を計測する装置として下記の計器を設けている。 

ハ 回転速度計 

ニ 冷却水温度計 

ホ 潤滑油圧力計 

へ 潤滑油温度計 

 

 

 

 

 

 

下記の場合に原動機を自動的に停止する措置を講じている。 

 高圧発電機車 

（その１） 

高圧発電機車 

（その２） 

イ 不足電圧 78% 78% 

ロ 過速度 2088min-1 2030min-1 

ハ 冷却水温度上昇 95℃ 101℃ 

ニ 潤滑油圧力低下 0.28MPa 300kPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火力省令の解釈 40条により，高圧発

電機車の定格出力は 500kW 以下のた

め，非常調速装置その他の非常停止装

置を設けなければならない内燃機関に

該当しない。 
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工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

7.3 保護装置 

保護装置は，正常に動作すること。ここで，過回転防止装置の動作値は

定格回転速度の 116%以下とし，その他の保護装置の動作値は，製造者

が明示する保証値によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定格回転速度の 116%を超える以前の時点で異常速度を検出し，燃料を

強制的に遮断する非常調速装置を設けている。 

 

 

定格回転速度 1800min-1に対して，非

常調速装置の動作値は 2088min-1（高圧

発電機車（その１）），2030min-1（高圧

発電機車（その２））に設定している 
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6.1.3 緊急時対策所用発電機 

工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

緊急時対策所用発電機 6.2 原動機 

(5) 内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設けるこ

と。 

 

(6) 内燃機関の軸受が異常な摩耗，変形及び過熱が生じないよう次に

掲げる装置を有する潤滑油装置を設けること。 

(a) オイルポンプ（非強制潤滑方式の場合を除く。） 

(b) オイルタンク又はオイルパン 

(c) オイルフィルタ 

(d) オイルクーラ（自然放熱冷却方式のものを除く。） 

 

6.5 計測装置 

次の運転状態を計測する装置を設けること。 

ハ 周波数又は回転速度 

ニ 冷却水温度（冷却水の温度が異常に上昇した場合に燃料の供給を

自動的に停止できるものにあっては，ランプ表示でも可とする。） 

ホ 潤滑油圧力（潤滑油の圧力が異常に低下した場合に燃料の供給を

自動的に停止できるものにあっては，ランプ表示でも可とする。） 

ヘ 潤滑油温度（潤滑油を冷却水で，冷やすものにあっては，冷却水

温度により代替することができるものとする。） 

 

6.6 保護装置 

(2) 技術員が常時監視を行わない場合 

(2.1) 次に掲げる場合に原動機を自動的に停止する措置を講ずるこ

と。 

イ 原動機制御用油圧，電源電圧が著しく低下した場合 

ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合 

ハ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合 

ニ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合 

ホ 発電設備に火災が発生した場合 

（火災が発生した場合の筐体内の温度上昇を冷却水温度で検知し自動停

止できる構造のものを除く） 

 

 

内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置（ガバナ）を設け

ている。 

 

内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであり，か

つ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないよう以下の装置を設けてい

る。 

(a) 機関駆動のオイルポンプ 

(b) オイルタンク及びオイルパン 

(c) オイルフィルタ 

(d) オイルクーラ 

 

 

運転状態を計測する装置として下記の計器を設けている。 

ハ 回転速度計 

ニ 冷却水温度計 

ホ 潤滑油圧力計 

へ 潤滑油温度計 

 

 

 

 

 

下記の場合に原動機を自動的に停止する措置を講じている。 

 

 

ロ 過速度（2070min-1） 

ハ 冷却水温度上昇（105℃） 

ニ 潤滑油圧力低下（100kPa） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火力省令の解釈 40条により，緊急時対

策所用発電機の定格出力は 500kW 以下

のため，非常用調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない内燃

機関に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

7.3 保護装置 

保護装置は，正常に動作すること。ここで，過回転防止装置の動作値は

定格回転速度の 116%以下とし，その他の保護装置の動作値は，製造者

が明示する保証値によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定格回転速度の 116%を超える以前の 115%の時点で異常速度を検出し，燃

料を強制的に遮断する非常調速装置を設けている。 

 

定格回転速度 1800min-1に対して，非常

用調速装置の動作値は 2070min-1に設定

している。 
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6.1.4 可搬式窒素供給装置用発電設備 

工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

可搬式窒素供給装置用発電設備 6.2 原動機 

(5) 内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設けるこ

と。 

 

(6) 内燃機関の軸受が異常な摩耗，変形及び過熱が生じないよう次に

掲げる装置を有する潤滑油装置を設けること。 

(a) オイルポンプ（非強制潤滑方式の場合を除く。） 

(b) オイルタンク又はオイルパン 

(c) オイルフィルタ 

(d) オイルクーラ（自然放熱冷却方式のものを除く。） 

 

6.5 計測装置 

次の運転状態を計測する装置を設けること。 

ハ 周波数又は回転速度 

ニ 冷却水温度（冷却水の温度が異常に上昇した場合に燃料の供給を

自動的に停止できるものにあっては，ランプ表示でも可とする。） 

ホ 潤滑油圧力（潤滑油の圧力が異常に低下した場合に燃料の供給を

自動的に停止できるものにあっては，ランプ表示でも可とする。） 

ヘ 潤滑油温度（潤滑油を冷却水で，冷やすものにあっては，冷却水

温度により代替することができるものとする。） 

 

6.6 保護装置 

(2) 技術員が常時監視を行わない場合 

(2.1) 次に掲げる場合に原動機を自動的に停止する措置を講ずるこ

と。 

イ 原動機制御用油圧，電源電圧が著しく低下した場合 

ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合 

ハ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合 

ニ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合 

ホ 発電設備に火災が発生した場合 

（火災が発生した場合の筐体内の温度上昇を冷却水温度で検知し自動停

止できる構造のものを除く） 

 

 

内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置（ガバナ）を設け

ている。 

 

内燃機関の軸受は，運転中の荷重を安定に支持できるものであり，か

つ，異常な摩耗，変形及び過熱が生じないよう以下の装置を設けてい

る。 

(a) 機関駆動のオイルポンプ 

(b) オイルタンク及びオイルパン 

(c) オイルフィルタ 

(d) オイルクーラ 

 

運転状態を計測する装置として下記の計器を設けている。 

ハ 回転速度計 

ニ 冷却水温度計 

ホ 潤滑油圧力計 

へ 潤滑油温度計 

 

 

 

 

 

 

下記の場合に原動機を自動的に停止する措置を講じている。 

 

 

ロ 過速度（2070min-1） 

ハ 冷却水温度上昇（105℃） 

ニ 潤滑油圧力低下（100kPa） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火力省令の解釈 40条により，緊急時対

策所用発電機の定格出力は 500kW 以下

のため，非常用調速装置その他の非常

停止装置を設けなければならない内燃

機関に該当しない。 
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工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

7.3 保護装置 

保護装置は，正常に動作すること。ここで，過回転防止装置の動作値は

定格回転速度の 116%以下とし，その他の保護装置の動作値は，製造者

が明示する保証値によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定格回転速度の 116%を超える以前の 115%の時点で異常速度を検出し，燃

料を強制的に遮断する非常調速装置を設けている。 

 

定格回転速度 1800min-1に対して，非常

用調速装置の動作値は 2070min-1に設定

している。 
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6.2 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の適合性 

6.2.1 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令と可搬形発電設備技術基準の適合状況比較表 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

（電気設備における感電，火災等の防止） 

第三節 保安原則 

第四条 電気設備は，感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又

は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は，大地から絶縁しなければならない。ただし，構

造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考

慮し危険のおそれがない場合，又は混触による高電圧の侵入等

の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保

安上必要な措置を講ずる場合は，この限りでない。 

 

 

２ 前項の場合にあっては，その絶縁性能は事故時に想定される

異常電圧を考慮し，絶縁破壊による危険のおそれがないもので

なければならない。 

 

 

 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性

能は，事故時に想定される異常電圧を考慮し，絶縁破壊による

危険のおそれがないものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線，支線，架空地線，弱電流電線等（弱電流電線及び

光ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の

保安のために施設する線は，通常の使用状態において断線のお

それがないように施設しなければならない。 

 

 

 

（電気設備における感電，火災等の防止） 

第三節 保安原則 

第四条 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又

は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければな

らない。 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構

造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考

慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等

の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保

安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。 

 

 

２ 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第二十二条及び第

五十八条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮

し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い。 

 

 

３ 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性

能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による

危険のおそれがないものでなければならない。 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線、支線、架空地線、弱電流電線等（弱電流電線及び

光ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の

保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のお

それがないように施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

７．８ 絶縁抵抗 

出力端子と大地間の絶縁抵抗値は，１ＭΩ以上であること。 

７．９ 絶縁耐力 

出力端子と大地間に商用周波数の正弦波に近い次の交流電圧を

１分間印加したときこれに耐えるものであること。 

2Ｅ＋1000Ｖ（最低 1500Ｖ） 

Ｅ：発電機定格電圧（Ｖ） 

 

７．９ 絶縁耐力 

出力端子と大地間に商用周波数の正弦波に近い次の交流電圧を

１分間印加したときこれに耐えるものであること。 

2Ｅ＋1000Ｖ（最低 1500Ｖ） 

Ｅ：発電機定格電圧（Ｖ） 

 

－ 

 

 

 

７．８ 絶縁抵抗 

出力端子と大地間の絶縁抵抗値は，１ＭΩ以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力電技命令五条以降

の要求に満足することで

適合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備は変成器

ではないため，原子力電

技命令五条３項は適用

外。 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は，接続部分において電線の電気抵

抗を増加させないように接続するほか，絶縁性能の低下（裸電

線を除く。）及び通常の使用状態において断線のおそれがない

ようにしなければならない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は，通常の使用状態におい

てその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければな

らない。 

 

 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の開閉器，遮断器，避雷器その他これ

らに類する器具であって，動作時にアークを生ずるものは，火

災のおそれがないよう，木製の壁又は天井その他の可燃性の物

から離して施設しなければならない。ただし，耐火性の物で両

者の間を隔離した場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には，異常時の電位上昇，高電圧

の侵入等による感電，火災その他人体に危害を及ぼし，又は物

件への損傷を与えるおそれがないよう，接地その他の適切な措

置を講じなければならない。ただし，電路に係る部分にあって

は，第五条第 1 項の規定に定めるところによりこれを行わな

ければならない。 

 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵

抗を増加させないように接続するほか、絶縁性能の低下（裸電

線を除く。）及び通常の使用状態において断線のおそれがない

ようにしなければならない。 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態におい

てその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければな

らない。 

 

 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者が

容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。た

だし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。 

 

 

２ 高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに

類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災の

おそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から

離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の

間を隔離した場合は、この限りでない。 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧

の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物

件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措

置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあって

は、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなけ

ればならない。 

 

 

７．８ 絶縁抵抗 

出力端子と大地間の絶縁抵抗値は，１ＭΩ以上であること。 

 

 

 

 

６．３ 発電機 

(2) 発電機の耐熱クラスは，Ｅ種絶縁以上とすること。 

７．５ 運転性能 

可搬形発電設備を定格出力のもとで１時間運転し，安定した運

転が維持され，各部の温度，圧力，時間当たりの燃料消費量が

製造者の管理基準値内であり，かつ支障ない値であること。 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．８ 絶縁抵抗 

出力端子と大地間の絶縁抵抗値は，１ＭΩ以上であること。 

７．９ 絶縁耐力 

出力端子と大地間に商用周波数の正弦波に近い次の交流電圧を

１分間印加したときこれに耐えるものであること。 

2Ｅ＋1000Ｖ（最低 1500Ｖ） 

Ｅ：発電機定格電圧（Ｖ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「圧力，時間当たりの燃

料消費量」については準

用の対象外。 

 

 

 

 

可搬形発電設備は600V以

下の低圧のため，原子力

電技命令九条は適用外。 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は，電流が安全かつ確実に

大地に通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器は，高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気

設備の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，当該変圧器に

おける適切な箇所に接地を施さなければならない。ただし，施

設の方法又は構造によりやむを得ない場合であって，変圧器か

ら離れた箇所における接地その他の適切な措置を講ずること

により低圧側の電気設備の損傷，感電又は火災のおそれがない

場合は，この限りでない。 

 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路に

は，特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷，感

電又は火災のおそれがないよう，接地を施した放電装置の施設

その他の適切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電

線及び電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できる

よう，過電流遮断器を施設しなければならない。 

 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には，地絡が生じた場合に，電線若しくは電気機

械器具の損傷，感電又は火災のおそれがないよう，地絡遮断器

の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし，

電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険の

おそれがない場合は，この限りでない。 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に

大地に通ずることができるようにしなければならない。 

 

 

（特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する

変圧器は、高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気

設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、当該変圧器に

おける適切な箇所に接地を施さなければならない。ただし、施

設の方法又は構造によりやむを得ない場合であって、変圧器か

ら離れた箇所における接地その他の適切な措置を講ずること

により低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがない

場合は、この限りでない。 

 

２ 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路に

は、特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷、感

電又は火災のおそれがないよう、接地を施した放電装置の施設

その他の適切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 

第十四条 電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電

線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できる

よう、過電流遮断器を施設しなければならない。 

 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十五条 電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機

械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器

の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、

電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険の

おそれがない場合は、この限りでない。 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

６．６ 保護装置 

(2) 技術員が常時監視を行わない場合 

(2.2) 次に掲げる場合に発電機を電路から自動的に遮断する措

置を講ずること。 

イ 発電機に過電流が発生した場合 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

接地は電流が安全かつ確

実に大地に通ずることが

できるよう適切な接地を

施すこととしている。 

 

可搬形発電設備は高圧又

は特別高圧の電路と低圧

の電路とを結合する変圧

器ではないため，原子力

電技命令十二条１項は適

用外。 

 

 

 

可搬形発電設備は変圧器

によって特別高圧の電路

に結合される高圧の電路

ではないため，原子力電

技命令十二条２項は適用

外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備は600V以

下の低圧のため，原子力

電技命令十四条は適用

外。 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

（電気設備の電気的，磁気的障害の防止） 

第十五条 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならな

い。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十六条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利

用するものに限る。以下この条において同じ。）は，他の高周

波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれが

ないように施設しなければならない。 

 

 

第二章 電気の供給のための電気設備の施設 

第一節 感電、火災等の防止 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架空電線には，感電のおそれがないよ

う，使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブル

を使用しなければならない。ただし，通常予見される使用形態

を考慮し，感電のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設する

発電所には，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険で

ある旨を表示するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るお

それがないように適切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

（電気設備の電気的、磁気的障害の防止） 

第十六条 電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならな

い。 

 

（高周波利用設備への障害の防止） 

第十七条 高周波利用設備（電路を高周波電流の伝送路として利

用するものに限る。以下この条において同じ。）は、他の高周

波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれが

ないように施設しなければならない。 

 

 

第二章 電気の供給のための電気設備の施設 

第一節 感電、火災等の防止  

（架空電線及び地中電線の感電の防止） 

第二十一条 低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがない

よう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブ

ルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形

態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。 

 

２ 地中電線（地中電線路の電線をいう。以下同じ。）には、感

電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケ

ーブルを使用しなければならない。 

 

（発電所等への取扱者以外の者の立入の防止） 

第二十三条 高圧又は特別高圧の電気機械器具，母線等を施設す

る発電所又は変電所，開閉所若しくはこれらに準ずる場所に

は，取扱者以外の者に電気機械器具，母線等が危険である旨を

表示するとともに，当該者が容易に構内に立ち入るおそれがな

いように適切な措置を講じなければならな。 

 

２ 地中電線路に施設する地中箱は，取扱者以外の者が零易に立

ち入るおそれがないように施設しなければならない。 

 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試運転等により，他の設

備の機能に電気的又は磁

気的な影響を与えないこ

とを確認している。 

 

可搬形発電設備に高周波

利用設備はないため，原

子力電技命令十六条は適

用外。 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備に架空電

線はないため，原子力電

技命令十九条は適用外。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備は600V以

下の低圧のため，原子力

電技命令二十条は適用

外。 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架空電力保安通信線は，接触又は誘導

作用による感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすお

それがない高さに施設しなければならない。 

 

２ 支線は，交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなけ

ればならない。 

 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は，他人の設置した架空電線路又は架空弱

電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を

挟んで施設してはならない。ただし，同一支持物に施設する場

合又はその他人の承諾を得た場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電

の防止） 

第二十三条 電力保安通信設備は，架空電線路からの静電誘導作

用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがない

ように施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（架空電線等の高さ） 

第二十五条 架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、

接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支

障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 

 

２ 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなけ

ればならない。 

 

 

（架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止） 

第二十六条 架空電線路の支持物は、他人の設置した架空電線路

又は架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路

の電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルの間を貫

通して施設してはならない。ただし、その他人の承諾を得た場

合は、この限りでない。 

 

２ 架空電線は、他人の設置した架空電線路、電車線路又は架空

弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物

を挟んで施設してはならない。ただし、同一支持物に施設する

場合又はその他人の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電

の防止） 

第二十七条 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態におい

て、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地

表上一メートルにおける電界強度が三キロボルト毎メートル

以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山

林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼ

すおそれがないように施設する場合は、この限りでない。 

 

２ 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路

（電力保安通信設備を除く。）を通じて人体に危害を及ぼすお

それがないように施設しなければならない。 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備に架空電

線はないため，原子力電

技命令二十一条１項は適

用外。 

可搬形発電設備に架空電

線はないため，原子力電

技命令二十一条２項は適

用外。 

 

可搬形発電設備に架空電

線はないため，原子力電

技命令二十二条は適用

外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備に架空電

線及び電力保安通信設備

はないため，原子力電技

命令二十三条は適用外。 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

 

 

 

 

第二節 他の電線、他の工作物等への危険の防止 

（電力保安通信線の混触の防止） 

第二十四条 電力保安通信線は，他の電線又は弱電流電線等と接

近し，若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合に

は，他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく，かつ，

接触，断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれ

がないように施設しなければならない。 

 

 

（異常電圧による架空電線への障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を

同一支持物に施設する場合は，異常時の高電圧の侵入により低

圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう，接地その他

の適切な措置を講じなければならない。 

 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において，その支持物に低

圧の電気機械器具を施設する場合は，異常時の高電圧の侵入に

より低圧側の電気設備へ障害を与えないよう，接地その他の適

切な措置を講じなければならない。 

 

第三節 高圧ガス等による危険の防止 

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第二十六条 発電所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶

縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及

び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は，次の各号によ

り施設しなければならない。 

 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は，最高使用圧力に対して

十分に耐え，かつ，安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは，耐食性を有すること。 

３ 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電

磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施

設しなければならない。 

 

第二節 他の電線、他の工作物等への危険の防止  

（電線の混触の防止） 

第二十八条 電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は、他

の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする場合又は

同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を

損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる混

触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければ

ならない。 

 

（異常電圧による架空電線等への障害の防止） 

第三十一条 特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線又

は電車線を同一支持物に施設する場合は、異常時の高電圧の侵

入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう、

接地その他の適切な措置を講じなければならない。 

 

２ 特別高圧架空電線路の電線の上方において、その支持物に低

圧の電気機械器具を施設する場合は、異常時の高電圧の侵入に

より低圧側の電気設備へ障害を与えないよう、接地その他の適

切な措置を講じなければならない。 

 

第四節 高圧ガス等による危険の防止  

（ガス絶縁機器等の危険の防止） 

第三十三条 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる

場所に施設するガス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁ガスにより

絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。）及び開閉器又は

遮断器に使用する圧縮空気装置は、次の各号により施設しなけ

ればならない。 

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して

十分に耐え、かつ、安全なものであること。 

二 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備に電力保

安通信線はないため，原

子力電技命令二十四条は

適用外。 

 

 

 

 

可搬形発電設備に架空電

線はないため，原子力電

技命令二十五条１項は適

用外。 

 

可搬形発電設備に架空電

線はないため，原子力電

技命令二十五条２号は適

用外。 

 

 

 

可搬形発電設備にガス絶

縁機器はないため，原子

力電技命令二十六条は適

用外。 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

三 圧力が上昇する場合において，当該圧力が最高使用圧力に到

達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は，主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力

を自動的 に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは，可燃性，腐食性及び有

毒性のないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置

は，次の各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は，最高使用圧力に対して十分に耐え，か

つ，安全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって，故障により

圧力が著しく上昇するおそれがあるものは，上昇した圧力に耐

える材料及び構造であるとともに，圧力が上昇する場合におい

て，当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下

させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及び有毒性のないものであるこ

と。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却

装置は，次の各号により施設しなければならない。 

 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであ

ること。 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等は，水素が大気圧で爆発する

場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。 

 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに，漏洩を停止さ

せ，又は漏 洩した水素を安全に外部に放出できるものである

こと。 

三 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到

達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。 

四 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力

を自動的に回復させる機能を有すること。 

五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有

毒性のないものであること。 

 

（加圧装置の施設） 

第三十四条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置

は、次の各号により施設しなければならない。 

一 圧力を受ける部分は、最高使用圧力に対して十分に耐え、か

つ、安全なものであること。 

二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、故障により

圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、上昇した圧力に耐

える材料及び構造であるとともに、圧力が上昇する場合におい

て、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下

させる機能を有すること。 

三 圧縮ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであるこ

と。 

 

（水素冷却式発電機等の施設） 

第三十五条 水素冷却式の発電機若しくは調相設備又はこれに

附属する水素冷却装置は、次の各号により施設しなければなら

ない。 

一 構造は、水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであ

ること。 

二 発電機、調相設備、水素を通ずる管、弁等は、水素が大気圧

で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであ

ること。 

三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに、漏洩を停止さ

せ、又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備に加圧装

置はないため，原子力電

技命令二十七条は適用

外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備に水素冷

却式発電機はないため，

原子力電技命令二十八条

は適用外。 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

四 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部へ

の放出が 安全にできるものであること。 

 

五 異常を早期に検知し，警報する機能を有すること。 

 

第五節 供給支障の防止 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第三十条 発電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に

は，当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり，又は一

般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれ

がある異常が当該電気機械器具に生じた場合（非常用予備発電

機にあっては，非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。）

に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別高圧の変圧器には，当該電気機械器具を著しく損壊する

おそれがあり，又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい

支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた

場合に自動的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の

適切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

四 発電機内又は調相設備内への水素の導入及び発電機内又は

調相設備内からの水素の外部への放出が安全にできるもので

あること。 

五 異常を早期に検知し、警報する機能を有すること。 

 

第七節 供給支障の防止 

（発変電設備等の損傷による供給支障の防止） 

第四十四条 発電機、燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池

には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は

一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそ

れがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこ

れを電路から遮断する装置を施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別高圧の変圧器又は調相設備には、当該電気機械器具を著

しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業に係る電気の

供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械

器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置の

施設その他の適切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．６ 保護装置 

(2) 技術員が常時監視を行わない場合 

(2.1) 次に掲げる場合に原動機を自動的に停止する措置を講ず

ること。 

イ 原動機制御用油圧，電源電圧が著しく低下した場合 

ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合 

ハ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合 

ニ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合 

ホ 発電設備に火災が発生した場合 

（火災が発生した場合の筐体内の温度上昇を冷却水温度で検知

し自動停止できる構造のものを除く） 

(2.2) 次に掲げる場合に発電機を電路から自動的に遮断する措

置を講ずること。 

イ 発電機に過電流が発生した場合 

ロ 発電機を複数台並列して運転するときは，原動機が停止し

た場合 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備は600V以

下の低圧のため，原子力

電技命令三十条２項は適

用外。 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機，変圧器並びに母線及びこれを支持するがい

しは，短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなけれ

ばならない。 

２ 蒸気タービン，ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機

の回転する部分は，非常調速装置及びその他の非常停止装置が

動作して達する速度に対し，耐えるものでなければならない。 

 

 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通

商産業省令第五十一号）第十三条第二項の規定は，蒸気タービ

ンに接続する発電機について準用する。 

 

 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第三十二条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし，若しくは

物件に損傷を与えるおそれがないよう，異常の状態に応じた制

御が必要となる発電所，又は一般送配電事業に係る電気の供給

に著しい支障を及ぼすおそれがないよう，異常を早期に発見す

る必要のある発電所であって，発電所の運転に必要な知識及び

技能を有する者が当該発電所又はこれと同一の構内において

常時監視をしないものは，施設してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電機等の機械的強度） 

第四十五条 発電機、変圧器、調相設備並びに母線及びこれを支

持するがいしは、短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるも

のでなければならない。 

２ 水車又は風車に接続する発電機の回転する部分は、負荷を遮

断した場合に起こる速度に対し、蒸気タービン、ガスタービン

又は内燃機関に接続する発電機の回転する部分は、非常調速装

置及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し、耐

えるものでなければならない。 

３ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通

商産業省令第五十一号）第十三条第二項の規定は、蒸気タービ

ンに接続する発電機について準用する。 

 

 

 

（常時監視をしない発電所等の施設） 

第四十六条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは

物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた制

御が必要となる発電所、又は一般送配電事業に係る電気の供給

に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見す

る必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な知識及び

技能を有する者が当該発電所又はこれと同一の構内において

常時監視をしないものは、施設してはならない。ただし、発電

所の運転に必要な知識及び技能を有する者による当該発電所

又はこれと同一の構内における常時監視と同等な監視を確実

に行う発電所であって、異常が生じた場合に安全かつ確実に停

止することができる措置を講じている場合は、この限りでな

い。 

２ 前項に掲げる発電所以外の発電所又は変電所（これに準ずる

場所であって、十万ボルトを超える特別高圧の電気を変成する

ためのものを含む。以下この条において同じ。）であって、発

電所又は変電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当

該発電所若しくはこれと同一の構内又は変電所において常時

監視をしない発電所又は変電所は、非常用予備電源を除き、異

６．３ 発電機 

(3) 発電機の巻線は，電気的・機械的に十分な性能を持つ絶縁

巻線を使用し，耐熱性及び耐湿性を考慮した絶縁処理が施

されていること。 

６．３ 発電機 

(3) 発電機の巻線は，電気的・機械的に十分な性能を持つ絶縁

巻線を使用し，耐熱性及び耐湿性を考慮した絶縁処理が施

されていること。 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備は蒸気タ

ービンに接続する発電機

ではないため，原子力電

技命令三十一条３項は適

用外。 

 

 

可搬形発電設備は発電所

ではないため，原子力電

技命令三十二条は適用

外。 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

 

 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防

止できるよう，発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに

近接する箇所には，避雷器の施設その他の適切な措置を講じな

ければならない。ただし， 雷電圧による当該電気設備の損壊

のおそれがない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所，変電所，開閉所，給電所（電力系統の運用

に関する指令を行う所をいう。），技術員駐在所その他の箇所

であって，一般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支

障を防ぎ，かつ，保安を確保するために必要なものの相互間に

は，電力保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

 

２ 電力保安通信線は，機械的衝撃，火災等により通信の機能を

損なうおそれがないように施設しなければならない。 

 

 

 

（災害時における通信の確保） 

第三十五条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ

又は反射板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）

を施設する支持物の材料及び構造は，風速六十メートル毎秒の

常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができるよう

な措置を講じなければならない。 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設） 

第四十九条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防

止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近

接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなけ

ればならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のお

それがない場合は、この限りでない。 

一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引

込口及び引出口 

二 架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器

の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及

び特別高圧側 

三 高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所

の引込口 

 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第五十条 発電所、変電所、開閉所、給電所（電力系統の運用に

関する指令を行う所をいう。）、技術員駐在所その他の箇所で

あって、一般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障

を防ぎ、かつ、保安を確保するために必要なものの相互間には、

電力保安通信用電話設備を施設しなければならない。 

 

２ 電力保安通信線は、機械的衝撃、火災等により通信の機能を

損なうおそれがないように施設しなければならない。 

 

 

 

（災害時における通信の確保） 

第五十一条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ

又は反射板（以下この条において「無線用アンテナ等」という。）

を施設する支持物の材料及び構造は、十分間平均で風速四十メ

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備は発電所

ではないため，原子力電

技命令三十三条は適用

外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬形発電設備は発電所

ではないため，原子力電

技命令三十四条１項は適

用外。 

 

 

可搬形発電設備に電力保

安通信線はないため，原

子力電技命令三十四条２

項は適用外。 

 

 

可搬形発電設備に電力保

安通信線はないため，原

子力電技命令三十五条は
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令

（平成二十四年九月十四日経済産業省令第七十号） 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日経済産業省令第五十二号） 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

備考 

風圧荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損なうおそれがな

いように施設しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

ートル毎秒の風圧荷重を考慮し、倒壊により通信の機能を損な

うおそれがないように施設しなければならない。ただし、電線

路の周囲の状態を監視する目的で施設する無線用アンテナ等

を架空電線路の支持物に施設するときは、この限りでない。 

 

 

 適用外 
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6.2.2 高圧発電機車 

工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

高圧発電機車 ６．３ 発電機 

(2) 発電機の耐熱クラスは，Ｅ種絶縁以上とすること。 

 

 

(3) 発電機の巻線は，電気的・機械的に十分な性能を持つ絶縁巻線を

使用し，耐熱性及び耐湿性を考慮した絶縁処理が施されているこ

と。 

 

 

６．６ 保護装置 

(2) 技術員が常時監視を行わない場合 

(2.1) 次に掲げる場合に原動機を自動的に停止する措置を講ずるこ

と。 

イ 原動機制御用油圧，電源電圧が著しく低下した場合 

ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合 

ハ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合 

ニ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合 

ホ 発電設備に火災が発生した場合 

（火災が発生した場合の筐体内の温度上昇を冷却水温度で検知し自動停

止できる構造のものを除く） 

(2.2) 次に掲げる場合に発電機を電路から自動的に遮断する措置を講

ずること。 

イ 発電機に過電流が発生した場合 

ロ 発電機を複数台並列して運転するときは，原動機が停止した場合 

 

７．５ 運転性能 

可搬形発電設備を定格出力のもとで１時間運転し，安定した運転が維

持され，各部の温度，圧力，時間当たりの燃料消費量が製造者の管理

基準値内であり，かつ支障ない値であること。 

 

７．８ 絶縁抵抗 

出力端子と大地間の絶縁抵抗値は，１ＭΩ以上であること。 

 

 

通常の使用状態において発生する熱に耐える設計であり，高圧発電機車

の耐熱クラスはＦ種絶縁である。 

 

高圧発電機車は，非常停止速度や短絡電流に対して，十分な電気的・機

械的強度のある設計としている。 

また，十分な絶縁性能を有する設計としている。 

 

 

 

高圧発電機車は，以下の場合に自動的に機関停止する保護装置を設けて

いる。 

 

 高圧発電機車 

（その１） 

高圧発電機車 

（その２） 

イ 不足電圧 78% 78% 

ロ 過速度 2088min-1 2030min-1 

ハ 冷却水温度上昇 95℃ 101℃ 

ニ 潤滑油圧力低下 0.28MPa 300kPa 

高圧発電機車は，以下の場合に発電機を電路から自動的に遮断する保護

装置を設けている。 

イ 過電流 

 

 

 

試運転等で安定した運転が維持されることを確認している。 

 

 

 

 

絶縁抵抗測定にて異常のないことを確認している。 
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工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

７．９ 絶縁耐力 

出力端子と大地間に商用周波数の正弦波に近い次の交流電圧を１分間

印加したときこれに耐えるものであること。 

2Ｅ＋1000Ｖ（最低 1500Ｖ） 

Ｅ：発電機定格電圧（Ｖ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐電圧試験にて異常のないことを確認している。 
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6.2.3 緊急時対策所用発電機 

工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

緊急時対策所用発電機 ６．３ 発電機 

(2) 発電機の耐熱クラスは，Ｅ種絶縁以上とすること。 

 

 

(3) 発電機の巻線は，電気的・機械的に十分な性能を持つ絶縁巻線を

使用し，耐熱性及び耐湿性を考慮した絶縁処理が施されているこ

と。 

 

６．６ 保護装置 

(2) 技術員が常時監視を行わない場合 

(2.1) 次に掲げる場合に原動機を自動的に停止する措置を講ずるこ

と。 

イ 原動機制御用油圧，電源電圧が著しく低下した場合 

ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合 

ハ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合 

ニ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合 

ホ 発電設備に火災が発生した場合 

（火災が発生した場合の筐体内の温度上昇を冷却水温度で検知し自動停

止できる構造のものを除く） 

(2.2) 次に掲げる場合に発電機を電路から自動的に遮断する措置を講

ずること。 

イ 発電機に過電流が発生した場合 

ロ 発電機を複数台並列して運転するときは，原動機が停止した場合 

 

 

７．５ 運転性能 

可搬形発電設備を定格出力のもとで１時間運転し，安定した運転が維

持され，各部の温度，圧力，時間当たりの燃料消費量が製造者の管理

基準値内であり，かつ支障ない値であること。 

 

７．８ 絶縁抵抗 

出力端子と大地間の絶縁抵抗値は，１ＭΩ以上であること。 

 

 

通常の使用状態において発生する熱に耐える設計であり，緊急時対策所

用発電機の耐熱クラスはＦ種絶縁である。 

 

緊急時対策所用発電機は，非常停止速度や短絡電流に対して，十分な電

気的・機械的強度のある設計としている。 

また，十分な絶縁性能を有する設計としている。 

 

 

緊急時対策所用発電機は，以下の場合に自動的に機関停止する保護装置

を設けている。 

 

ロ 過速度（2070min-1） 

ハ 冷却水温度上昇（105℃） 

ニ 潤滑油圧力低下（100kPa） 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機は，以下の場合に発電機を電路から自動的に遮断

する保護装置を設けている。 

イ 過電流 

ロ 発電機並列運転時においては，油発低下等の重故障により機関が

停止するような場合は，インターロックにより当該発電機遮断器

が自動的に開放される設計としている。 

 

試運転等で安定した運転が維持されることを確認している。 

 

 

 

 

絶縁抵抗測定にて異常のないことを確認している。 
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工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

７．９ 絶縁耐力 

出力端子と大地間に商用周波数の正弦波に近い次の交流電圧を１分間

印加したときこれに耐えるものであること。 

2Ｅ＋1000Ｖ（最低 1500Ｖ） 

Ｅ：発電機定格電圧（Ｖ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐電圧試験にて異常のないことを確認している。 
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6.2.4 可搬式窒素供給装置用発電設備 

工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

可搬式窒素供給装置用発電設備 ６．３ 発電機 

(2) 発電機の耐熱クラスは，Ｅ種絶縁以上とすること。 

 

 

(3) 発電機の巻線は，電気的・機械的に十分な性能を持つ絶縁巻線を

使用し，耐熱性及び耐湿性を考慮した絶縁処理が施されているこ

と。 

 

 

６．６ 保護装置 

(2) 技術員が常時監視を行わない場合 

(2.1) 次に掲げる場合に原動機を自動的に停止する措置を講ずるこ

と。 

イ 原動機制御用油圧，電源電圧が著しく低下した場合 

ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合 

ハ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合 

ニ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合 

ホ 発電設備に火災が発生した場合 

（火災が発生した場合の筐体内の温度上昇を冷却水温度で検知し自動停

止できる構造のものを除く） 

(2.2) 次に掲げる場合に発電機を電路から自動的に遮断する措置を講

ずること。 

イ 発電機に過電流が発生した場合 

ロ 発電機を複数台並列して運転するときは，原動機が停止した場合 

 

７．５ 運転性能 

可搬形発電設備を定格出力のもとで１時間運転し，安定した運転が維

持され，各部の温度，圧力，時間当たりの燃料消費量が製造者の管理

基準値内であり，かつ支障ない値であること。 

 

７．８ 絶縁抵抗 

出力端子と大地間の絶縁抵抗値は，１ＭΩ以上であること。 

 

 

通常の使用状態において発生する熱に耐える設計であり，可搬式窒素供

給装置用発電設備用発電機の耐熱クラスはＦ種絶縁である。 

 

可搬式窒素供給装置用発電設備用発電機は，非常停止速度や短絡電流に

対して，十分な電気的・機械的強度のある設計としている。 

また，十分な絶縁性能を有する設計としている。 

 

 

 

可搬式窒素供給装置用発電設備用発電機は，以下の場合に自動的に機関

停止する保護装置を設けている。 

 

ロ 過速度（2070min-1） 

ハ 冷却水温上昇（105℃） 

二 潤滑油圧低下（100kPa） 

 

 

 

 

可搬式窒素供給装置用発電設備用発電機は，以下の場合に発電機を電路

から自動的に遮断する保護装置を設けている。 

イ 過電流 

 

 

 

試運転等で安定した運転が維持されることを確認している。 

 

 

 

 

絶縁抵抗測定にて異常のないことを確認している。 
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工事計画認可申請機器 

日本内燃力発電設備協会規格 

可搬形発電設備技術基準 

（NEGA C 331:2005） 

適合性 備考 

７．９ 絶縁耐力 

出力端子と大地間に商用周波数の正弦波に近い次の交流電圧を１分間

印加したときこれに耐えるものであること。 

2Ｅ＋1000Ｖ（最低 1500Ｖ） 

Ｅ：発電機定格電圧（Ｖ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐電圧試験にて異常のないことを確認している。 

 



資料 No.3 

非常用ディーゼル発電機の出力の決定に関する説明について 



目  次 

1. 概要  ···································································· 1 

2. 負荷容量と軸動力の設定に関して  ·········································· 1 



1 

1. 概要

技術基準規則第 59～64条，第 66～69条，第 73条，第 74条及び第 77条の各条文に基づ

く重大事故等時の対応において，非常用ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事

故等対処設備，技術基準規則第 60条，第 72条及び第 73条の各条文に基づく重大事故等時

の対応において，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供給を期待する重大事

故等対処設備のⅥ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」（以下「出力決

定根拠」という。）に記載している負荷容量と，Ⅵ-1-1-5「設備別記載事項の設定根拠に関

する説明書」（以下「容量設定根拠」という。）に記載の原動機出力及び軸動力について説

明する。 

2. 負荷容量と軸動力の設定に関して

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から電力供給を期待

する重大事故等対処設備について，「出力決定根拠」に記載の負荷容量と「容量設定根拠」

に記載の軸動力を表 1及び表 2に示す。 

「容量設定根拠」では，重大事故等対処設備及び設計基準対象施設について，容量，揚

程等の設定根拠を示し，それらの値から算出される必要軸動力と，軸動力を上回る値とし

て原動機出力を示している。 

「出力設定根拠」では，ディーゼル発電機から電力供給を期待する重大事故等時の負荷

容量を積算するために，「容量設定根拠」に記載された必要な軸動力から算出した負荷容量

を用いている。 

「出力決定根拠」の負荷容量は，「容量設定根拠」に記載の必要軸動力以上であり，非常

用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の出力の決定に用いる値と

して問題ないと考える。 

技術基準規則に基づき必要となる重大事故等対処設備のうち，非常用ディーゼル発電機

から電力供給を期待する設備は，各条文により異なるため，全ての機器を同時に使用する

ことはないが， 仮に全ての負荷を合計した場合の非常用ディーゼル発電機の最大所要負荷

は（A系：3731kW，B系：3432kW）であり，非常用ディーゼル発電機の出力 5840kWは所要

負荷に対し十分な余裕を有している。 

また，技術基準規則に基づく重大事故等時の対応において，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機の最大所要負荷は 2232kWであり，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の出力

3200kWは所要負荷に対し十分な余裕を有している。 
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系
充
電
器
，

23
0V

系
充
電
器
（
常
用
）
で
あ
る
。

 

＊
7：

蓄
電
池
用
充
電
器
は
，
B
-1
15
V
系
充
電
器
，
B
1-
11
5V

系
充
電
器
（

SA
），

SA
用

11
5V

系
充
電
器
，

23
0V

系
充
電
器
（
常
用
），

23
0V

系
充
電
器
（

RC
IC
）
で
あ
る
。
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表
 2 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
電
力
の
供
給
を
期
待
す
る
負
荷
 

設
備
・
機
器
名

 
台
数
 

容
量
設
定
根
拠
 

出
力
決
定
根
拠
 

容
量
 

（
m3
/h
/台

）
 

軸
動
力
 

（
kW
）
 

軸
動
力

 

（
kW
）
 

効
率
 

（
%）

 

負
荷
容
量

(
k
W)

＊
1  

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
 

1
 

3
4
2 

2
1
35

＊
3  

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

 
1
 

2
4
0 

3
4
＊

3  

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ

 
1
 

3
3
6 

6
1
＊

3  

H
P
CS

-中
央
分
電
盤

＊
2  

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

1
 

－
 

－
 

－
 

－
 

2
 

合
計

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

2
2
32
 

注
記
＊

1：
電
磁
弁
及
び
電
動
弁
は
負
荷
容
量
が
小
さ
く
又
は
動
作
時
間
が
短
時
間
で
あ
る
た
め
，
負
荷
容
量
に
は
含
め
な
い
。

 

＊
2：

各
設
備
・
機
器
の
う
ち
，
交
流
で
運
転
す
る
負
荷
。

 

＊
3：

必
要
な
軸
動
力
か
ら
算
出
し
た
負
荷
容
量
を
用
い
る
。

 



資料 No.4 

可搬型重大事故等対処設備のうち 

一部常設箇所を有する設備に関する説明について 

（緊急時対策所用発電機関係） 
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1. 概要

緊急時対策所の機能に係る可搬型重大事故等対処設備において，一部常設箇所を有する電

源設備（注記＊1）を抽出し，技術基準規則の常設箇所への要求に対する適合性の確認をす

べき常設箇所及び審査書類への反映事項を整理した。 

注記＊1：一部常設箇所を有する設備とは，当該設備が技術基準規則の要求に対する主た

る機能である設備が一部常設箇所で構成された設備である。 

2. 整理結果

緊急時対策所の機能に係る可搬型重大事故等対処設備において，一部常設箇所を有する設

備を整理した結果，当該箇所の技術基準規則に対する適合性として添付書類への反映事項は

以下のとおりである。 

具体的な整理内容として，添付資料 1 に一部常設箇所を有する設備の整理，添付資料 2

に常設箇所の基準適合性確認（注記＊2）内容，添付資料 3に概略構成図をそれぞれ示す。 

注記＊2：第 49条，第 50条，第 51条，第 52条，第 54条，第 55条，第 56条，第 58条，

第 78条 

設備名称 一部常設箇所 審査書類への反映事項 

緊急時対策所 

【電源設備】 

・緊急時対策所 発電機接続プラグ盤

・緊急時対策所 低圧受電盤

・緊急時対策所 低圧母線盤

・緊急時対策所 低圧分電盤 1

・緊急時対策所 低圧分電盤 2

・緊急時対策所 無停電交流電源装置

・緊急時対策所 無停電分電盤 1

・緊急時対策所 直流 115V充電器

・耐震性に関する説明書

・設備別記載事項の設定根拠

に関する説明書（別添）
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添付資料１ 

緊急時対策所機能に係る可搬型重大事故等対処設備のうち一部常設箇所を有する設備の整理 

設備名称 技術基準条文 
可搬型設備 

設置要求 

要目表 

有無 

基本設計 

方針有無 

常設箇所 

有無 

設置状況 

(概略図は添付参照） 
使用方法 

設備 

区分 
区分理由 

常設箇所の基準 

適合性確認内容 

非 

常 

用 

電 

源 

設 

備 

緊急時対策所用 

発電機 

第 76条 

緊急時対策所 

× 〇 〇 無 

可搬設備として保管している機器は以下の

とおり 

【可搬】 

・緊急時対策所用発電機 

（予備を含めて 4台） 

【通常時】 

緊急時対策所北

側に配備して多

重性を確保する

とともに，第４保

管エリアにも保

管し位置的分散

を確保する。 

 

【使用時】 

可搬ケーブルを

運搬して緊急時

対策所用発電機

の配備場所まで

移動し，可搬ケー

ブルを接続及び

緊急時対策所 

発電機接続プラ

グ盤の遮断器を

操作の上，緊急時

対策所用発電機

を起動する。その

後，緊急時対策所 

低圧受電盤及び

緊急時対策所 

低圧母線盤に移

動し，受電遮断器

を切り替えて給

電を開始する。 

可搬／防止 

 

可搬／緩和 

常設耐震重要

重大事故防止

設備・常設重大

事故緩和設備

等を操作する

人が健全であ

ることを担保

する可搬設備

であるため。 

－ 

可搬ケーブル × × 〇 無 

可搬設備として保管している機器は以下の

とおり 

【可搬】 

・可搬ケーブル 

（1相分 2本の 3相分 6本，予備を含めて 

 4セット） 

緊急時対策所 

【電源設備】 
× × 〇 有 

常設設備として設置している機器は以下のとおり 

【常設】 

・緊急時対策所 発電機接続プラグ盤（1個） 

・緊急時対策所 低圧受電盤（1個） 

・緊急時対策所 低圧母線盤（1個） 

・緊急時対策所 低圧分電盤 1（1個） 

・緊急時対策所 低圧分電盤 2（1個） 

・緊急時対策所 無停電交流電源装置（1個） 

・緊急時対策所 無停電分電盤 1（1個） 

・緊急時対策所 直流 115V充電器（1個） 

常設耐震／防止 

 

常設／緩和 

常設耐震重要

重大事故防止

設備・常設重大

事故緩和設備

等を操作する

人が健全であ

ることを担保

する常設設備

であるため。 

以下の常設箇所に対し適合性確認を行う

（添付資料 2参照） 

 

・緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

・緊急時対策所 低圧受電盤 

・緊急時対策所 低圧母線盤 

・緊急時対策所 低圧分電盤 1 

・緊急時対策所 低圧分電盤 2 

・緊急時対策所 無停電交流電源装置 

・緊急時対策所 無停電分電盤 1 

・緊急時対策所 直流 115V充電器 
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添付資料２ 

非常用電源設備のうち常設箇所の基準適合性確認内容 

（重大事故等対処施設の地盤） 

技術基準規則【第 49条】 
緊急時対策所【電源設備】 

第四十九条 重大事故等対処施設は，次に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ次に定める地盤に施設

しなければならない。 

【解釈】 

1 第 49条の適用に当たっては，第 4条の解釈に準ずるものと

する。 

― 

一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止設備」という。）であって，耐

震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重

大事故防止設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持する

ことができる地盤 

― 

地震に対して，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施

設の地盤」に基づき設置された建物（緊急時対策所）に

設置する。 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。） 設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する

地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 
― 

― 

(常設耐震重要重大事故防止設備)   

(常設重大事故緩和設備) 

三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和設備」という。）が設置される

重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した

場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 
― 

地震に対して，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施

設の地盤」に基づき設置された建物（緊急時対策所）に

設置する。 

四 特定重大事故等対処施設 設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力が作

用した場合及び基準地震動による地震力が作用した場合においても当該特定重大事故等対処施

設を十分に支持することができる地盤 

― 

― 

(常設耐震重要重大事故防止設備)   

(常設重大事故緩和設備) 

（地震による損傷の防止） 

技術基準規則【第 50条】 
緊急時対策所【電源設備】 

第五十条 重大事故等対処施設は，次に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ次に定めるところにより

施設しなければならない。 

【解釈】 

1 第 50条の適用に当たっては，第 5条の解釈に準ずるものと

する。 

― 

一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を

除く。） 基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないこと。 

― 
耐震設計は，「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」の設計方

針によって設計を行い，審査書類への反映を行う。 

二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。） 設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する

地震力に十分に耐えること。 

2 第 1項第 2号に規定する「設置許可基準規則第 4条第 2項の

規定により算定する地震力」とは，設置許可基準規則解釈第

39条 2の地震力とする。 

― 

(常設耐震重要重大事故防止設備)   

(常設重大事故緩和設備) 

三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

基準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ないこと。 

― 
耐震設計は，「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」の設計方

針によって設計を行い，審査書類への反映を行う。 
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四 特定重大事故等対処施設 設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力に十

分に耐え，かつ，基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないこと。 

3 第 1項第 4号に規定する「設置許可基準規則第 4条第 2項の

規定により算定する地震力」とは，設置許可基準規則解釈第

39条 3の地震力とする。 

― 

(常設耐震重要重大事故防止設備)   

(常設重大事故緩和設備) 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。）が設置許可基準規則第四条第

三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないよう，防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

― 

地震に対して，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施

設の地盤」に基づき設置された建物（緊急時対策所）に

設置する。 

（津波による損傷の防止） 

技術基準規則【第 51条】 
緊急時対策所【電源設備】 

第五十一条 重大事故等対処施設が基準津波によりその重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないよう，防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

【解釈】 

1 第 51条の適用に当たっては，第 6条の解釈に準ずるものと

する。 

津波に対して，技術基準規則第 51条「重大事故等対処施

設の地盤」に基づき設置された建物（緊急時対策所）に

設置する。 

（火災による損傷の防止） 

技術基準規則【第 52条】 
緊急時対策所【電源設備】 

第五十二条 重大事故等対処施設が火災によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われないよう，次に掲げる措置を講じなければならない。 

【解釈】 

1 第 52条の適用に当たっては，第 11条の解釈に準ずるものと

する。 

― 

一 火災の発生を防止するため，次の措置を講ずること。 

イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置を講ずること。

ロ 重大事故等対処施設には，不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし，次に掲げる

場合は，この限りでない。 

（１） 重大事故等対処施設に使用する材料が，代替材料である場合

（２） 重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場

合であって，重大事故等対処施設における火災に起因して他の重大事故等対処施設において火

災が発生することを防止するための措置が講じられている場合 

ハ 避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するための設備を施設すること。

ニ 水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性がある設備にあっては，水素の燃焼が

起きた場合においても重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損な

わないよう施設すること。 

ホ 放射線分解により発生し，蓄積した水素の急速な燃焼によって，重大事故等対処施設の重大

事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがある場合には，水素の蓄積を防止する措

置を講ずること。 

― 
「Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書」の設計方針による。 

二 火災の感知及び消火のため，火災と同時に発生すると想定される自然現象により，火災感知設

備及び消火設備の機能が損なわれることがないように施設すること。 
― 

「Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書」の設計方針による。 
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（重大事故等対処設備） 

技術基準規則【第 54条第 1項，第 2項】 
緊急時対策所【電源設備】 

第五十四条 重大事故等対処設備は，次に定めるところによらなければならない。 【解釈】 ― 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件において，

重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮すること。 

1 第 1項から第 3項までに規定する「想定される重大事故等」

とは，設置許可基準規則解釈第 37条において想定する事故シ

ーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の

機能に期待できるものにあっては，計画された対策が想定す

るもの。），想定する格納容器破損モード，使用済燃料貯蔵

槽内における想定事故及び想定する運転停止中事故シーケン

スグループをいう。 

「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」の設計方針によって設

計を行い，審査書類への反映を行う。 

「Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する説明書」及び「Ⅵ-1-1-7 安全設備及び

重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」及び「Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設

の火災防護に関する説明書」及び「Ⅵ-1-1-9 発電用原

子炉施設の溢水防護に関する説明書」の設計方針による。 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できること。 

三 健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検

（試験及び検査を含む。）ができること。 

2 第 1項第 3号の規定の適用に当たっては，第 15条第 2項の

解釈に準ずるものとする。 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては，通常時に

使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えること。 

3 第 1項第 5号に規定する「他の設備」とは，設計基準対象施

設だけでなく，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対

処設備も含む。 

― 

（該当設備ではない） 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。 
― 

「Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明書」の設計方

針による。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行

うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講ずること。 

― 

２ 常設重大事故等対処設備は，前項の規定によるほか，次に定めるところによらなければならない。 
― ― 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有すること。 

― 

「Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書」の設計方針によって設計を行い，審査書類への反映

を行う。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用しないこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共

用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工

場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
― 

「Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明書」の設計方

針による。 
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三 常設重大事故防止設備には，共通要因（設置許可基準規則第二条第二項第十八号に規定する共

通要因をいう。以下同じ。）によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，適切な措置を講ずること。 

4 第 2項第 3号及び第 3項第 7号に規定する「適切な措置を講

ずること」とは，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様

性を考慮することをいう。 

「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」の設計方針によって設

計を行い，審査書類への反映を行う。 

「Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する説明書」及び「Ⅵ-1-1-7 安全設備及び

重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」及び「Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設

の火災防護に関する説明書」及び「Ⅵ-1-1-9 発電用原

子炉施設の溢水防護に関する説明書」の設計方針による。 

（材料及び構造） 

技術基準規則【第 55条】 
緊急時対策所【電源設備】 

第五十五条 重大事故等対処設備に属する容器，管，ポンプ若しくは弁又はこれらの支持構造物の材

料及び構造は，次に定めるところによらなければならない。この場合において，第一号か

ら第三号まで及び第七号の規定については，法第四十三条の三の十一第二項に定める使用

前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 

【解釈】 

1 第 4号から第 6号までの構造強度は，原子炉等規制法第 43

条の 3の 14に基づき維持段階にも適用される。 
― 

一 重大事故等クラス１機器及び重大事故等クラス１支持構造物に使用する材料は，次に定めると

ころによること。 

イ 重大事故等クラス１機器又は重大事故等クラス１支持構造物が，その使用される圧力，温度，

荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。 

ロ 重大事故等クラス１機器に使用する材料にあっては，当該機器の最低使用温度に対して適切

な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確認したものであること。 

ハ 重大事故等クラス１機器に属する鋳造品にあっては，有害な欠陥がないことを非破壊試験に

より確認したものであること。 

2 第 1号ロ及び第 2号ロに規定する材料にあっては，本規程第

17条 4を準用することができる。 

― 

（該当設備ではない） 

二 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物に使用する材料は，次に定めると

ころによること。ただし，次に掲げる性能と同等以上の性能を有する場合は，この限りでない。 

イ 重大事故等クラス２機器又は重大事故等クラス２支持構造物が，その使用される圧力，温度，

荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。 

ロ 重大事故等クラス２機器に使用する材料にあっては，当該機器の最低使用温度に対して適切

な破壊じん性を有することを機械試験その他の評価方法により確認したものであること。 

ハ 重大事故等クラス２機器に属する鋳造品にあっては，有害な欠陥がないことを非破壊試験に

より確認したものであること。 

3 第 2号に規定する「同等以上の性能を有する場合」には，当

該機器及び支持構造物がその設計上要求される強度を確保で

きるものであることを示すこと。 

― 

（該当設備ではない） 
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三 重大事故等クラス３機器（重大事故等クラス３容器，重大事故等クラス３管，重大事故等クラ

ス３ポンプ又は重大事故等クラス３弁をいう。以下同じ。）に使用する材料は，当該機器が使用

される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有するこ

と。 

4 第 3号に規定する「適切な機械的強度及び化学的成分を有す

ること」とは，例えば，日本産業規格等の適切な規格及び基

準に適合する材料とする。完成品として一般産業品の規格基

準へ適合している場合（消防法に基づく技術上の規格を満た

す消防車等）には，第 3号の規定を満たすものと解釈する。 

― 

（該当設備ではない） 

四 重大事故等クラス１機器及び重大事故等クラス１支持構造物の構造及び強度は，次に定めると

ころによること。ただし，想定される重大事故等に対処するために必要な構造及び強度を有する

ものについては，この限りでない。 

イ 重大事故等クラス１機器にあっては，設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域に

抑えること。 

ロ 重大事故等クラス１機器に属する伸縮継手にあっては，設計上定める条件で応力が繰り返し

加わる場合において，疲労破壊が生じないこと。 

ハ 重大事故等クラス１管（伸縮継手を除く。）にあっては，設計上定める条件において，疲労

破壊が生じないこと。 

ニ 重大事故等クラス１容器及び重大事故等クラス１管にあっては，設計上定める条件におい

て，座屈が生じないこと。 

ホ 重大事故等クラス１支持構造物であって，重大事故等クラス１機器に溶接により取り付けら

れ，その損壊により重大事故等クラス１機器に損壊を生じさせるおそれがあるものにあって

は，設計上定める条件において，延性破断及び座屈が生じないこと。 

― 
― 

（該当設備ではない） 

五 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の構造及び強度は，次に定めると

ころによること。ただし，次に掲げる性能と同等以上の性能を有する場合は，この限りでない。 

イ 重大事故等クラス２機器にあっては，設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域に

抑えること。 

ロ 重大事故等クラス２機器に属する伸縮継手にあっては，設計上定める条件で応力が繰り返し

加わる場合において，疲労破壊が生じないこと。 

ハ 重大事故等クラス２管（伸縮継手を除く。）にあっては，設計上定める条件において，疲労

破壊が生じないこと。 

ニ 重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管にあっては，設計上定める条件におい

て，座屈が生じないこと。 

ホ 重大事故等クラス２支持構造物であって，重大事故等クラス２機器に溶接により取り付けら

れ，その損壊により重大事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがあるものにあって

は，設計上定める条件において，延性破断及び座屈が生じないこと。 

5 第 5号に規定する「同等以上の性能を有する場合」には，当

該機器及び支持構造物がその設計上要求される強度を確保で

きるものであることを示すこと。 

― 

（該当設備ではない） 
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六 重大事故等クラス３機器の構造及び強度は，設計上定める条件において，全体的な変形を弾性

域に抑えること。 

6 第 4号イ，第 5号イ及び第 6号に規定する「全体的な変形を

弾性域に抑えること」とは，本規程第 17条 7を準用するもの

をいう。ただし，第 6号の重大事故等クラス 3機器にあって

は，完成品として一般産業品の規格及び基準へ適合している

場合（消防法に基づく技術上の規格を満たす消防車等）には，

第 6号の規定を満たすものと解釈する。 

― 

（該当設備ではない） 

七 重大事故等クラス１容器，重大事故等クラス１管，重大事故等クラス２容器及び重大事故等ク

ラス２管のうち主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は次に定めるところ

によること。ただし，重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管にあっては，次に掲げ

る性能と同等以上の性能を有する場合は，この限りでない。 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その

他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。 

ハ 適切な強度を有するものであること。

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接士であ

ることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。 

7 第 1号，第 2号，第 4号及び第 5号の規定に適合する材料及

び構造とは，本規程第 17条 11を準用するものをいう。この

場合において，第 1号及び第 4号の規定の適用に当たって「ク

ラス 2」とあるのは「重大事故等クラス 1」と，第 2号及び第

5号の規定の適用に当たって「クラス 2」とあるのは「重大事

故等クラス 2」とそれぞれ読み替えるものとし，「材料規格 

2012」の許容引張応力（S値）は，「設計・建設規格 2005（2007）」

付録材料図表の値に読み替えるものとする。（「材料規格 2012 

技術評価書」） 

8 第 7号に規定する「主要な耐圧部の溶接部」とは，本規程第

17条 16を準用するものをいう。 

9 第 7号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは，

本規程第 17条 17を準用するものをいう。 

10 第 7号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがな

く」とは，本規程第 17条 18を準用するものをいう。 

11 第 7号ロに規定する「非破壊試験」とは，本規程第 17条

19を準用するものをいう。 

12 第 7号ハに規定する「適切な強度を有する」とは，本規程

第 17条 20を準用するものをいう。 

13 第 7号の規定に適合する溶接部とは，本規程第 17条 21を

準用するものをいう。この場合において，重大事故等クラス

1容器及び重大事故等クラス 1管に係るものにあっては「ク

ラス 2」は「重大事故等クラス 1」と読み替えるものとする。

また，重大事故等クラス 2容器及び重大事故等クラス 2管に

係るものにあっては「クラス 2」は「重大事故等クラス 2」と

読み替えるものとする。 

― 

（該当設備ではない） 
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（使用中の亀裂等による破壊の防止） 

技術基準規則【第 56条】 
緊急時対策所【電源設備】 

第五十六条 使用中の重大事故等クラス１機器，重大事故等クラス１支持構造物，重大事故等クラス

２機器及び重大事故等クラス２支持構造物には，その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥

があってはならない。 

【解釈】 

1 第 56条の適用に当たっては，第 18条の解釈に準ずるものと

する。 

― 

（該当設備ではない） 

      

（耐圧試験等） 

技術基準規則【第 58条】 
緊急時対策所【電源設備】 

第五十八条 重大事故等クラス１機器，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス３機器に属す

る機器は，当該機器の使用時における圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，

著しい漏えいがないものでなければならない。ただし，他の方法により当該圧力に耐え，

かつ，圧力を加えた場合に著しい漏えいがないことを確認できる場合は，この限りでない。 

【解釈】 

1 第 58条の適用にあたっては，第 21条の解釈に準ずるものと

する。ただし，重大事故等クラス 3機器に係る耐圧試験にあ

っては，完成品として一般産業品の規格及び基準へ適合して

いる場合（消防法に基づく技術上の規格を満たす消防車等）

には，第 1項の規定を満たすものと解釈する。 

― 

（該当設備ではない） 

２ 重大事故等クラス１機器，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス３機器に属する機器

は，当該機器の使用時における圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないものでなけれ

ばならない。ただし，他の方法により当該圧力を加えた場合に著しい漏えいがないことを確認でき

る場合は，この限りでない。 

2 第 1項及び第 2項に規定する「他の方法」とは，機器の使用

時における圧力で試験を行うことが困難と認められる場合

に，評価等の方法を用いて実施する場合をいう。 

― 

（該当設備ではない） 

      

（準用） 

技術基準規則【第 78条】 
緊急時対策所【電源設備】 

第七十八条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九条から第二十三条までの規定は，

重大事故等対処施設に施設するガスタービンについて，同令第二十五条から第二十九条ま

での規定は，重大事故等対処施設に施設する内燃機関について準用する。 

【解釈】 

― ― 

（該当設備ではない） 

２ 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令第四条から第十六条まで，第十

九条から第二十八条まで及び第三十条から第三十五条までの規定は，重大事故等対処施設に施設す

る電気設備について準用する。 
― 

「Ⅵ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説

明書」の設計方針による。 
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添付資料３ 

緊急時対策所の機能に係る可搬型重大事故等対処設備の概略構成図 

№ 可搬・常設範囲 

1 
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№ 可搬・常設範囲 

2 



 

資料 No.5 

 

 

 

 

 

 

技術的能力の各手順におけるガスタービン発電機からの 

給電を期待する負荷の整理について 
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1 

1. 概要 

技術的能力の各手順におけるガスタービン発電機からの給電を期待する負荷について整

理した結果を次頁に示す。 

 

  



 

2 

 
：ガスタービン発電機の出力の決定に考慮すべき負荷のうち，有効性評価の事故シーケンス「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」では起動を想定してい

ない負荷 

：ガスタービン発電機の出力の決定に考慮しない負荷（短時間負荷） 

※１：低圧炉心スプレイポンプによる注水を想定するため，低圧原子炉代替注水ポンプの起動は想定しない 

※２：原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱を想定するため，原子炉補機代替冷却系は想定しない 

 

①増加する負荷 ②減少する負荷

1.1 － － － －

高圧原子炉代替注水系の中央制御室からの操作による発電用原

子炉の冷却
SA用115V系充電器（高圧原子炉代替注水ポンプ） － ○

代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 230V系充電器（RCIC）（原子炉隔離時冷却ポンプ） － ○

ほう酸水注入系による進展抑制（ほう酸水注入） ほう酸水注入ポンプ 42 × 〇

手動操作による減圧（逃がし安全弁） B-115V系充電器（逃がし安全弁） － ○

逃がし安全弁窒素ガス供給系による窒素ガス確保 B-115V系充電器（逃がし安全弁窒素ガス供給系弁） － ○

炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

の防止
B-115V系充電器（逃がし安全弁） － ○

低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 低圧原子炉代替注水ポンプ 243 × ※１

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却
低圧原子炉代替注水系及び残留熱除去系の弁（短時間

負荷）
－ ○

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備） 102 × ※２

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） － ○

低圧炉心スプレイポンプ 908 × 〇

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備） 102 × ※２

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） － ○

低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 低圧原子炉代替注水ポンプ 243 × ※１

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却
低圧原子炉代替注水系及び残留熱除去系の弁（短時間

負荷）
－ ○

残留熱除去ポンプ 541 ○ 〇（２台）

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） － ○

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備） 102 × ※２

残留熱代替除去ポンプ 87 × 〇

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備） 102 × ※２

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備） 102 × ※２

残留熱除去ポンプ － ○

大型送水ポンプ車による除熱 残留熱除去ポンプ － ○

格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内への

スプレイ
低圧原子炉代替注水ポンプ 243 × ※１

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へ

のスプレイ（淡水／海水）

格納容器代替スプレイ系及び残留熱除去系の弁（短時

間負荷）
－ ○

残留熱除去ポンプ － ○

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備） 102 × ※２

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） － ○

残留熱除去ポンプ － ○

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備） 102 × ※２

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） － ○

残留熱代替除去ポンプ 87 × （〇）再掲

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備） 102 × ※２

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱

窒素ガス制御系及び非常用ガス処理系及び格納容器

フィルタベント系の弁（短時間負荷）
－ ×

ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部への

注水
低圧原子炉代替注水ポンプ 243 × ※１

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部

への注水

格納容器代替スプレイ系及び残留熱除去系の弁（短時

間負荷）
－ ○

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水
ペデスタル代替注水系の弁（短時間負荷） － ×

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 ほう酸水注入ポンプ 42 × （〇）再掲

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 低圧原子炉代替注水ポンプ 243 × ※１

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水

低圧原子炉代替注水系及び残留熱除去系の弁（短時間

負荷）
－ ○

格納容器フィルタベント系の弁（短時間負荷） － ×

計装設備（第１ベントフィルタ出口水素濃度） 25 × 〇

計装設備（第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ））
－ ○

水素濃度及び酸素濃度の監視 計装設備（格納容器水素濃度，格納容器酸素濃度） － ○

静的触媒式水素処理装置による水素濃度抑制
計装設備（静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触

媒式水素処理装置出口温度）
－ ○

原子炉建物内の水素濃度監視 計装設備（原子炉建物水素濃度） － ○

燃料プールの状態監視 計装設備（燃料プール監視計器類） － ○

燃料プール冷却ポンプ － ○

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備） 102 × ※２

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） － ○

1.12 － － － －

輪谷長水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした送水 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 1 × 〇

輪谷長水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした補給

（淡水／海水）
構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 1 × （〇）再掲

輪谷長水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 1 × （〇）再掲

低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 1 × （〇）再掲

輪谷長水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の

切替え
構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 1 × （〇）再掲

輪谷長水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への切替え 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 1 × （〇）再掲

外部水源から内部水源への切替え（外部水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）から内部水源（サプレッション・

チェンバへの切替え）

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 1 × （〇）再掲

1.14 － － － －

1.15 代替電源（交流）からの給電 計装設備 － ○

中央制御室送風機 － ○

中央制御室非常用再循環送風機 － ○

ＬＥＤライト（三脚タイプ）

無線通信設備（固定型）

衛星電話設備（固定型）

－ ○

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待機室） 1 × 〇

非常用ガス処理系排風機 － ○

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 15 × 〇

1.17 モニタリング・ポストの代替交流電源からの給電 モニタリングポスト － ○

1.18 － － － －

発電所内の通信連絡

衛星電話設備（固定型）

無線通信設備（固定型）

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

－ ○

発電所外（社内外）の通信連絡
衛星電話設備（固定型）

データ伝送設備
－ ○

1079 ▲ 1082

1.2

1.3

1.4

代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復

旧

代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧

代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）の復旧

1.8

1.9

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス

及び酸素ガスの排出

1.10

1.5

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

原子炉補機代替冷却系による除熱

1.6
残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ

残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱

合計容量

1.19

長期TBにおいて低圧炉心スプレイポン

プによる注水を仮定した場合に現在の

想定から増減する負荷

技術的

能力

審査基準

対応手段 対応して起動する常設代替交流電源設備の負荷
負荷容量

(kW)

全交流動力

電源喪失

（長期TB）

時の想定負荷

1.11
燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

1.13

1.16

居住性の確保

運転員等の被ばく低減

1.7

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
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上記負荷のうち最大の容量である「低圧炉心スプレイポンプ」を全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）の負荷とすること

を以下のとおり想定する。 

①残留熱除去ポンプ（全台）が機能喪失等により使用できないことを想定し，注水機能として「低圧炉心スプレイポン

プ」，冷却機能として「残留熱代替除去ポンプ」を起動することを想定する。その場合の負荷の合計容量は 995kWとな

る。 

また，技術的能力の各手順においてガスタービン発電機からの給電を期待する負荷のうち，全交流動力電源喪失（長期

ＴＢ）で起動を想定していない負荷である「ほう酸水注入ポンプ」，「計装設備（第１ベントフィルタ出口水素濃度）」，

「構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）」，「プラントパラメータ監視装置（中央制御室待機室）」，「原子炉建

物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置」を起動することを想定した場合，その負荷の合計容量は 84kWとなる。これ

らの負荷が全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）から増加する負荷と想定され，合計容量は 995kW+84kW=1079kWとなる。 

 

②上記運用を想定した場合，全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）の負荷のうちＤ－Ｍ／Ｃ負荷である「残留熱除去ポンプ」

２台（注水機能，冷却機能）は機能喪失等により使用できない負荷と想定し，長期ＴＢの想定から減少する負荷の合計

容量は 541kW×2=1082kWとなる。 

 

以上のとおり，①で追加負荷として想定する設備の合計容量は，②で使用しないと想定される設備の合計容量よりも小

さいことから，有効性評価の事故シーケンス「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」の負荷は最大といえる。 
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1. 概要

重要安全施設（「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則（平成 25年 6月 28日原子力規制委員会規則第 5号）」第 2条第 2項第 9号に規定す

る重要安全施設をいう。以下同じ。）への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与

えるおそれのある電気盤（安全施設（重要安全施設を除く。）への電力供給に係るものに限

る。）について，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年

6月 28日原子力規制委員会規則第 6号）」（以下「技術基準規則」という。）に基づき，遮断

器の遮断時間の適切な設定及び非常用ディーゼル発電機（以下「D/G」という。）の停止によ

り，高エネルギーのアーク放電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止することができる

設計としている。 

本資料では，重要安全施設への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそ

れのある電気盤を整理し，試験体電気盤に対する電気盤設計の妥当性及び遮断時間の適切な

設定等により，高エネルギーのアーク放電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止するこ

とができることを補足説明するものである。 

1



 

2. 基本方針

重要安全施設への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある電

気盤について，アーク火災による電気盤の損壊の拡大を防止することができるよう，「高エ

ネルギーアーク損傷（HEAF）に係る電気盤の設計に関する審査ガイド（平成 29 年 7 月 19

日原規技発第 1707196 号）」（以下「審査ガイド」という。）に基づき，上流の遮断器等によ

りアーク放電を遮断することとし，アーク放電の遮断時間を適切に設定するなどの対策を行

う。 

設定した遮断時間と短絡電流等により求められるアークエネルギーが，試験により求めら

れたしきい値を超えないことを評価することにより，HEAF 対策が適切に実施されているこ

とを説明する。 
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3. 技術基準規則への適合が必要な電気盤

HEAF対策が必要な電気盤は，技術基準規則の解釈第 45条第 4項にて「重要安全施設への

電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤」と定められてい

る。 

重要安全施設は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則（平成 25年 6月 28日原子力規制委員会規則第 5号）」第 12条第 6項に記載され，

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈（平

成 25年 6月 19日原規技発第 1306193号）」第 12条第 11項において重要度分類ＭＳ－１に

分類される下記の機能を有する構築物等が対象と定義されている。 

・原子炉の緊急停止機能

・未臨界維持機能

・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能

・原子炉停止後の除熱機能

・炉心冷却機能

・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減機能

・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能

・安全上特に重要な関連機能

上記を基に，図 3-1 のフローにて HEAF 対策が必要な電気盤を整理し，その結果を表 3-1

に示す。図 3-2に電気盤系統図における HEAF 対策が必要な電気盤を示す。 

また，HEAF対策の具体的な対策内容を表 3-2に示し，その系統図を図 3-3に示す。 

図 3-1 HEAF対策が必要な電気盤フロー図 
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表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果（1/5） 

給電 

条件 

アーク放電発生箇所
アーク放電を遮断するために

開放する遮断器 電気盤 

名称 
遮断器名称 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
の
給
電
時
以
外

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
（
非
常
用
）

2C- 

M/C 

2C-M/C-2B＊1 

(2C-M/C受電遮断器) 

2A-M/C-2B＊1 

(2A-M/C受電遮断器(予備変圧器)) 

2A-M/C-4B＊1 

(2A-M/C受電遮断器(起動変圧器)) 

2A-M/C-5B＊1 

(2A-M/C受電遮断器(所内変圧器)) 

2C-M/Cに接続される遮断器＊1 

(2C-M/C-2B(2C-M/C受電遮断器)，

2C-M/C-8B(2A-D/G受電遮断器)を

除く) 

2C-M/C-2B＊1 

(2C-M/C受電遮断器) 

2D- 

M/C 

2D-M/C-2B＊1 

(2D-M/C受電遮断器) 

2B-M/C-2B＊1 

(2B-M/C受電遮断器(予備変圧器)) 

2B-M/C-3B＊1 

(2B-M/C受電遮断器(起動変圧器)) 

2B-M/C-4B＊1 

(2B-M/C受電遮断器(所内変圧器)) 

2D-M/Cに接続される遮断器＊1 

(2D-M/C-2B(2D-M/C受電遮断器)，

2D-M/C-8B(2B-D/G受電遮断器)を

除く) 

2D-M/C-2B＊1 

(2D-M/C受電遮断器) 

注記＊1：遮断器の種類は真空遮断器である。 
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表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果（2/5） 

給電 

条件 

アーク放電発生箇所
アーク放電を遮断するために

開放する遮断器 電気盤 

名称 
遮断器名称 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
の
給
電
時
以
外

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
用
） 

2HPCS- 

M/C 

2HPCS-M/C-2B＊1 

(2HPCS-M/C受電遮断器) 

2A-M/C-2B＊1 

(2A-M/C受電遮断器(予備変圧器)) 

2A-M/C-4B＊1 

(2A-M/C受電遮断器(起動変圧器)) 

2A-M/C-5B＊1 

(2A-M/C受電遮断器(所内変圧器)) 

2HPCS-M/C に接続される遮断

器＊1 

(2HPCS-M/C-2B(2HPCS-M/C 受

電遮断器)，

2HPCS-M/C-4B(2HPCS-D/G受

電遮断器)を除く) 

2HPCS-M/C-2B＊1 

(2HPCS-M/C 受電遮断器) 

注記＊1：遮断器の種類は真空遮断器である。 
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表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果（3/5） 

給電 

条件 

アーク放電発生箇所
アーク放電を遮断するために

開放する遮断器 電気盤 

名称 
遮断器名称 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
の
給
電
時
以
外

ロ
ー
ド
セ
ン
タ
（
非
常
用
）

2C- 

L/C 

2C-L/C-3B＊2 

(2C-L/C受電遮断器) 

2C-M/C-8A＊1 

(2C-動力変圧器遮断器) 

2C-L/Cに接続される遮断器＊2 

(2C-L/C-3B(2C-L/C 受電遮 断

器)を除く) 

2C-L/C-3B＊2 

(2C-L/C受電遮断器) 

2D- 

L/C 

2D-L/C-3B＊2 

(2D-L/C受電遮断器) 

2D-M/C-8A＊1 

(2D-動力変圧器遮断器) 

2D-L/Cに接続される遮断器＊2 

(2D-L/C-3B(2D-L/C 受電遮 断

器)を除く) 

2D-L/C-3B＊2 

(2D-L/C受電遮断器) 

注記＊1：遮断器の種類は真空遮断器である。 

＊2：遮断器の種類は気中遮断器である。 
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表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果（4/5） 

給電 

条件 

アーク放電発生箇所
アーク放電を遮断するために

開放する遮断器 電気盤 

名称 
遮断器名称 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
の
給
電
時
以
外

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
（
非
常
用
）

C 系- 

C/C 

2C1-R/B-C/Cに接続され

る遮断器＊3 

2C-L/C-5A＊2 

（2C1-R/B-C/C遮断器） 

2C2-R/B-C/Cに接続され

る遮断器＊3 

2C-L/C-5B＊2 

(2C2-R/B-C/C遮断器) 

2C3-R/B-C/Cに接続され

る遮断器＊3 

2C-L/C-5C＊2 

(2C3-R/B-C/C遮断器) 

2A-D/G-C/C に接続され

る遮断器＊3 

2C-L/C-10B＊2 

(2A-D/G-C/C 遮断器) 

2A-計装-C/Cに接続され

る遮断器＊3 

2C-L/C-10A＊2 

(2A-計装-C/C遮断器) 

D 系- 

C/C 

2D1-R/B-C/Cに接続され

る遮断器＊3 

2D-L/C-5A＊2 

(2D1-R/B-C/C遮断器) 

2D2-R/B-C/Cに接続され

る遮断器＊3 

2D-L/C-5B＊2 

(2D2-R/B-C/C遮断器) 

2D3-R/B-C/Cに接続され

る遮断器＊3 

2D-L/C-5C＊2 

(2D3-R/B-C/C遮断器) 

2B-D/G-C/C に接続され

る遮断器＊3 

2D-L/C-9B＊2 

(2B-D/G-C/C 遮断器) 

2B-計装-C/Cに接続され

る遮断器＊3 

2D-L/C-9A＊2 

(2B-計装-C/C遮断器) 

その他- 

C/C 

2S-R/B-C/C に接続され

る遮断器＊3 

2C-L/C-7A＊2 

(2S-R/B-C/C（常用）遮断器) 

2D-L/C-7A＊2 

(2S-R/B-C/C（非常用）遮断器) 

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ 

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
用
） 

HPCS系- 

C/C 

2HPCS-C/Cに接続される

遮断器＊3 

2HPCS-M/C-3A＊1 

(2HPCS-動力変圧器遮断器) 

注記＊1：遮断器の種類は真空遮断器である。 

＊2：遮断器の種類は気中遮断器である。 

＊3：遮断器の種類は配線用遮断器である。 
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表 3-2 HEAF対策が必要な電気盤の抽出結果（5/5） 

給電 

条件 

アーク放電発生箇所
アーク放電を遮断するために

開放する遮断器 電気盤 

名称 
遮断器名称 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
の
給
電
時

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置
（
非
常
用
）

2C- 

M/C 

2C-M/C-8B＊1 

(2A-D/G受電遮断器) ― ＊2 

2C-M/Cに接続される遮断器＊1 

(2C-M/C-8B(2A-D/G 受電遮断

器)を除く) 

2C-M/C-8B＊1 

(2A-D/G 受電遮断器) 

2D- 

M/C 

2D-M/C-8B＊1 

(2B-D/G受電遮断器) ― ＊2 

2D-M/Cに接続される遮断器＊1 

(2D-M/C-8B(2B-D/G 受電遮断

器)を除く) 

2D-M/C-8B＊1 

(2B-D/G 受電遮断器) 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
用
） 

2HPCS- 

M/C 

2HPCS-M/C-4B＊1 

(2HPCS-D/G受電遮断器) 
― ＊2 

2HPCS-M/C に接続される遮断

器＊1 

(2HPCS-M/C-4B(2HPCS-D/G 受

電遮断器)を除く) 

2HPCS-M/C-4B＊1 

(2HPCS-D/G 受電遮断器) 

注記＊1：遮断器の種類は真空遮断器である。 

＊2：メタルクラッド開閉装置におけるアーク放電を遮断するため，非常用ディーゼル

発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を停止する。 
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B
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B
2
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器
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受
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凡
例 M
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メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置

L
/C
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ー
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セ
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タ

C
/C

  
：
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ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

D
/G

 ：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

「×
」は
ア
ー
ク
放
電
箇
所
を
示
し
，
塗
り
つ
ぶ
し
た
遮
断
器
は
，
同
色
の
ア
ー
ク
放
電
箇
所
へ
流
れ
込
む

短
絡
電
流
を
遮
断
す
る
た
め
に
開
放
す
る
遮
断
器

6
.9

k
V

2
H

P
C
S
-M

/C
6
.9

k
V

2
C
-M

/C
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0
V

2
H

P
C
S
-C
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6
0
V

2
C
-L
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4
6
0
V

C
/C

(C
系

)

6
.9

k
V

2
D

-M
/C

4
6
0
V

2
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-L
/C

4
6
0
V

C
/C

(D
系

)

2
A
-非

常
用
ﾃﾞ
ｨｰ
ｾﾞ
ﾙ

発
電
機

2
B
-非

常
用
ﾃﾞ
ｨｰ
ｾﾞ
ﾙ

発
電
機

【
例

：
図
の
読
み
方
】


2
D

-M
/C
母
線
の
遮
断
器
④
で

H
E
A
F
が

発
生
（
故
障
に
よ
り
開
放
不
可
と
な
る
場
合

を
想
定
，
以
下
も
同
様
。
）
し
た
場
合
，
起

動
変
圧
器
か
ら
受
電
時
は
上
流
の
遮
断
器

①
に
よ
り
，
所
内
変
圧
器
か
ら
受
電
時
は
上

流
の
遮
断
器
②
に
よ
り
，
予
備
変
圧
器
か
ら

受
電
時
は
上
流
の
遮
断
器
③
に
よ
り
短
絡

電
流
を
遮
断
す
る
。


2
D

-M
/C
母
線
の
遮
断
器
⑤
又
は
⑥
で

H
E
A
F
が
発
生
し
た
場
合
，
上
流
の
遮
断
器

④
に
よ
り
短
絡
電
流
を
遮
断
す
る
。


2
D

-L
/C
母
線
の
遮
断
器
⑦
で

H
E
A
F
が
発

生
し
た
場
合
，
上
流
の
遮
断
器
⑤
に
よ
り
短

絡
電
流
を
遮
断
す
る
。


2
D

-L
/C
母
線
の
遮
断
器
⑧
又
は
⑨
で

H
E
A
F
が
発
生
し
た
場
合
，
上
流
の
遮
断
器

⑦
に
よ
り
短
絡
電
流
を
遮
断
す
る
。


D
系

C
/C
母
線
の
遮
断
器
⑩
で

H
E
A
F
が
発

生
し
た
場
合
，
上
流
の
遮
断
器
⑧
に
よ
り
短

絡
電
流
を
遮
断
す
る
。

④

*
1

*
3

2
号
起
動
変
圧
器

*
1
  
2
C

-M
/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

*
2
  
2
D

-M
/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

*
3
  
2
H

P
C

S
-M

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

*
4
  
2
C

-L
/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

*
5
  
2
D

-L
/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

*
6
  
2
C

1
-R

/B
-C

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
C

2
-R

/B
-C

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
C

3
-R

/B
-C

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
A

-D
/G

-C
/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
A

-計
装

-C
/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
S
-R

/B
-C

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

*
7
  
2
D

1
-R

/B
-C

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
D

2
-R

/B
-C

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
D

3
-R

/B
-C

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
B

-D
/G

-C
/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
B

-計
装

-C
/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
S
-R

/B
-C

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

*
8
  
2
H

P
C

S
-C

/C
に
接
続
さ
れ
る
遮
断
器

2
A
-M

/C
-5

B
2
A
-M

/C
-2

B

2
D

-M
/C

-2
B

2
B
-M

/C
-4

B
2
B
-M

/C
-2

B

①
③

②

2
H

P
C
S
-

M
/C

-3
A

2
H

P
C
S
-

M
/C

-4
B

2
D

-M
/C

-8
B

*
4

*
5

2
C
-M

/C
-8

A

2
H

P
C
S
-ﾃ
ﾞｨ
ｰｾ
ﾞﾙ

発
電
機

動
力

変
圧
器

2
D

-M
/C
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A

⑤
⑥*
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⑦ ⑧
⑨

2
D

-L
/C

-3
B

C
/C

受
電

*
6

*
7 ⑩

動
力

変
圧
器

*
8

2
C
-L

/C
-3

B

〔
H

E
A
F
対
策
が
必
要
な
遮
断
器
の
台
数
〕

・
A
系
，

C
系

M
/C
：

5
台
，

L
/C
：

7
台

・
B
系
，

D
系

M
/C
：

5
台
，

L
/C
：

7
台

・
H

P
C
S
系

M
/C
：

2
台
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2
D

-M
/C
母
線
の
遮
断
器
①
又
は
②
で

H
E
A
F
が
発
生
（
故
障
に
よ
り
開
放
不
可
と

な
る
場
合
を
想
定
，
以
下
も
同
様
。
）
し
た

場
合
，
上
流
の
遮
断
器
③
に
よ
り
短
絡
電

流
を
遮
断
す
る
。
（

D
/G
側
の
過
電
流
継

電
器

(5
1
)動

作
に
よ
り
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
④
も
停
止
）


2
D

-M
/C
母
線
の
遮
断
器
③
で

H
E
A
F
が

発
生
し
た
場
合
，
上
流
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
④
を
停
止
さ
せ
る
こ
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に
よ
り
短
絡

電
流
を
遮
断
す
る
。


2
D
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/C
母
線
の
遮
断
器
⑤
で

H
E
A
F
が
発

生
し
た
場
合
，
上
流
の
遮
断
器
①
に
よ
り
短

絡
電
流
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遮
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す
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。


2
D
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母
線
の
遮
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器
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又
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⑦
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し
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流
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遮
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⑤
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。
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れ
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台
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台
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台
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台
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台
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台
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台
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4. アーク放電を発生させる試験

メタルクラッド開閉装置，ロードセンタ及びコントロールセンタ（以下それぞれ「M/C」，

「L/C」，「C/C」という。また，メタルクラッド開閉装置のうち非常用ディーゼル発電機又は

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「D/G」という。）に接続される電気盤について

は「M/C(D/G)」という。）において，アーク放電が発生した際にアーク火災が発生するアー

クエネルギーのしきい値を求めることを目的とし，アーク放電を発生させる試験（以下

「HEAF試験」という。）を実施した。 

M/C と M/C(D/G)のそれぞれの短絡電流領域によるアーク火災のアークエネルギーのしき

い値を求めるため，M/Cの HEAF試験では，アーク放電が発生した直後の高電流・短時間電

流領域の短絡電流のアーク火災を確認し，M/C(D/G)の HEAF試験では，アーク放電が発生し

た際の低電流・長時間電流領域の短絡電流によるアーク火災を確認した。 

4.1 電気盤の選定 

（審査ガイド抜粋【2.1 電気盤の選定】） 

 実用発電用原子炉施設内の電気は、原子炉運転中においては主発電機からの電力の一

部が変圧器によって降圧された後、高圧電源盤及び低圧電源盤を介してモータ等に供給

されている。HEAF 試験に用いられる電気盤は、実際に所内で使用されているものと同等

の高圧電源盤及び低圧電源盤が選定されていることを確認する。 

アーク火災は，添付資料 1に示すメカニズムにより発生することから，アーク火災発

生の有無は，①非密閉性の程度，②高温ガスの滞留場所，③可燃物及び④アークエネル

ギーによるものと考えられる。試験に用いられる電気盤については，これら４つのパラ

メータを踏まえて，実際に所内で使用されているもの（以下「実機」という。）と同等の

高圧電気盤及び低圧電気盤を選定した（表 4-1-1参照）。 

なお，M/C(D/G)試験と M/C(D/G)以外の試験（以下「M/C試験」という。）で用いられる

電気盤は，ＪＥＭ－１４２５及びＪＥＣ－２３００に基づき製造された同等の高圧電気

盤である。 
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表 4-1-1 試験で用いた電気盤及び実機の電気盤のスペック一覧表（1/4） 

種類 電気盤 
試験で用いた電気盤及び実機の 

電気盤のスペック 
電気盤の概況 

M/C 試験体

① 

遮断方式 VCB（真空遮断器） 

系統 定格電圧：7.2kV 

定格周波数：50Hz 

定格短絡時間電流：

40kA/2秒 

概略寸法 高さ 2.7m（含上部ダク

ト 0.4m）×幅 1.0m×

奥行き 2.6m 

試験体

② 

遮断方式 VCB（真空遮断器） 

系統 定格電圧：7.2kV 

定格周波数：50Hz 

定格短絡時間電流：

63kA/2秒 

概略寸法 高さ 2.6m（含上部ダク

ト 0.3m）×幅 1.0m×

奥行き 2.5m 

実機 

(参考) 

遮断方式 VCB（真空遮断器） 

系統 定格電圧：7.2kV 

定格周波数：60Hz 

定格短絡時間電流：

63kA/2秒 

概略寸法 高さ 2.6m（含上部ダク

ト 0.3m）×幅 1.0m×

奥行き 2.7m 
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表 4-1-1 試験で用いた電気盤及び実機の電気盤のスペック一覧表（2/4） 

種類 電気盤 
試験で用いた電気盤及び実機の 

電気盤のスペック 
電気盤の概況 

L/C 試験体

③ 

遮断方式 ACB（気中遮断器） 

系統 定格電圧：AC480V 

定格周波数：50Hz 

定格短絡時間電流：50kA/1秒 

概略寸法 高さ 2.6m（含上部ダクト 0.3m）

×幅 0.65m×奥行き 1.8m 

試験体

④ 

遮断方式 ACB（気中遮断器） 

系統 定格電圧：AC480V 

定格周波数：50Hz 

定格短絡時間電流：50kA/0.5秒 

概略寸法 【受電盤】高さ 2.3m×幅 0.8m

×奥行き 2.0m 

【フィーダ盤】高さ 2.3m×幅

0.6m×奥行き 2.0m 

試験体

⑤ 

遮断方式 ACB（気中遮断器） 

系統 定格電圧：AC420V 

定格周波数：50Hz 

定格短絡時間電流：40kA/1秒 

概略寸法 【受電盤】高さ 2.3m×幅 0.8m

×奥行き 2.2m 

【フィーダ盤】高さ 2.3m×幅

0.7m×奥行き 2.2m 

実機 

(参考) 

遮断方式 ACB（気中遮断器） 

系統 定格電圧：AC460V 

定格周波数：60Hz 

定格短絡時間電流：50kA/1秒 

概略寸法 高さ 2.5m×幅 0.8m×奥行き

2.1m 
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表 4-1-1 試験で用いた電気盤及び実機の電気盤のスペック一覧表（3/4） 

種類 電気盤 
試験で用いた電気盤及び実機の 

電気盤のスペック 
電気盤の概況 

C/C 試験体

⑥ 

遮断方式 MCCB（配線用遮断器） 

系統 定格使用電圧：AC460V 

定格周波数：50Hz 

定格遮断電流：50kA 

概略寸法 高さ 2.3m×幅 0.6m×奥行き

0.6m 

実機 

(参考) 
遮断方式 MCCB（配線用遮断器） 

系統 定格使用電圧：AC460V 

定格周波数：60Hz 

定格遮断電流：15kA,50kA 

概略寸法 高さ 2.5m×幅 0.6m×奥行き

0.7m 
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表 4-1-1 試験で用いた電気盤及び実機の電気盤のスペック一覧表（4/4） 

種類 電気盤 
試験で用いた電気盤及び実機の 

電気盤のスペック 
電気盤の概況 

M/C 

(D/G) 

試験体 

⑦ 

遮断方式 VCB（真空遮断器） 

系統 定格電圧：6.9kV 

定格周波数：50Hz 

定格短絡時間電流：40kA/1秒 

概略寸法 高さ 2.3m×幅 1.0m×奥行き

2.5m（天井に換気口あり） 

実機 

(参考) 

遮断方式 VCB（真空遮断器） 

系統 定格電圧：7.2kV 

定格周波数：60Hz 

定格短時間電流：63kA/2秒 

概略寸法 高さ 2.6m（含上部ダクト

0.3m）×幅 1.0m×奥行き 2.7m 
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4.1.1 同等性に影響を与えるおそれのあるパラメータについて 

①非密閉性の程度，②高温ガスの滞留場所，③可燃物及び④アークエネルギーの

４つのパラメータについて，電気盤選定の同等性に影響を与えるおそれのあるパラ

メータを整理すると以下のとおりである。よって，②高温ガスの滞留場所及び③可

燃物に対する電気盤選定の同等性について検証する。 

なお，同等性の検証にあたっては，「5.3 アーク火災が発生しないアークエネル

ギーのしきい値に係る評価」にて設定したしきい値以上のアークエネルギーで，ア

ーク火災が発生しなかった試験体（M/C：試験体②，L/C：試験体⑤，C/C：試験体⑥，

M/C(D/G)：試験体⑦）を代表として比較・評価を行う。 

表 4-1-2 同等性に影響を与えるおそれのあるパラメータの整理 

主要パラメータ 影響の有無 電気盤選定の同等性に関する考察 

①非密閉性の

程度
無 

HEAF試験の結果や，添付資料 1のとおり，電気盤は密

閉構造ではなく開口部を有する構造であり，電気盤の開

口部や盤内仕切板の変形により高温ガスは電気盤外に抜

けることから，電気盤選定の同等性に影響を与えるおそ

れはない。 

また，M/C(D/G)試験に用いる電気盤は，M/C試験で用い

た電気盤と同等の構造であることから密閉構造ではなく

開口部を有する。したがって，M/C(D/G)試験と M/C試験

では，ピーク圧力に違いはあるものの同様の波形形状を

示しており開口部から高温ガスが電気盤外に抜けてい

る。このことより M/C試験と同様であり電気盤選定の同

等性に影響を与えるおそれはない。 

なお，試験結果を比較するとピーク圧力に差がみられ

ることについては，M/C(D/G)試験の方が電流値の試験条

件が小さくアークパワーに差があるためである。

詳細は，添付資料 1参照。 

・M/C(D/G)試験：ピーク圧力 2.98kPa

・M/C試験  ：ピーク圧力 62.5kPa

さらに，規格類（ＪＥＭ－１４２５等）に基づき，遮

断器，母線，ケーブルをそれぞれ区分したコンパートメ

ントに収納する構造となっている。また，ＪＥＭ－１４

２５には換気に対する規定もありコンパートメント構造

というものの開口部があってもいいとされていることか

ら，換気のための開口や隙間は存在するため，電気盤選

定の同等性に影響を与えるおそれはない。 
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②高温ガスの

滞留場所
有 

HEAF試験時は審査ガイド 2.5章に沿って，遮断器の受

電側及び配電側で銅線をワイヤリングすることによって

アーク放電を発生させるため，発生した高温ガスは遮断

器付近に滞留し易くなる。 

HEAF試験の結果や，添付資料 1のとおり，高温ガスの

滞留場所の可燃物が主要な燃焼物となっていることか

ら，盤の構造等の差異により電気盤選定の同等性に影響

を与えるおそれがある。なお，M/C(D/G)試験に用いた電

気盤は，M/C 試験で用いた電気盤と同様の構造である。 

③可燃物 有 

HEAF 試験の結果や，添付資料 1 のとおり，高温ガスの

滞留場所の可燃物が主要な燃焼物となっていることか

ら，可燃物の種類の差異により電気盤選定の同等性に影

響を与えるおそれがある。 

なお，M/C(D/G)試験に用いた電気盤は，M/C試験で用いた

電気盤と同様の構造である。 

④アークエネル

ギー
無 

アークエネルギーについては，審査ガイド 2.6 章に沿

って，アーク放電の継続時間を段階的に変化させて HEAF

試験を実施しているものである。このパラメータは，同

等性を有する電気盤に対する試験条件であることから，

電気盤選定の同等性に影響を与えるおそれはない。 
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②高温ガスの滞留場所に対する同等性

高温ガスの滞留場所は，電気盤の構造及び盤サイズに左右される。盤サイズ

については，定格電圧が決まれば，概略の盤サイズが決定されることを踏まえ，

実機と同等の盤構造及び定格電圧の電気盤を試験体として選定した。 

a． M/C 

  実機の盤については，ＪＥＭ－１４２５（日本電機工業会規格 金属閉鎖

形スイッチギヤ及びコントロールギヤ）に基づき製造されており，盤構造は

「分類」のうちメタルクラッド形スイッチギヤ（遮断器，母線及びケーブル

をそれぞれ区分したコンパートメントに収納する構造）を採用している。ま

た，定格電圧は，「定格」のうち 7.2kVを採用している。さらに，「設計及び

構造」の要求事項を満足するような構造となるように設計している。（表

4-1-3参照）

また，実機の遮断器については，ＪＥＣ－２３００（電気学会 電気規格調

査会標準規格 交流遮断器）に基づき製造されており，定格電圧は「定格」の

うち 7.2kVを採用し，「一般構造」の要求事項を満足する設計としている。（表

4-1-4参照）

このため，試験体についても，ＪＥＭ－１４２５及びＪＥＣ－２３００に

基づき製造され，盤構造がメタルクラッド形スイッチギヤとなっており，定

格電圧が 7.2kVの電気盤を採用した。 

  表 4-1-12に示すとおり，実機及び試験体の盤構造は，遮断器，母線及びケ

ーブルをそれぞれ区分したコンパートメントに収納する構造となっており，

盤サイズも同等となっている。 

なお，M/C(D/G)試験の試験体についても前述と同様にＪＥＭ－１４２５及

びＪＥＣ－２３００に基づき製造されたものであることから同等である。 

また，コンパートメントに収納する構造であることから，隣接した盤から

のアーク放電の影響を受けにくい構造となっている。 

表 4-1-3 ＪＥＭ－１４２５における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

ＪＥＭ－１４２５の主要な項目 比較・評価 

4.分類 ・メタルクラッド形スイッチギヤ

・コンパートメント形スイッチギヤ

・キュービクル形スイッチギヤ

実機及び試験体の電気盤とも

に，メタルクラッド形スイッチ

ギヤを使用している。 

6.定格 定格電圧 

3.6kV,7.2kV,12kV,17.5kV,24kV,36kV 

実機及び試験体の電気盤とも

に，7.2kVの定格電圧である。 

7.設計及び

構造

スイッチギヤは，通常運転，保守点検

作業及び主回路の無電圧確認が安全

にできるように設計しなければなら

ない。（以下略）

実機及び試験体の電気盤とも

に，本要求に基づき設計されて

いる。 
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表 4-1-4 ＪＥＣ－２３００における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

ＪＥＣ－２３００の主要な項目 比較・評価 

4.定格 4.2 定格電圧 

3.6kV，7.2kV，12kV，24kV，36kV，72kV，

84kV，120kV・・・・ 

実機及び試験体の電気盤

ともに，7.2kVの定格電圧

である。 

5.動作責務

と構造

5.5 一般構造 5.5.1 遮断器の構造は

電気的および機械的に十分な耐久性を有

し，操作は円滑確実で衝撃が少なく，保守

点検は，安全かつ容易にできるよう，製作

されなければならない。（以下略） 

実機及び試験体の電気盤

ともに，本要求に基づき設

計された構造となってい

る。 

b. L/C

実機の盤については，ＪＥＭ－１２６５（日本電機工業会規格 低圧金属

閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ）に基づき製造されており，盤構

造は，「低圧スイッチギヤの形」のうち，接地された金属閉鎖箱内に装置が一

括して収納された構造（以下「金属閉鎖形構造」という。）を採用している。

また，定格絶縁電圧は，「定格」のうち 600Vを採用している。さらに，「閉鎖

箱」の要求事項を満足するような構造となるように設計している。（表 4-1-5

参照） 

また，実機の遮断器については，ＪＥＣ－１６０（電気学会 電気規格調査

会標準規格 気中しゃ断器）に基づき製造されており，定格絶縁電圧は「定格」

のうち 600Vを採用し，「構造及び性能」の要求事項を満足する設計としてい

る。（表 4-1-6参照） 

このため，試験体についても，ＪＥＭ－１２６５及びＪＥＣ－１６０に基

づき製造され，盤構造が金属閉鎖形構造となっており，定格絶縁電圧が 600V

の電気盤を採用した。 

表 4-1-12に示すとおり，実機及び試験体の盤構造は，金属閉鎖形構造とな

っており，盤サイズも同等となっている。 

表 4-1-5 ＪＥＭ－１２６５における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

ＪＥＭ－１２６５の主要な項目 比較・評価 

5.定格 定格絶縁電圧  

250V，500V，600V 

実機及び試験体の電気盤とも

に，600Vの定格絶縁電圧であ

る。 

6.9低圧スイッチ

ギヤの形 

接地された金属閉鎖箱内に装置

が一括して収納されていなけれ

ばならない。 

実機及び試験体の電気盤とも

に，接地された金属閉鎖箱内に

装置が一括して収納されてい

る。 

6.5閉鎖箱 閉鎖箱は，金属製とする。（略）

低圧スイッチギヤは，通常の使用

状態で起こり得る機械的，電気的

及び熱的応力に耐え，同時に温度

変化にも耐え得る材料だけで構

成しなければならない。（以下略） 

実機及び試験体の電気盤とも

に，本要求に基づき設計された

構造となっている。 

21



 

表 4-1-6 ＪＥＣ－１６０における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

ＪＥＣ－１６０の主要な項目 比較・評価 

4.定格 定格絶縁電圧 

600V 

実機及び試験体の

電気盤ともに，600V

の定格絶縁電圧で

ある。 

6.構造及び性能 6.1 構造 6.1.1 構造一般 

遮断器は，良質の材料を用いて丈夫に作ら

れ，操作は安全・円滑・確実で，保守点検

は安全・容易にでき，取替えを必要とする

部品は互換性を有し，できるだけ簡単に取

替えられなければならない。（以下略） 

実機，試験体の電気

盤ともに，本要求に

基づき設計されて

いる。 

c. C/C

実機については，ＪＥＭ－１１９５（日本電機工業会規格 コントロールセ

ンタ）に基づき製造されており，C/Cとは，「主回路開閉器・保護装置及び監視・

制御器具などを単位回路ごとにまとめた単位装置を，閉鎖した外箱に集合的に

組み込んだ装置」と定義されていることから，盤構造は，ＪＥＭ－１１９５に

基づき製造された C/Cであれば同様である。また，定格絶縁電圧は，「定格」の

うち 600Vを採用している。さらに，「構造」の要求事項を満足するような構造

となるように設計している。（表 4-1-7参照） 

 このため，試験体についても，ＪＥＭ－１１９５に基づき製造された C/Cで

あり，定格絶縁電圧が 600Vの電気盤を採用した。 

 表 4-1-12に示すとおり，実機及び試験体の盤構造及び盤サイズは，同等とな

っている。 

表 4-1-7 ＪＥＭ－１１９５における実機及び試験体の電気盤との比較・評価 

ＪＥＭ－１１９５の主要な項目 比較・評価 

5.定格 定格絶縁電圧 

250V，600V 

実機及び試験体の電気盤と

もに，600V の定格絶縁電圧

である。 

8.構造 8.1 構造一般 

a） 外箱は堅ろうな金属製とし，収納機

器の重量，動作による衝撃などに十分耐

える構造でなければならない。（以下略） 

実機及び試験体の電気盤と

もに，本要求に基づき設計さ

れている。 

以上のとおり，選定した試験体の高温ガスの滞留場所については，実機に対

して同等性を有している。 

③可燃物に対する同等性

高温ガスの滞留場所にある可燃物は，主に通電部まわりの絶縁物である。当

該箇所に使用される絶縁物の材料の耐熱温度が，実機と同等の電気盤を試験体
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として選定した。（表 4-1-8～表 4-1-11参照） 

具体的には，M/C及び M/C(D/G)については，実機と同じ絶縁物の材料を使用

している電気盤を採用し， L/C及び C/Cについては，実機と同じ絶縁物の材料

及び，保守的に，実機より耐熱温度の低い絶縁物の材料を使用している電気盤

を試験体として採用した。 

このため，選定した試験体の可燃物は，実機に対して同等性を有している。 

表 4-1-8 M/Cにおける実機及び試験体の絶縁物の材料の比較・評価 

M/Cの絶縁物の材料 比較・評価 

試験体 エポキシ樹脂（耐熱温度：150～200℃）

・ブッシング

実機及び試験体ともに，絶縁物

は，エポキシ樹脂が使用されて

いる。 実機 エポキシ樹脂（耐熱温度：150～200℃）

・モールドフレーム（実機①）

・ブッシング（実機①）

・支持サポート（実機①）

表 4-1-9  L/Cにおける実機及び試験体の絶縁物の材料の比較・評価 

L/C の絶縁物の材料 比較・評価 

試験体 フェノール樹脂（耐熱温度：150℃）

・支持サポート

試験体の絶縁物は，耐熱温度

150℃の材料であり，実機の絶

縁物は，試験体と同等以上の

耐熱温度 150℃及び 150～

200℃の材料が使用されてい

る。 

実機 エポキシ樹脂（耐熱温度：150～200℃）

・支持サポート（実機①）

フェノール樹脂（耐熱温度：150℃）

・支持サポート（実機②，③）

表 4-1-10  C/Cにおける実機及び試験体の絶縁物の材料の比較・評価 

C/C の絶縁物の材料 比較・評価 

試験体 変性ポリフェニレンエーテル（耐熱温度：

90～105℃） 

・母線絶縁カバー

試験体の絶縁物は，耐熱温度

90～105℃の材料であり，実機

の絶縁物は，試験体と同等以

上の耐熱温度120～130℃の材

料が使用されている。 

実機 ポリカーボネイト（耐熱温度：120～130℃） 

・母線絶縁カバー（実機①）

表 4-1-11 M/C(D/G)における実機及び試験体の絶縁物の材料の比較・評価 

M/C(D/G)の絶縁物の材料 比較・評価 

試験体 不飽和ポリエステル樹脂（耐熱温度：130

～150℃） 

・モールドフレーム

試験体の絶縁物は，耐熱温度

130～150℃の材料であり，実

機の絶縁物は，試験体と同等

以上の耐熱温度150～200℃の

材料が使用されている。 

実機 エポキシ樹脂（耐熱温度：150～200℃）

・モールドフレーム（実機①）

・ブッシング（実機①）

・支持サポート（実機①）
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4.1.2 まとめ 

アーク火災発生の有無は，①非密閉性の程度，②高温ガスの滞留場所，③可燃物

及び④アークエネルギーによるが，試験に用いられる電気盤については，これら４

つのパラメータの内，②及び③が実際に所内で使用されているものとの同等性に影

響を与えるおそれがあることから，②及び③の観点で実機と同等の電気盤を試験体

として選定した。 

このため，試験に用いられる電気盤と実際に所内で使用されているものとは同等

性がある。 
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電気盤構造を分類した結果について，以下の表に示す。 

表 4-1-12 HEAF試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（1/5） 

種類 電気盤 盤構造＊ 

M/C 試験体

② 

実機① 

＊盤を側面から見た図  
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表 4-1-12 HEAF試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（2/5） 

種類 電気盤 盤構造＊ 

L/C 試験体

⑤ 

＊盤を側面から見た図 
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表 4-1-12 HEAF試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（3/5） 

種類 電気盤 盤構造＊ 

L/C 実機① 

実機② 

＊盤を側面から見た図 
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表 4-1-12 HEAF試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（4/5） 

種類 電気盤 盤構造＊ 

C/C 試験体

⑥ 

実機① 

＊盤を側面から見た図 
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表 4-1-12 HEAF試験に使用した電気盤及び実機で使用している電気盤構造の分類（5/5） 

種類 電気盤 盤構造＊ 

M/C 

(D/G) 

試験体

⑦ 

実機① 

＊盤を側面から見た図 
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表 4-1-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（1/5） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

M/C 試験体

② 

エポキシ樹脂

（耐熱温度：150～200℃） 

・ブッシング

実機① エポキシ樹脂

（耐熱温度：150～200℃） 

・モールドフレーム

・ブッシング

・支持サポート
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表 4-1-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（2/5） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

L/C 試験体

⑤ 

フェノール樹脂

（耐熱温度：150℃）

・支持サポート
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表 4-1-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（3/5） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

L/C 実機① エポキシ樹脂

（耐熱温度：150～200℃） 

・支持サポート

実機② フェノール樹脂

（耐熱温度：150℃）

・支持サポート

実機③ フェノール樹脂

（耐熱温度：150℃）

・支持サポート
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表 4-1-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（4/5） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

C/C 試験体

⑥ 

変性ポリフェニレンエー

テル

（耐熱温度：90～105℃）

・母線絶縁カバー

実機① ポリカーボネイト 

（耐熱温度：120～130℃） 

・母線絶縁カバー
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表 4-1-13 実機及び試験体の可燃物に対する同等性（5/5） 

種類 遮断器 
遮断器に使用されている 

主な絶縁物 
外形図 

M/C 

(D/G) 

試験体 

⑦ 

不飽和ポリエステル樹脂 

（耐熱温度：130～150℃） 

・モールドフレーム

実機① エポキシ樹脂（耐熱温

度：150～200℃）

・モールドフレーム

・ブッシング

・支持サポート
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4.2 短絡電流の目標値 

（審査ガイド抜粋【2.2 短絡電流の目標値】） 

 HEAF試験において電気盤にアーク放電を発生させる電流の目標値として、短絡電流値

を設定する必要がある。各電気盤の短絡電流値は、電気系統の設計時に設定されている

値を踏まえて、設定されていることを確認する。（解説-2） 

 なお、HEAF試験に用いる電気盤の受電側に印加する電圧については、電気盤の実使用

条件である定格電圧値を踏まえて、初期の印加電圧を設定していることを確認する。 

（解説-2）一般的な電気盤における短絡電流値の算出方法について 

 短絡電流値は、評価対象とする電気盤の受電側に接続している変圧器の二次側定格電

流と当該変圧器の短絡インピーダンスによって算出される。 

 まず、変圧器二次側の定格電流Ｉ０は、三相短絡容量Ｗ及び定格電圧Ｖ０から次のよう

に求められる。 

   Ｉ０ ＝ Ｗ /（√3 × Ｖ０）                                        式(1) 

Ｉ０：変圧器二次側の定格電流[A]、Ｗ：三相短絡容量[VA]、Ｖ０：定格電圧[V] 

 また、計算上最大の三相の短絡電流Ｉｂは、短絡インピーダンスＺ及び定格電流Ｉ０か

ら次のように求められる。 

Ｉｂ ＝Ｉ０ × 100 / Ｚ                                             式(2) 

Ｉｂ：三相の短絡電流[A]、Ｉ０：定格電流[A]、Ｚ：短絡インピーダンス[%] 

ここで、短絡インピーダンスとは、変圧器の二次側を短絡させた状態で一次側に電圧

を印加し、二次側の電流が定格電流になった時の一次側の電圧と二次側の定格電圧との

比を百分率で表したもので、短絡電流の計算に使用されるものである。 

HEAF試験における短絡電流値の目標値は，実機プラントにて使用している電気盤の

三相短絡電流値を踏まえて，表 4-2-1のとおり設定している。 

なお，各電気盤の短絡電流を求めるための三相短絡容量及び短絡インピーダンスにつ

いては，表 6-3に示す。 

D/G給電時の短絡電流については，6.(1).cに示す算出式より算出した。 

表 4-2-1 HEAF試験時における短絡電流値の目標値 

電気盤 短絡電流目標値 
【参考】島根原子力発電所第２号機の HEAF

対策対象の電気盤の短絡電流値 

M/C 18.9kA 又は 40.0kA*1 32.2kA,38.6kA,41.3kA＊2 

L/C 45.0kA 35.2kA＊3 

C/C 45.0kA 12.6kA又は 15.0kA＊4 

M/C(D/G) 5kA＊5 
2.89kA(A及び B-D/G) 

4.82kA(HPCS-D/G) 

注記 ＊1 ：短絡電流の違いによる傾向を確認するため 2パターン設定して試験を実施した。 

＊2 ：C,D及び HPCS-M/Cで発生する短絡電流値を記載 
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（予備変圧器からの給電時：32.2kA，所内変圧器からの給電時：38.6kA，起動変

圧器からの給電時：41.3kA） 

＊3 ：C及び D-L/Cで発生する短絡電流値を記載 

＊4 ：C系,D系及び HPCS-C/Cで発生する短絡電流値を記載 

（C系及び D系-C/Cへの給電時：15.0kA，HPCS-C/Cへの給電時：12.6kA） 

 ＊5 ：「第 3 回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会(2018 年 10 月 15 日)」

での試験条件設定の考え方詳細(補 6)に示すとおり，M/C(D/G)試験については，

低電流が長時間流れる領域である初期ピーク後の低電流・長時間電流領域を短

絡電流とする（図 4-2-1参照）。 

図 4-2-1 M/C(D/G)の短絡電流特性イメージ図 

また，HEAF試験における初期の印加電圧は，島根原子力発電所第２号機において使用

している電気盤の定格使用電圧値を踏まえて表 4-2-2のとおり設定している。 

表 4-2-2 HEAF試験時における試験初期の印加電圧 

電気盤 試験初期の印加電圧 

【参考】島根原子力発電所第２号機

の HEAF対策対象の電気盤

の定格使用電圧 

M/C 6.9kV又は 8.0kV*1 6.9kV*2 

L/C 504V 460V*3 

C/C 504V 460V*4 

M/C(D/G) 6.9kV 6.9kV*5 

注記*1：試験設備の都合により，短絡電流目標値 18.9kA に対しては 6.9kV で実施し， 

40kAに対しては 8.0kVで実施した。 

*2：C,D及び HPCS-M/C の定格使用電圧を記載

*3：C 及び D-L/Cの定格使用電圧を記載

*4：C 系,D系及び HPCS-C/C の定格使用電圧を記載

*5：M/C(D/G)の定格使用電圧を記載

なお，アーク火災発生の有無は，電流及び電圧の積をアーク放電の継続時間で積分し

て算出するアークエネルギーに依存しており（「5. アーク火災発生の評価」参照），短絡

電流値及び印加電圧の違いは，試験結果に影響を及ぼすものではない。 

このことから，実機プラント相当の短絡電流値及び定格使用電圧を用いて，アーク放

電の継続時間を変えることで，火災が発生するアークエネルギーのしきい値を求める試

験を実施した。 

短絡初期に高い電流が
短時間に発生し流れる領域

低電流が長時間流れる領域

M/C(D/G)試験電流： 5.0kA

時間

電
流
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4.3 HEAF試験に用いる電気回路 

（審査ガイド抜粋【2.3 HEAF試験に用いる電気回路】） 

HEAF試験に用いる電気回路は、付録Aに示す電気回路又は同等の電気回路を用いているこ

とを確認する。 

付録A HEAF試験に用いる電気回路の一例 

HEAF試験に用いる電気回路は，短絡発電機，主遮断器，投入器，限流リアクトル，計

器用変圧器及び変流器等で構成されており，審査ガイドに示されているものと同等であ

る。M/C，L/C，C/C及び M/C(D/G)それぞれについて電気回路を以下に示す。 

図 4-3-1 M/C試験回路 

図 4-3-2 L/C試験回路 

GEN
Rn
MB
MS
L
Cg

短絡発電機
中性点抵抗
主遮断器
投入器
限流リアクトル
サージ吸収用コンデンサ

Tr
VT1
VT2
CT
F

変圧器（15kV / 12kV）
計器用変圧器（15kV / 100V）
計器用変圧器（33kV / 110V）
変流器（4kA / 1A, max 63kA）
直径0.5mmの銅線

GEN
Rn
MB
MS
L
Cg

短絡発電機
中性点抵抗
主遮断器
投入器
限流リアクトル
サージ吸収用コンデンサ

Tr
VT1
VT2
Sh
F

変圧器（12kV / 0.6kV）
計器用変圧器（15kV / 100V）
計器用変圧器（2.2kV / 110V）
変流器（170kA, 20μΩ, 同軸形）
直径0.5mmの銅線（8本撚り）
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図 4-3-3  C/C試験回路 

図 4-3-4 M/C(D/G)試験回路 

GEN
Rn
MB
MS
L
Cg

短絡発電機
中性点抵抗
主遮断器
投入器
限流リアクトル
サージ吸収用コンデンサ

Tr
VT1
VT2
Sh
F

変圧器（12kV / 0.6kV）
計器用変圧器（15kV / 100V）
計器用変圧器（2.2kV / 110V）
変流器（170kA, 20μΩ, 同軸形）
直径0.5mmの銅線（8本撚り）

GEN
Rn
MB
MS
L
Cg

短絡発電機
中性点抵抗
主遮断器
投入器
限流リアクトル
サージ吸収用コンデンサ

Tr
VT1
VT2
CT
F

変圧器（15kV / 24kV）
計器用変圧器（15kV / 100V）
計器用変圧器（33kV / 110V）
変流器（4kA / 1A, max 63kA）
直径0.5mmの銅線
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 4.4 測定項目 

（審査ガイド抜粋【2.4 測定項目】） 

 HEAF試験において電圧電流波形が測定されていることを確認する。具体的な測定項目、

測定目的及び測定方法を表 1に示す。（参考-1） 

表１ HEAF試験の測定項目等 

測定項目 測定目的 測定方法 

電圧電流波形 
アークパワー及びアークエ

ネルギーを計算する。

電圧及び電流の波形を記録す

る。 

（参考-1）その他の測定項目 

 本ガイドの適用範囲である、遮断器の遮断時間の設計に用いるものではないが、HEAF

試験において、火災の影響と同時に爆発の影響も評価する場合には、表１の測定項目の

ほか、HEAFを詳細に把握するため、電気盤周囲の熱流束（ＮＵＲＥＧ/ＣＲ－６８５０に

規定されるZOI（電気盤の上部では1.5m、前面及び側面では0.9m 離れた位置（付録B参照））

の境界線上を含む複数箇所に熱流束計を設置して測定する。）、電気盤内圧力、電極の

損耗量（例えば、電極の重量減）、衝撃波（例えば、電気盤内の圧力及び電気盤外の音

圧）、電磁力、電気盤内温度、赤外線カメラや高速度カメラによる動画等のデータも同

時に取得していることが望ましい。 

HEAF試験においては，「4.3 HEAF試験に用いる電気回路」に示す変流器（CT）又は分

流器（Sh）により電流波形を測定し、計器用変圧器（VT2）により電圧波形を測定してい

る。 

アークエネルギーのしきい値の評価に使用した試験について表 4-4-1にまとめ，測定

した電流及び電圧波形を図 4-4-1～図 4-4-4 に示す。電流波形については，アーク放電

の発生直後，設定位相による直流成分が加わる（図 4-4-1～図 4-4-4 ①参照）が，時間

経過とともに短絡電流目標値に近い値となっている（図 4-4-1～図 4-4-4 ②参照）。電圧

波形については，アーク放電による短絡状態であり，三相合計値＊で M/C：約 1.3kV，L/C：

約 0.5kV，C/C：約 0.7kV，M/C(D/G)：約 1.3kV程度で推移している（図 4-4-1～図 4-4-4 

③参照）。これら電圧と電流の積（アークパワー）をアーク放電の継続時間で積分し，ア

ークエネルギーを算出している（「4.8 アークエネルギー計算」参照）。 

また，審査ガイドの「（参考-1）その他の測定項目」に記載されている電気盤周囲の熱

流束及び電気盤内圧力の測定ならびに高速度カメラによる動画撮影等を実施している。 

HEAF試験時の測定項目について，表 4-4-2に示す。 

注記＊：アークエネルギーの算出は三相合計値を用いることから，三相合計値を説明。 
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表 4-4-1 しきい値に係る HEAF試験一覧表 

種類 

試験条件 試験結果 【参考】 

電中研 

試験番号 
試験初期の 

印加電圧 

短絡電流 

目標値 

アーク

エネルギー
測定波形 

M/C 8.0kV 40.0kA 25.3MJ 図 4-4-1 5-3＊

L/C 504V 45.0kA 18.9MJ 図 4-4-2 7-5＊

C/C 504V 45.0kA 4.49MJ 図 4-4-3 10-3＊

M/C(D/G) 6.9kV 5.0kA 16.6MJ 図 4-4-4 9-2＊

注記＊：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF試験 

  表 4-4-2 HEAF試験時の測定項目 

電気盤 測定項目 

M/C 電圧波形，電流波形，電気盤内圧力，高速度カメラによる動画撮影 

L/C 
電圧波形，電流波形，電気盤内圧力，電気盤周囲の熱流束， 

高速度カメラによる動画撮影 

C/C 
電圧波形，電流波形，電気盤内圧力，電気盤周囲の熱流束， 

高速度カメラによる動画撮影 

M/C 

(D/G) 

電圧波形，電流波形，電気盤内圧力，電気盤周囲の熱流束， 

高速度カメラによる動画撮影 
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①：アーク放電の発生直後，設定位相による直流成分が加わる。

②：時間経過とともに短絡電流目標値に近い値となっている。

③：アーク放電による短絡状態であり，三相合計値で約 1.3kV程度で推移している。

図 4-4-1 HEAF試験時の電圧・電流波形（M/C） 

①

②

③

アーク消弧点

t1=630ms
700ms

短
絡
電
流

ア
ー
ク
電
圧

直流成分により上方向へシフト

GEN
Rn
MB
MS
L
Cg

短絡発電機
中性点抵抗
主遮断器
投入器
限流リアクトル
サージ吸収用コンデンサ

Tr
VT1
VT2
CT
F

変圧器（15kV / 12kV）
計器用変圧器（15kV / 100V）
計器用変圧器（33kV / 110V）
変流器（4kA / 1A, max 63kA）
直径0.5mmの銅線

試験初期の印加電圧(8.0kV)を測定

短絡電流の電流波形を測定

アーク電圧の電圧波形を測定
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①：アーク放電の発生直後，設定位相による直流成分が加わる。

②：時間経過とともに短絡電流目標値に近い値となっている。

③：アーク放電による短絡状態であり，三相合計値で約 0.5kV程度で推移している。

図 4-4-2 HEAF試験時の電圧・電流波形（L/C） 

①

②

③

アーク消弧点
t1=1430ms
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直流成分により上方向へシフト
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短絡発電機
中性点抵抗
主遮断器
投入器
限流リアクトル
サージ吸収用コンデンサ

Tr
VT1
VT2
Sh
F

変圧器（12kV / 0.6kV）
計器用変圧器（15kV / 100V）
計器用変圧器（2.2kV / 110V）
変流器（170kA, 20μΩ, 同軸形）
直径0.5mmの銅線（8本撚り）

試験初期の印加電圧(504V)を測定 アーク電圧の電圧波形を測定

短絡電流の電流波形を測定
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①：アーク放電の発生直後，設定位相による直流成分が加わる。

②：時間経過とともに短絡電流目標値に近い値となっている。

③：アーク放電による短絡状態であり，三相合計値で約 0.7kV程度で推移している。

図 4-4-3 HEAF試験時の電圧・電流波形（C/C） 
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②

③
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中性点抵抗
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投入器
限流リアクトル
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F

変圧器（12kV / 0.6kV）
計器用変圧器（15kV / 100V）
計器用変圧器（2.2kV / 110V）
変流器（170kA, 20μΩ, 同軸形）
直径0.5mmの銅線（8本撚り）

試験初期の印加電圧(504V)を測定 アーク電圧の電圧波形を測定

短絡電流の電流波形を測定
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①：アーク放電の発生直後，設定位相による直流成分が加わる。

②：時間経過とともに短絡電流目標値に近い値となっている。

③：アーク放電による短絡状態であり，三相合計値で約 1.3kV程度で推移している。

図 4-4-4 HEAF試験時の電圧・電流波形（M/C(D/G)） 
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変圧器（15kV / 24kV）
計器用変圧器（15kV / 100V）
計器用変圧器（33kV / 110V）
変流器（4kA / 1A, max 63kA）
直径0.5mmの銅線

試験初期の印加電圧(6.9kV)を測定 アーク電圧の電圧波形を測定

短絡電流の電流波形を測定
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4.5 アーク放電の発生方法 

（審査ガイド抜粋【2.5 アーク放電の発生方法】） 

アーク放電を発生させる試験が、電気盤の遮断器の受電側及び配電側で実施されてい

ることを確認する。アーク放電は、ＩＥＥＥ Ｃ３７.２０.７－２００７等に基づき、母

線に導電性針金をワイヤリングした後、2.2から 2.4の試験条件で大電流を流し三相短絡

させて発生させていることを確認する。 

参考 ： ＩＥＥＥ Ｃ３７.２０.７－２００７の該当箇所抜粋 

5.3 Arc initiation 

For equipment defined by IEEE Std C37.20.1-2002: The arc shall be initiated by 

means wire 2.6 mm in diameter or 10 AWG. 

For equipment defined by IEEE Std C37.20.2-1999 and IEEE Std C37.20.3-2001: The 

arc shall be initiated by means of a metal wire 0.5 mm in diameter or 24 AWG. 

IEEE C37.20.1-2002（Low-voltage switchgear AC254V～635V）で定義されている装置

に関して，アークは直径 2.6mmまたは 10AWGの金属線によって発弧されなければならな

い。 

IEEE C37.20.2-1999（metal-clad switchgear AC5kV～35kV)で定義されている装置に

関して，アークは直径 0.5mm 又は 24AWG の金属線によって発弧されなければならない。 

電気盤の遮断器の受電側及び配電側でアーク放電を発生させて試験を実施している。

（図 4-5-1～図 4-5-4参照）なお，C/Cについては，遮断器の配電側でアーク放電を発生

させた場合，当該遮断器によって，0.1秒以下で遮断され，審査ガイドに基づき適切に HEAF

対策ができているものと判断されることから，配電側でアーク放電を発生させての試験は

実施していない。 

図 4-5-1 遮断器の短絡箇所（M/C試験時） 

遮断器の配電側短絡の例遮断器の受電側短絡の例

45



 

図 4-5-2 遮断器の短絡箇所（L/C試験時） 

図 4-5-3 遮断器の短絡箇所（C/C試験時） 

図 4-5-4 遮断器の短絡箇所（M/C(D/G)試験時） 

L/C遮断器（全景）
遮断器の受電側短絡の例

遮断器の配電側短絡の例

遮断器の受電側短絡の例

遮断器の配電側短絡の例
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ワイヤリングは，直径 0.5mmの銅線（M/C 及び M/C(D/G)：1本撚り，L/C及び C/C：

8 本撚り）を張り，試験電流を通電することで溶断発弧させた。銅線の選定は以下の

規格を参考に決定した。 

・M/C及び M/C(D/G)・・・ＪＥＭ－１４２５（２０１１），

ＩＥＣ６２２７１－２００（２０１１） 

・L/C及び C/C・・・・・ ＩＥＣ/ＴＲ６１６４１（２００８）

図 4-5-5 発弧線の設置状況（遮断器 2次側端子） 

・ＪＥＭ－１４２５（２０１１）の該当箇所抜粋

 アークは，直径約 0.5mmの金属線によって相間（相分割導体の場合は，一相と接地

との間）で点弧することが望ましい。 

・ＩＥＣ６２２７１－２００（２０１１）の該当箇所抜粋

 The arc shall be initiated between all the phases under test by means of a metal 

wire of about 0.5mm in diameter… 

 （アークは，直径約 0.5mmの金属線によって試験対象となる全ての相間で点弧する

ものとする。） 

・ＩＥＣ/ＴＲ６１６４１（２００８）の該当箇所抜粋

 The arc is initiated between the phases without connection to earth by means 

of a bare copper ignition wire connecting the adjacent conductors across the 

shortest distance, and connected to three phases. 

（裸銅線によって隣接導体を最短距離で接続することにより，接地されていない相

間にアークを点弧させる。） 
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 With regard to the test current, the sizes of the copper ignition wire given 

in Table1 should be used. 

（試験電流に関しては，表 1に示される銅線のサイズを使用すべき。） 

Table1 - Sizes of the cooper ignition wire 

without current limiting protection device 

Test current (rms value) 

kA 

Wire size 

mm2 

≦25 0.75 

>25 ≦40 1.0 

>40 1.5 

（＊L/Cの試験電流は 45kAなので，銅線の太さは 1.5mm2となる。直径 0.5mm

の銅線を使用した場合，1.5mm2を確保するために 8本撚りとしている。 

  （0.5×0.5×π÷4×8本＝1.57mm2）） 
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4.6 アーク放電の継続時間 

（審査ガイド抜粋【2.6 アーク放電の継続時間】） 

アーク放電の継続時間を設定する際には、所内で実際に使用している継電器の設定時間

を踏まえ、目標とするアークエネルギーの値が得られるよう、設定されていることを確認

する。また、HEAF試験により得られた電圧電流波形から、アーク放電の継続時間を求めて

いることを確認する。 

アーク放電の継続時間については，島根原子力発電所第２号機で使用している保護継

電器の対策後の設定値を踏まえたアークエネルギーの最大値（目標とするアークエネル

ギー）以上のアークエネルギーが得られるよう，段階的にアーク放電の継続時間を設定

している。（表 4-6-1参照） 

また，HEAF試験で得られた電圧電流波形から，三相短絡が継続している間をアーク放

電の継続時間（t1）として求めている。（図 4-4-1～図 4-4-4参照） 
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表 4-6-1 HEAF試験条件及び試験結果（1/2） 

種類 電気盤 

試験初

期の印

加電圧 

試験初

期の印

加電流 

アーク放電の

継続時間（sec） アークエ

ネルギー

（MJ）

アーク

火災有

無 

目標とするアー

クエネルギー

（島根原子力発

電所第２号機の

最大値）（MJ）＊

【参考】 

電中研 

試験番号 設定値 実測値 

M/C 試験体

① 

6.9kV 18.9kA 0.1 0.103 3.09 無 24 1-1

0.3 0.302 8.17 無 1-2

0.5 0.527 12.9 無 2-1

0.5 0.526 10.4 無 2-2

1.0 1.23 24.7 無 3-1

1.0 1.23 20.3 無 3-2

1.0 1.23 27.6 有 3-3

2.0 2.18 41.8 有 3-4

2.0 2.39 44.6 有 4-1

1.0 1.23 17.7 無 4-2

試験体

② 

8.0kV 40.0kA 0.2 0.22 12.8 無 5-1

0.2 0.21 8.68 無 5-2

0.6 0.63 25.3 無 5-3

L/C 試験体

③ 

504V 45kA 0.2 0.20 2.49 無 11 6-1

0.5 0.51 6.34 無 6-2

1.5 1.53 19.8 有 6-3

1.0 0.18 2.91 無 6-4

試験体

④ 

1.3 0.43 5.76 無 7-1

1.3 0.06 0.88 無 7-2

1.3 0.02 0.34 無 7-3

1.3 1.32 18.5 無 7-4

1.4 1.43 18.9 無 7-5

試験体

⑤ 

1.3 1.32 17.4 無 8-1

1.3 1.32 17.3 無 8-2

1.4 1.44 18.7 無 8-3

C/C 試験体

⑥ 

504V 45kA 0.1 0.06 0.9 無 4.1 10-1

0.5 0.52 7.56 有 10-2

0.3 0.32 4.49 無 10-3

0.21 0.07 1.02 無 11-1

0.28 0.15 2.24 無 11-2

0.28 0.05 0.80 無 11-3

0.28 0.28 3.94 無 11-4

＊：表 6-3の誤差を考慮した場合における最大のアークエネルギー値を記載 

:火災が発生した最小のアークエネルギー ：火災が発生しない最大のアークエネルギー 
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表 4-6-1 HEAF試験条件及び試験結果（2/2） 

種類 電気盤 

試験初

期の印

加電圧 

試験初

期の印

加電流 

アーク放電の

継続時間（sec） アークエ

ネルギー

（MJ）

アーク

火災

有無

目標とするアー

クエネルギー（島

根原子力発電所

第２号機の最大

値）（MJ）＊

【参考】 

電中研 

試験番号 設定値 実測値 

M/C 

(D/G) 

試験体

⑦ 

6.9kV 5kA 
2.65 2.69 14.7 無 

15.4 

（A及び B-D/G） 

15.3 

（HPCS-D/G） 

9-1

3.00 3.05 16.6 無 9-2

6.10 6.27 32.3 有 9-3

＊：表 6-3の誤差を考慮した場合における最大のアークエネルギー値を記載 

:火災が発生した最小のアークエネルギー ：火災が発生しない最大のアークエネルギー 
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4.7 HEAF試験の実施 

（審査ガイド抜粋【2.7 HEAF試験の実施】） 

 HEAF 試験は 2.1 で選定した電気盤を用いて実施されていることを確認する。初期の電

圧及び電流値として 2.2 で設定した値が用いられていることを確認する。また、HEAF 試

験時の電圧及び電流値は電気盤よりも受電側で測定されていることを確認する。さらに、

アーク放電の継続時間を変化させ、アーク火災が発生する場合としない場合の、それぞれ

のアーク放電の継続時間が得られていることを確認する。 

HEAF試験は，「4.1 電気盤の選定」にて選定した電気盤を用いて実施した。 

HEAF 試験の初期の電圧及び電流値として「4.2 短絡電流の目標値」にて設定した値を

用いて，以下のとおり試験を実施した。 

表 4-7-1 電力中央研究所 HEAF 試験結果（M/Cの一例） 

：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF試験 
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表 4-7-2 電力中央研究所 HEAF 試験結果（L/Cの一例） 

表 4-7-3 電力中央研究所 HEAF 試験結果（C/Cの一例） 

：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF試験 

：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF試験 
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 表 4-7-4 電力中央研究所 HEAF 試験結果（M/C(D/G)の一例） 

また，図 4-4-1～図 4-4-4 に示すとおり，HEAF 試験時の電圧及び電流値は，電気盤よ

りも受電側の電圧計（図中の VT2）及び電流計（図中の CT又は Sh）で測定している。 

さらに，表 4-6-1 に示すとおり，M/C，L/C，C/C 及び M/C(D/G)のぞれぞれに対して，

アーク火災が発生する場合としない場合の，それぞれのアーク放電の継続時間が得られて

いる。 

：火災が発生しない最大のアークエネルギーが得られた HEAF試験 
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4.8 アークエネルギーの計算 

（審査ガイド抜粋【2.8 アークエネルギーの計算】） 

 HEAF試験におけるアークエネルギー（J）は、アークパワー（W）をアーク放電の継続時

間（s）で積分した値としていることを確認する。 

HEAF試験におけるアークエネルギーは，アークパワーをアーク放電の継続時間で積分

した値としており，以下の式にて算出している。 

Ｅ０ ＝ ∫
t0

0
Ｗ０ dt 

Ｅ０：三相のアークエネルギー Ｗ０：アークパワー ｔ０：アーク放電の継続時間 

しきい値の決定に係る HEAF試験のアークパワー，アークエネルギーの算出結果（M/C，

L/C，C/C及び M/C(D/G)）を表 4-7-1～表 4-7-4に示す。 

アークエネルギーの算出過程について，M/Cを例に以下に示す。

図 4-8-1に M/Cの HEAF試験の電圧・電流波形とアークパワー，アークエネルギーの波

形を示しており，アークパワーは電圧・電流波形の積により算出している。 

さらに，アークパワーをアーク放電の継続時間で積分し，アークエネルギーを算出し

ている。M/CのアークエネルギーＥ１の算出式は以下のとおりである。 

Ｅ１ ＝ ∫
t1

0
Ｗ１ dt ＝ ∫

t1

0
(Ｖ１・Ｉ１) dt ＝ 25.3 [MJ] 

Ｗ１：アークパワー 

Ｉ１：アーク電流 

Ｖ１：アーク電圧 

ｔ１：アーク放電の継続時間(630ms) 

図 4-8-1 M/Cのアークエネルギー算定例 
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5. アーク火災発生の評価

 5.1 アーク火災発生の評価の概要 

電気盤においてアーク火災が発生する場合には，アーク放電発生の数十秒から数分後

に目視によりアーク火災発生状況を確認できる。また，電気盤周囲の熱流束を測定する

ことによってもアーク火災の発生を確認できる。 

アーク火災発生の有無とアークエネルギーの関係を評価することにより，アーク火災

が発生する場合の電気盤固有のアークエネルギーのしきい値を求めることができる。 

 5.2 評価に用いる必要なデータ 

（審査ガイド抜粋【3.2 評価に用いる必要なデータ】） 

アーク火災評価には、アークエネルギー［J］及びア－ク放電の継続時間［s］を用い

る。なお、これらのデータについては、信頼性のある試験（事業者自らが直接行った試

験に限らない。）に基づくものであることを確認すること。（解説-1） 

HEAF試験は，電力中央研究所に委託して実施しており，試験を実施した大電力試験所

は，ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５（ＪＩＳ Ｑ １７０２５）（校正機関および試験所能力に

関する一般要求事項）に適合する試験所として，公益財団法人 日本適合性認定協会か

ら「試験所認定」を取得していることから，評価に用いたデータは，信頼性のある試験

に基づくものである。 

【参考】電力中央研究所ホームページより抜粋 

(https://criepi.denken.or.jp/jp/hptl/quality.html） 
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 5.3 アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係る評価 

（審査ガイド抜粋【3.3 アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係る評

価】） 

 電気盤においてアーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値（以下単に「し

きい値」という。（解説-3）を求める際には、アーク火災発生の有無とその時のアークエ

ネルギーとの関係を評価する。しきい値が、HEAF 試験においてアーク火災が発生しなか

った場合の最大のアークエネルギー値となっていること及びアーク火災が発生した全て

のアークエネルギー値を下回っていることを確認する。ただし、HEAF 試験の結果、火災

の発生に至らないと判断された場合は、しきい値の算定は不要である。（解説-4） 

（解説-3）しきい値 

アーク火災が発生する場合の電気盤固有の真のしきい値（実際に火災が発生するしき

い値）は、アーク火災が発生した時の値と発生しなかった時の値の間に存在する。（付録

D参照） 

付録 D アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係る評価の例 

（解説-4）火災の発生に至らないと判断された場合について 

 HEAF 試験の結果、アーク火災の発生に至らない場合がある（例えば、小型の電気盤な

どにおいて内部の構成部品が吹き飛び、通電できなくなることでアークエネルギーが比

較的小さい値になる等）。このような場合には、しきい値が存在しないことから、その算

定は不要とする。 

HEAF試験により，M/C，L/C，C/C及び M/C(D/G)の電気盤において，それぞれ図 5-3-1

～図 5-3-4に示す試験結果が得られ，しきい値の設定については，測定誤差を考慮した

上で，有効数字 2 桁となるよう端数を切り捨てて，各電気盤のしきい値（M/C:25MJ，

L/C:18MJ，C/C:4.4MJ 及び M/C(D/G)：16MJ）を決定した。（表 5-3-1参照） 

また，しきい値が，HEAF試験においてアーク火災が発生しなかった場合の最大のアー

クエネルギー値より保守的な値となっていること（表 5-3-1②及び③参照）及びアーク

火災が発生した全てのアークエネルギー値を下回っていること（表 5-3-1①及び③参照）

を確認した（HEAF 試験によって得られた全てのアークエネルギー及び火災の発生有無に

ついては，表 4-6-1参照）。 

なお，アーク火災発生の判定については，以下の方法により実施した。 

 アーク放電後，電気盤の盤外に対する炎の有無を目視により確認
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 盤外に炎が見られない時は

(1) 盤の扉を開けて内部を目視にて直接確認

⇒M/C，L/C耐震盤

(2) 電気盤の発熱速度（HRR）の測定により，発熱速度の継続的な上昇の有無を

確認

⇒(1)以外 

図 5-3-1 M/C試験結果 

図 5-3-2 L/C試験結果 

図 5-3-3  C/C試験結果 

25.3MJ：アーク火災無（目視）
・・・表5-3-1②

25MJ：しきい値
・・・表5-3-1③

27.6MJ：アーク火災有（目視）
・・・表5-3-1①
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図 5-3-4 M/C(D/G)試験結果 

表 5-3-1 測定誤差を考慮したしきい値の設定 

①アーク火

災が発生し

た最小のア

ークエネル

ギー（MJ）

②アーク火災が

発生しなかった 

最大のアーク 

エネルギー

（MJ）

測定誤差 

（%） 

測定誤差を

含む②の値 

（MJ） 

③しきい値

（MJ）

M/C＊1 27.6 25.3 0.8 25.09 25 

L/C＊2 19.8 18.9 0.6 18.78 18 

C/C＊3 7.56 4.49 0.6 4.46 4.4 

M/C(D/G) ＊4 32.3 16.6 0.8 16.46 16 

注記＊1 ：①，②及び③の図示については図 5-3-1参照 

＊2 ：①，②及び③の図示については図 5-3-2参照 

＊3 ：①，②及び③の図示については図 5-3-3参照 

＊4 ：①，②及び③の図示については図 5-3-4参照 

≪しきい値設定の例示（M/C）≫ 

・しきい値【表 5-3-1③】が，HEAF試験においてアーク火災が発生しなかった場合の最

大のアークエネルギー値【表 5-3-1②】より保守的な値となっている。

25.3MJ×(1-0.008)＝25.09MJ≒25MJ 

25MJ【表 5-3-1③】＜25.3MJ【表 5-3-1②】 

・しきい値【表 5-3-1③】が，アーク火災が発生した全てのアークエネルギー値（最小

値は【表 5-3-1①】）を下回っている。

25MJ【表 5-3-1③】＜27.6MJ【表 5-3-1①】 

16.6MJ：アーク火災無
・・・表5-3-1②

32.3MJ：アーク火災有・・・表5-3-1①

16MJ：しきい値・・・表5-3-1③
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・・・表5-3-1①

ア
ー
ク
エ
ネ
ル
ギ
ー
（M

J）

50

40

30

20

10

0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

時間（s）

59



 

5.4 しきい値に係る解析による評価 

（審査ガイド抜粋【3.4 しきい値に係る解析による評価】） 

 しきい値については、HEAF試験の結果に基づく解析によって評価してもよい。その際に

は、電気盤内の空間容積や密閉性、定格電圧や短絡電流値の大小等を考慮した条件設定が

行われていることを確認する。（解説-5） 

（解説-5）空間容積や密閉性の考慮の必要性 

 過去に原子力規制庁が実施した HEAF試験において、電気盤内の空間容積や密閉性によっ

て、アーク火災の発生に必要なアークエネルギーが大きく異なることが示された。これよ

り、アーク火災の発生に必要なアークエネルギーは、電気盤内の空間容積の大小や密閉性

の高低と関係するといえる。（付録 E参照） 

付録 E 原子力規制庁の HEAF試験結果の一例 

しきい値については，解析による評価は用いず，HEAF試験の結果により評価し決定した。 

なお，解説-5「空間容積や密閉性の考慮の必要性」については，M/C，L/C 及び C/C のそれ

ぞれにおいて電気盤内の空間容積や密閉性の差があることから，それぞれ HEAF試験を実施し，

その結果より評価し，アークエネルギーのしきい値を決定した。 

また，M/C(D/G)試験についても，「4.1 電気盤の選定」の記載のとおり，電気盤内の空間容

積や密閉性において，M/C(D/G)試験と M/C試験で明確な差はなく，アークメカニズムも同様

であることから，M/C試験と同様に解析による評価は用いず，HEAF試験の結果により評価し，

アークエネルギーのしきい値を決定した。
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6. HEAFに係る対策の判断基準

（審査ガイド抜粋【4. HEAFに係る対策の判断基準】） 

 実用発電用原子炉施設の保安電源設備のうち、重要安全施設への電力供給に係る電気盤

及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤（例えば、2.5m以内にあるもの（解説

-6））の遮断器の遮断時間が、3.3又は 3.4において評価したしきい値に対応するアーク放

電の継続時間と比べ、小さい値となっていることを確認する。 

ただし、短絡等が起きたとしても非常に短時間（例えば、0.1 秒以下）で電気盤への電

力供給を止めることができる場合（例えば、受電側に短絡継電器が設置されている等）や、

火災の発生に至らないと判断された場合は、適切に遮断されていると判断してもよい。（解

説-4） 

また、その際に、当該電気盤内の遮断器だけでなく、当該電気盤の受電側の遮断器につ

いても、同様にその他必要な対策（参考-2）を含め、確認する。 

（解説-6）電気盤に影響を与えるおそれのある範囲について 

 米国においては、火災防護の要求として、ケーブル処理室でのケーブルトレイの水平距

離を 0.9m 以上離すとしている。また、平成 23 年の東北地方太平洋沖地震の際に女川原子

力発電所において発生したアーク火災において、水平距離 2.5mより離れた電気盤には HEAF

の影響が及んでいなかったことを踏まえ、影響を与えるおそれのある範囲の目安として、

2.5m以内にあるものとした。ただし、実験等によりアーク火災の影響範囲が特定できる場

合は、その結果を考慮する必要がある。 

（解説-4）火災の発生に至らないと判断された場合について 

 HEAF試験の結果、アーク火災の発生に至らない場合がある（例えば、小型の電気盤など

において内部の構成部品が吹き飛び、通電できなくなることでアークエネルギーが比較的

小さい値になる等）。この様な場合には、しきい値が存在しないことから、その算定は不要

とする。 

（参考-2）火災感知設備及び消火設備 

火災防護審査基準は、 

・火災感知設備について、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される

火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。

・消火設備について、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、

断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を

及ぼさないように設置すること

を求めている。火災感知設備及び消火設備については、HEAF が発生した場合を配慮して

配置されていることを確認する必要がある。 
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(1) アーク放電の遮断時間の設定

実用発電用原子炉施設の保安電源設備のうち，重要安全施設への電力供給に係る電気

盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある電気盤に発生するアークエネルギーが，

「5.3 アーク火災が発生しないアークエネルギーのしきい値に係る評価」にて評価した

アークエネルギーのしきい値以下となるよう，アーク放電の遮断時間を設定する（図

6-1（1/2）参照）。

電気盤に発生するアークエネルギーは，電気盤に発生する三相短絡電流及び HEAF試

験の結果から得られたアーク電圧の積により算出したアークパワーをアーク放電の遮

断時間で積分した値としており，以下の式にて算出した。 

Ｅ３φ ＝ Ｖａｒｃ ×Ｉａｒｃ ×ｔａｒｃ

＝ 0.9 ×Ｖａｒｃ ×Ｉｒｍｓ ×ｔａｒｃ 

Ｅ３φ  ：三相のアークエネルギー 

Ｖａｒｃ ：HEAF試験の結果から得られたアーク電圧 

Ｉａｒｃ ：三相短絡電流の平均値 

Ｉｒｍｓ ：三相短絡電流の実効値 

ｔａｒｃ ：アーク発生時のアーク放電の遮断時間 

図 6-1 アーク放電の遮断時間イメージ図（1/2） 

図 6-1 アーク放電の遮断時間イメージ図（2/2） 

変更前 変更後

遮断時間をしきい値
未満に短縮

現状の遮断時間では
しきい値を超える

遮断時間の短縮検討

事故電流に対する遮断器の
遮断時間特性曲線

事故電流に対する遮断器の
遮断時間特性曲線

しきい値
しきい値

事故電流
事故電流

電流（kA） 電流（kA）

時
間
（

s）

時
間
（

s）

アークエネルギーのしきい値

保護継電器及びタイマーの動作時間誤差を
含むアークエネルギー

設計値

保護継電器の動作時間等の
積み上げ

0s

保護継電器，タイマー等の
動作時間誤差
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a. HEAF試験の結果から得られたアーク電圧について

アークエネルギーの算出時に使用するアーク電圧は，HEAF 試験の結果から表 6-3

に示すアーク電圧を用いた。 

b. 各電気盤に発生する三相短絡電流について

アークエネルギーの算出時に使用する三相短絡電流は，実機で発生する三相短絡電

流値に近い値を算出するため，電源から短絡箇所までの電路インピーダンス％Ｚ（発

電機，変圧器含む）を用いて，以下の式にて算出した。なお，%Ｚには保守性を考慮

し，ケーブルは含まない。 

短絡電流(A) =
基準容量(VA)

√3 × 基準電圧(V)
×

100

%Ｚ

c. アーク放電の遮断時間について

アークエネルギーの算出時に使用するアーク放電の遮断時間は，保護継電器及び補

助リレーの動作時間ならびに遮断器の開極時間等を積み上げた値を設定し，さらに保

護継電器等の誤差を考慮したアーク放電遮断時間までに発生するアークエネルギー

がアークエネルギーのしきい値以下となるよう設計している。（図 6-1（2/2）参照） 

なお，設計および工事計画認可申請書に記載しているアーク放電の遮断時間につ

いては，表 6-3 に示すとおり誤差を考慮しないアーク放電の遮断時間を記載している。 

 また，M/C(D/G)については，D/Gから非常用母線へ給電中に D/G 受電遮断器で HEAF

が発生した場合，D/G受電遮断器と D/Gの間にアーク放電を遮断するための遮断器が

ないことから，HEAF 発生時には D/G の保護継電器により D/G の発電を停止し，D/G

からの給電が停止するまでの期間に発生するアークエネルギーがアークエネルギー

のしきい値以下となるよう設計している（図 6-2参照）。 

図 6-2 D/G受電遮断器で HEAFが発生した場合のイメージ図 

所内電源又は外部電源より

Ｍ／Ｃ

D/G

Ｍ

51

ONのまま

87

OFF

短絡電流

保護リレー動作するが
D/G受電遮断器開放に失敗

保護リレー動作により
D/G機関停止

D/G受電遮断器で
HEAF発生

【凡例】
49：過負荷継電器
50：過電流（瞬時）継電器
51：過電流（限時）継電器
87：比率差動継電器

49,50,51
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D/G の短絡電流（発電機停止による電流減衰過程含む）は，文献[1]に基づく一般

的な以下の①及びメーカ知見に基づく以下の②の算出式を用いて計算した。ただし，

過渡段階以降の同期インピーダンスにより算出される短絡電流（以下「持続短絡電流」

という。）を求める際の励磁特性に関する係数については，実際の D/Gに則したメー

カ知見による係数を採用している。

この式に用いた定数は表 6-1に，計算結果を表 6-3(5/5)，図 6-7に示す。

①の算出式は，界磁開閉器（消磁コンタクタと同じ機能を持つ機器であり，界磁

開閉器を投入することにより界磁回路が短絡され，発電機の励磁が停止する。）が投

入されるより前の短絡電流の計算式であり，界磁開閉器（消磁コンタクタ）投入によ

り消磁された後は，②の式のとおり短絡回路の時定数によって電流が減衰する。 

①消磁前（持続短絡電流がある場合）の三相突発短絡電流

Irms1 = √Iac1
    2 + Idc1

    2

Iac1 = Id + (Id
′ − Id)e

−
t

Td
′

+ (Id
′′ − Id

′ )e
−

t

Td
′′
 

Idc1 = −√2I" cos α × e
−

t
Tdc 

②消磁後（持続短絡電流がない場合）の三相突発短絡電流

Irms2 = √Iac2
    2 + Idc2

    2

Iac2 = (Id + (Id
′ − Id)e

−
t

Td
′

+ (Id
′′ − Id

′ )e
−

t

Td
′′

)e
−

T41

Td
′

Idc2 = (−√2I" cos α × e
−

t
Tdc) e

−
T41

Td
′

Ｔ４１は界磁開閉器（消磁コンタクタ）投入後の減衰時間 

[1]参考文献：新田目 倖造『電力系統技術計算の応用』（1981），P.84～P.88

表 6-1 短絡電流算出式定数一覧 

記号 定数 

Ｉｒｍｓ 短絡電流の実効値 

Ｉａｃ 短絡電流の交流分の実効値 

Ｉｄｃ 短絡電流の直流分 

Ｉｄ 短絡電流持続電流 

Ｉｄ′ 短絡電流交流分の過渡電流 

Ｉｄ″ 短絡電流交流分の初期過渡電流 

Ｔｄ′ 短絡電流の過渡時定数 

Ｔｄ″ 短絡電流の初期過渡時定数 

Ｔｄｃ 短絡電流直流分の時定数 

α 短絡瞬時の電圧の位相角 
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アーク放電の遮断時間に含まれる誤差の考え方を図 6-3 に，考慮した誤差につい

て表 6-2に示す。 

図 6-3 アーク放電の遮断時間に含まれる誤差の考え方（1/2） 

（遮断器開放によるアーク放電遮断時） 

図 6-3 アーク放電の遮断時間に含まれる誤差の考え方（2/2） 

（D/G停止によるアーク放電遮断時） 

アーク放電の遮断時間

HEAF
発生

過電流継電器
(51) 動作

補助リレー等
動作

遮断器
開放

①保護継電器の動作時間 ②誤差 ③遮断器の開極時間等（誤差を含んだ最大値）

＊図6-5,図6-6と同色の箇所は同じ機器であることを示している。

HEAF
発生

過電流継電器
(51) 動作

補助リレー等
動作

D/G

停止

④保護継電器の動作時間 ⑤誤差
⑧保護継電器，タイマー動作後の電流供給

停止までの時間（誤差を含んだ最大値）

アーク放電の遮断時間

タイマ動作

⑥タイマの
動作時間

⑦誤差

＊図6-5,図6-6と同色の箇所は同じ機器であることを示している。
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図 6-3に示す時間の考え方については以下のとおり。 

①過電流継電器(51)の動作時間

（HEAF発生から過電流継電器(51)が過電流を検知し，信号を発するまでの時間） 

②誤差

（過電流継電器(51)の動作時間に対する誤差） 

③過電流継電器(51)動作後の電流供給停止までの時間

（誤差を含んだ最大値） 

④過電流継電器(51)の動作時間

 （HEAF発生から過電流継電器(51)が過電流を検知し，信号を発するまでの時間） 

⑤誤差

（過電流継電器(51)の動作時間に対する誤差） 

⑥タイマの動作時間

（過電流継電器(51)から信号を受けて，タイマが信号を発するまでの時間） 

⑦誤差

（タイマの動作時間に対する誤差）

⑧過電流継電器(51)，タイマ動作後の電流供給停止までの時間

（誤差を含んだ最大値）

表 6-2 アーク放電の遮断時間に関する誤差 

(1)保護継電器に関する誤差

誤差

ﾊﾟﾀｰﾝ

使用する保護継電器 
誤差 備考 

機種 保護要素 

1 製品 A 51（過電流継電器） 

2 製品 B 51（過電流継電器） 

3 製品 C タイマ   [sec] 

(2)その他機器に関する誤差

使用する機器 誤差の考え方 誤差を含んだ最大値 備考 

補助リレーA 

誤差を含んだ

最大値で設計 

動作時間：  [sec] 

補助リレーB 動作時間：  [sec] 

補助リレーC 動作時間：  [sec] 

D/Gロックアウトリレー 動作時間：  [sec] 

D/G受電遮断器 開放時間：  [sec] 

界磁開閉器 

（消磁コンタクタ） 
動作時間：  [sec] 
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各電気盤のアーク放電の遮断時間及びアークエネルギーの一覧を表 6-3に示す。 

 なお，アーク放電の遮断時間を設定する際に実施する保護継電器の動作時間の設定

については，上流及び下流の保護継電器の動作時間と協調を図ることで，電気事故に

よる影響範囲を局所化する設計とする。具体的には，事故点に最も近い過電流保護継

電器が上位の過電流保護継電器よりも先に動作する設計とする（図 6-4参照（1/2））。 

図 6-4 保護継電器の動作イメージ（1/2） 

図 6-4 保護継電器の動作イメージ（2/2） 

（HEAF 対策時） 

上位の過電流保護継電器

D/G

②

Ｍ

①

保護協調が取れている例

事故点

※数字は遮断器が開放する順番を示す。
但し，①の遮断器開放により，短絡電流が除去された場合，②の遮断器は開放しない。

①

Ｍ

②

保護協調が取れていない例

【凡例】

：遮断器開放状態

：遮断器投入状態

黒線：健全な範囲

青線：遮断器①の開放により停電する範囲

D/G

上位の過電流保護継電器

下位の過電流保護継電器 下位の過電流保護継電器

事故点

所内電源又は外部電源より

Ｍ／Ｃ

D/G

Ｍ

49,50,51

OFF

短絡電流

【凡例】
49(負荷側)：補機側の過負荷継電器(49)
50(負荷側)：補機側の過電流継電器(50)
51(負荷側)：補機側の過電流継電器(51)
D/G 51 ：D/G側の過電流継電器(51)

D/G 51＋タイマ

D/G受電遮断器で
HEAF発生

51＋タイマ動作によりD/G停止
（界磁開閉器投入）し，
アーク放電を遮断する
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d. D/Gからの給電時における HEAF対策

D/Gの給電回路に設置されている過電流保護継電器の考え方は，補機側の過電流保

護継電器が D/G側の過電流保護継電器よりも先に動作する設定としている。この保護

協調が適切でない場合，補機側の電気事故により，D/G機関停止及び D/G受電遮断器

が開放してしまい，D/Gからの電源給電が遮断されることとなる。これは事故点への

電源給電が遮断されるが，同時に他の健全な補機への電源給電も遮断されるため，本

事象は避ける必要がある。 

したがって，補機側の短絡事故に対しては，瞬時に動作する過電流継電器（50）

及び過電流継電器（50）よりも時限をもって動作する過電流継電器（51）を組み合わ

せて適用することで保護協調を実現する。 

D/G側の過電流継電器（50）（以下「D/G 50」という。）を追加する場合，既存の補

機側の過電流継電器（50）（以下「50（負荷側）」という。）の保護協調について留意

する必要がある。そこで，補機側の短絡事故に対しては，瞬時に動作する 50（負荷

側）及び時限をもって動作する D/G側の過電流継電器（51）（以下「D/G 51」という。）

を組み合わせて適用することで保護協調を維持し，D/G側の短絡事故に対しては，既

存の D/G 51 の回路に，さらに時限をもって動作させるタイマを追加し，D/G 停止と

する回路に変更することにより HEAF対策を行うものとする（図 6-4（2/2）参照）。 

なお，タイマは，D/Gの外部故障時にはタイマ設定値以内に D/G 受電遮断器を開放

し短絡電流を遮断するとともに，D/G 受電遮断器にて HEAF が発生した場合には D/G

受電遮断器が不動作となることから，HEAF 火災発生までに D/G を停止させるよう，

タイマの時間を設定する必要がある。

タイマの最小設定時間は，D/G 51動作により D/G受電遮断器が開放した場合には

タイマが動作しないようにする必要があるため，補助リレー動作時間，D/G受電遮断

器開放時間，D/G 51復帰時間を考慮すると，A及び B-D/G（以下「A系及び B系」と

いう。），HPCS-D/G（以下「HPCS系」という。）ともにタイマ誤差    [sec]を考

慮し    [sec]以上としなければいけない（図 6-5参照）。 

タイマの最大設定時間は，HEAF 火災しきい値（短絡発生から    [sec]（A

系及び B系）又は    [sec]（HPCS系））から D/G 51，補助リレー，界磁開閉器

（消磁コンタクタ）の動作時間及び短絡電流減衰時間を除いた    [sec]（A 系

及び B 系）又は    [sec]（HPCS 系）以下としなければいけない（図 6-6，図

6-7参照）。

以上より，追加するタイマの時間は，  [sec]から  [sec]（A 系及

び B 系）及び    [sec]から  [sec]（HPCS 系）の範囲から，タイマ

誤差    [sec]を考慮し，    [sec] (A 系及び B 系)，    [sec] (HPCS

系)を選定する。 

上記の検討結果より，誤差を考慮した遮断時間によるアークエネルギーは「表 6-3 

電気盤のアークエネルギー及びアーク放電の遮断時間一覧（5/5）」のとおり，最大で 

 MJであり，しきい値である 16MJ 以下である。 
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図 6-5 タイマ最小設定時間（A,B及び HPCS-D/G） 

図 6-6 タイマ最大設定時間（A及び B-D/G）（1/2） 
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図 6-6 タイマ最大設定時間（HPCS-D/G）（2/2） 

また，M/C(D/G)について，表 6-3に示す遮断時間の考え方は，以下のとおり。 

・D/G 51の動作時間は短絡電流の大きさと D/G 51の動作特性より  [sec] （A

系及び B系）又は  [sec]（HPCS系）となる。 

・D/G 51 の動作時間により，表 6-2 の誤差  に該当する    [sec]

（A 系及び B 系）又は   [sec]（HPCS 系）の測定誤差を考慮した結果，

D/G 51の動作時間を   [sec]又は    [sec]とした。 

  D/G(A系及び B系)の D/G 51の動作時間 

  D/G(HPCS系)の D/G 51の動作時間 

・アーク放電を D/G受電遮断器で遮断する場合の時間は，補助リレーの動作時間と

D/G受電遮断器の仕様（遮断器の開放時間）で決定した。 

・補助リレーの動作時間：    [sec] 

・D/G受電遮断器開放時間：    [sec] 

・アーク放電を D/Gの停止により遮断する場合は，D/Gの短絡電流の式により遮断

時間を算出した。

電気盤のアークエネルギー及びアーク放電の遮断時間について，表 6-3に示す。 
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図 6-7  短絡電流の減衰（島根原子力発電所第２号機）（1/2） 

(D/G(A系及び B 系)においてタイマ設定値を  秒としたとき) 

図 6-7  短絡電流の減衰（島根原子力発電所第２号機）（2/2） 

(D/G(HPCS系)においてタイマ設定値を  秒としたとき) 

表 6-4 D/Gの短絡電流供給停止までの時間 

D/G 51 動作

時間【①】 

補助リレー，タイマ及び

界磁開閉器（消磁コンタ

クタ）動作時間【②】

電流供給停止時間 

（定格の 0.01PU 以

下となる時間）【③】 

合計時間 

【①＋②＋③】 

D/G(A系及び B系) 

D/G(HPCS 系) 
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e. D/G停止のための保護継電器追加における回路構成について

D/G 停止回路の既設のインターロック回路を図 6-8（1/2）に示す。

既設のインターロックにおいて，D/G 受電遮断器で HEAFが発生した場合は，D/G

51からの信号により D/G停止のインターロックは成立するが，HEAF発生により D/G

受電遮断器が「開」動作せず，界磁開閉器（消磁コンタクタ）の動作のインターロ

ックが成立しないおそれがあり，短絡電流が継続することとなるため，HEAF火災の

発生を防止することができない可能性がある。 

D/G 受電遮断器で HEAF が発生した場合，HEAF 発生に起因した短絡電流を早期に

検出し D/Gを停止するため，D/G制御盤内の既存 D/G 51の動作により D/Gロックア

ウトリレー及び界磁開閉器（消磁コンタクタ）動作とするインターロックを追加す

る。今回のインターロック追加ロジック，回路構成の概略を図 6-8（2/2）に示す。 

インターロック追加は既設の保護ロジック回路構成を変更するものではなく，既

存 D/G 51にタイマを追加することにより，D/G受電遮断器での HEAF発生を検知し，

D/Gの界磁開閉器（消磁コンタクタ）投入のインターロックを追加するものである。

追加するタイマの外観図を図 6-9に示す。 

なお，追加するインターロック回路は既存の D/G制御盤内に追加し，地震，溢水

影響等のない設計する。 

図 6-8 インターロック図（概要）（1/2） 

（既設） 

図 6-8 インターロック図（概要）（2/2） 

（HEAF対策後） 
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図 6-9 HEAF対策で追加するタイマ（例） 

界磁開閉器（消磁コンタクタ）の構成及び動作原理については以下のとおりであ

る。 

・界磁開閉器（消磁コンタクタ）は投入コイル，投入固定コア，投入可動コアで

構成される電磁石と負荷電流を入・切（ＯＮ・ＯＦＦ）するための固定接点，

可動接点などの主要部品で構成されている。（図 6-10参照）。

＜界磁開閉器（消磁コンタクタ）の動作原理＞ 

・投入コイルＯＦＦ（無励磁）状態では引外しコイル，引外し固定コア，引外し

可動コアにより固定接点と可動接点は開離しており（ＯＦＦ），電流が負荷に

流れない状態となっている。

・投入コイルを励磁（電圧印可）すると，可動コアが吸引され，これに連結した

可動接点が固定接点に接触して回路が閉じ，ＯＮ（励磁）状態となる。

＜消磁動作の説明＞ 

・上記の原理にて，界磁開閉器（消磁コンタクタ）がＯＮ（励磁）して界磁回路

を短絡すると，発電機の励磁が停止する（表 6-5参照）。

図 6-10  界磁開閉器（消磁コンタクタ）構成図 

タイマー正面のセットダイヤル，切替スイッチを
操作することでタイマーの時間を設定する。

時間単位切替
スイッチ

セットダイヤル

目盛数字切替
スイッチ

ＯＦＦ(無励磁)状態 ＯＮ(励磁)状態

投入
コイル

投入
可動コア ストッパ

ラッチレバー

引外しコイル

投入
固定コア

引外し可動コア

引外し固定コア

固定接点

可動接点
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。
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(2) 火災感知設備及び消火設備の配置

a. HEAFによる火災影響の範囲

火災感知設備及び消火設備（以下「火災感知設備等」という。）について，HEAF に

よる火災影響の範囲（Zone of Influence. 以下「ZOI」という。）を HEAF試験により

確認した。 

(a) HEAF試験による評価対象設備の選定

HEAF試験にあたって，図 6-11に示すフローを用いて HEAFによる火災の影響評価

が必要な設備（以下「評価対象設備」という。）の選定を行った。評価対象設備を抽

出した結果，火災感知器が評価対象設備として選定された。（表 6-6，図 6-12参照） 

図 6-11 評価対象設備の選定フロー 

HEAF対策の対象電気盤の
火災発生時に使用する

火災感知設備及び消火設備

①対象電気盤と同じ
火災区域に設置される設備か

②火災の影響を受ける設備か

HEAFによる影響を受ける可能性があるため
実証試験による確認を実施

（評価対象設備）

HEAFによる影響を受けないため
実証試験による確認は不要

NO

YES

NO
例：金属等で構成された設備

YES
例：プラスチック等で構成された設備
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表 6-6 評価対象設備の選定結果 

HEAF対策の対象電気盤の 

火災発生時に使用する 

火災感知設備及び消火設備 

①対象電気盤と同じ

火災区域に設置

される設備か

○：ＹＥＳ

×：Ｎ Ｏ 

②火災の影響を

受ける設備か

○：ＹＥＳ

×：Ｎ Ｏ 

評価対象 

設備 

○：対 象

×：対象外 

火災感知 

設備 
感知器 ○ ○ ○ 

消火設備 

全域ガス消火 

設備制御盤 
× － × 

ガスボンベ ○ 
× 

（金属のみで構成） 
× 

噴射ヘッド ○ 
× 

（金属のみで構成） 
× 

図 6-12 火災感知設備及び消火設備のシステム構成概要図 

噴射ヘッド

全域ガス消火
設備制御盤

感知器
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(b) 評価方法

ＮＵＲＥＧ/ＣＲ－６８５０（火災 PRA 評価手法）・付属書Ｍ（以下「ＮＵＲＥＧ」

という。）において，HEAFによる ZOIは，電気盤の上方 1.5mとしていることから，HEAF

試験においては，電気盤の上方 1.5m に火災感知器を設置し，HEAF 発生後に機能喪失

しないことを確認する。なお，ＮＵＲＥＧにおいては，水平方向の ZOIは 0.9mと規定

されているが，感知器は電気盤の水平方向に設置されないことから，鉛直方向のみの

ZOIの確認を行った。 

(c) 評価結果

HEAF試験において，M/C，L/C，C/C及び M/C(D/G)ともに，HEAF発生後も火災感知器

の機能喪失はなかった。このため，ＮＵＲＥＧで示された ZOI（鉛直方向）を適用す

る。 

b. 火災感知設備等の配置の確認

HEAF発生防止対策を実施する電気盤は，火災防護審査基準に基づき，火災防護対策を

実施する機器として選定し，火災区域を設定して火災防護対策を実施している。 

HEAF 発生防止対策を実施する電気盤の火災感知設備及び消火設備について，「審査ガ

イド」に基づき，HEAFが発生した場合を配慮して配置されていることを確認する。

なお，火災が発生した場合の影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時

に機能を失うことなく，原子炉を高温停止及び低温停止できる設計としている。 

「a.  HEAFによる火災影響の範囲」の評価結果に基づき，火災感知器がＮＵＲＥＧに

示された図 6-13の ZOIの範囲内に設置されていないことを確認する。 

図 6-13 火災感知器に対する HEAFの ZOI 

c. 確認結果

確認の結果，HEAF対策の対象電気盤の ZOI範囲内に火災感知器はないことから，火災

感知設備等は，HEAF を配慮して配置されている。確認の結果について，添付資料 2に示

す。

隣接盤隣接盤

ZOI

電気盤
(HEAF発生)

0.3m

1.5m ZOI

正面 側面

電気盤
(HEAF発生)

1.5m

0.3m
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添付資料 1 

同等性に影響を与えるおそれのあるパラメータの整理に関する補足について 

1.アーク火災発生のメカニズムについて

(1) 電気盤遮断器室内の遮断器の 1次側（又は 2次側）に銅線で三相短絡し，短絡電流を流

すことによりアーク放電を発生させると，金属ヒュームを含んだ高温ガスが発生する。こ

の高温ガスによる爆発現象は，音速で伝播することから，0.01秒で約 3m伝播する（音速

340m/s×0.01秒≒3.4m） 

(2) 電気盤の寸法は，高さ約 3m×幅約 1m×奥行き約 3mであることから，以下のグラフのと

おり，0.01秒～0.02秒後に圧力上昇はピークとなり，その後電気盤の開口部や盤内仕切

板の変形（M/C(D/G)試験ではアークパワーが小さいことから仕切板の変形には至らない）

により高温ガスは電気盤外に抜け，盤内圧力は減少傾向になる。なお，密閉容器であれば，

圧力が上昇すれば温度も上昇するが，図 1,2に示すとおり，電気盤は密閉構造ではなく開

口部を有する構造であることから，圧力の上昇に伴い盤内の温度が上昇するものではない。 

（1）アーク放電発生 （2）高温ガスの発生 （3）アーク放電の継続 （4）アーク火災発生

高温ガス発生

圧力上昇，盤の変形⇒圧力低下
高温ガスの温度上昇 アーク火災発生

2次側

ケーブル

遮断器
母線

・盤内圧力は，14.5msecでピーク（62.5kPa），直後に圧力が抜ける
・圧力が抜けた後も，アークは継続（0.63秒）

100
80
60
40
20

-20
0

圧力(kPa)

62.5
（試験内容）
・アーク継続時間：0.63秒
・アークエネルギー：25.3MJ
・試験結果：アーク火災無（盤内仕切板等変形）

盤内仕切板の状態（母線室ー遮断器室間）

（試験内容）
・アーク継続時間：3.05秒
・アークエネルギー：16.6MJ
・試験結果：アーク火災無（遮断器室以外に損傷無）

試験時に確認された内圧（M/C試験時）

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 時間(S)

試験時に確認された内圧（M/C(D/G)試験時）

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 時間 (s)

20

圧力(kPa)

15

10

5

0

-5

-10

2.98

・盤内圧力は，8.24msでピーク（2.98kPa），直後に圧力が抜ける
・圧力が抜けた後も，アークは継続（3.05秒）
・M/C(D/G)試験は，アーク電流が低いことからアークパワーとおおむね比例関係にあるピーク圧力
が低い値となるが，電気盤内の圧力上昇の現象としてはM/C試験と同様
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(3,4) 短時間で大部分の高温ガスは電気盤外に放出さ

れるが，一部はアーク放電の発生箇所である遮断器近

傍に滞留することから，高温ガスから可燃物にエネル

ギーが伝搬し，あるしきい値以上のエネルギーが印加

されるとアーク火災となる。試験体系上，アークを発

生させた銅線をワイヤリングした箇所である遮断器

近傍に最も高温ガスが滞留しやすいことから，遮断器

室内の可燃物が主要な燃焼物であり，試験の結果とも

一致している。 

図 1 実機の電気盤の開口部（M/C） 

図 2 実機の電気盤の開口部（C/C） 

盤を側面から見た構成図 盤内部の写真

：開口部

盤を側面から見た構成図 盤を正面から見た写真

：開口部

遮断器室アーク発生，アーク火災有，消火後の遮断器の様子
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2. M/C(D/G)試験と M/C試験との圧力上昇の相違点について

第 3回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合（2018年 10月 15日開催）「資料

3-2 高エネルギーアーク損傷（HEAF）に伴う火災対策に係る事業者の取り組み状況について」

5 頁（別紙 2参照）に試験体選定時の考え方を記載しており，HEAF発生時の圧力上昇は，盤

の変形や開口部から圧力が抜けるため HEAF発生直後の盤内温度上昇に盤内容積の大小は直

接寄与しない旨説明している。 

事業者意見の聴取に係る会合では，試験時に確認された電気盤の内圧は M/C試験を代表と

して記載しているが，HEAF発生直後の最大圧力値は約 62.5kPa（火災が発生しない最大アー

クエネルギー）であった。それに比べて，M/C(D/G)試験は約 2.98kPa(火災が発生しない最大

アークエネルギー)であった（別紙 3参照）。

M/C試験と同様にアーク火災を防止するためにはアーク火災となるアークエネルギー（し

きい値）以内に抑える設計とすることについて，前述の M/C(D/G)試験，M/C 試験の HEAF発生

直後の最大圧力の違いを踏まえてもアーク火災発生メカニズムとして同等であることについ

て補足説明する。 

(1) M/C(D/G)試験と M/C試験で用いた試験体，試験条件等の相違点

M/C(D/G)試験と M/C 試験で用いた試験体，試験条件等について纏めた結果は表 1 のとお

りである（詳細は別紙 4参照）。 

試験条件のうち試験電流については，M/C(D/G)試験は M/C 試験の 1/4 程度の試験電流値

である。それ以外（試験体，計測方法等）については明確な差はなく同等である。 
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表 1 M/C(D/G)試験-M/C試験の比較について 

M/C(D/G)試験 M/C 試験 比較・評価 

試験体 規格： 

JEM-1425 ， JEC-2300

に基づき製造 

開口面積：約 0.48m2 

規格： 

JEM-1425，JEC-2300 に基

づき製造 

開口面積：約 0.07m2 

同一の規格で製造されてお

り形状，盤容積（遮断器室），

絶縁物の種別，開口部の大き

さなどに明確な差はない 

試験 

条件 

試験電圧：6.9kV 

試験電流：5.0kA 

試験電圧：6.9～8.0kV 

試験電流：18.9～40.0kA 

試験電圧は同等であるが試

験電流については M/C(D/G)

試験は D/G給電時の 3相短絡

電流を模擬しており M/C試験

時の約 13～25%程度の大きさ 

計測 

方法 

圧力センサ（共和電業

製・ひずみゲージ式・

200kPa） 

同左 センサ・測定箇所，測定方法

ともに同等である 

(2) 試験電流値の差による影響について

アークエネルギーはアークパワーとアーク時間の積分値であるがアーク時間は可変パラ

メータであることから，HEAF発生直後の現象の違いはアークパワー（アーク電圧とアーク

電流の積）の差として現れる。 

図 3に HEAF試験で得られた全ての M/Cの最大アークパワー（アーク電圧とアーク電流の

積）と圧力上昇最大値の関係を示すと概ね比例関係にあることがわかる。M/C(D/G)試験に

おける，最大アークパワーは 14.4～17.2MWであり，M/C試験時における値（非耐震：33.6

～68.3MW，耐震：84.9～156.9MW）と比べて小さい理由は，前述のとおり試験条件におけ

る電流値が小さいからである（M/C(D/G) 5kA，M/C(D/G)以外の非耐震：18.9kA，耐震：40kA）。 

このことから，電気盤内の圧力上昇の現象としては，M/C(D/G)試験および M/C 試験の試

験電流値の差によるものでありピーク圧力に違いはあるものの同様の波形形状を示して

おり，試験状況からも開口部から高温ガスが電気盤外に抜けていることは明らかであるこ

とから，圧力上昇の現象としては同様であると考えられる（開放系アーク放電と試験デー

タの比較については別紙 1参照）。

図 3 最大アークパワーと圧力上昇最大値の関係 

1000.0

100.0

10.0

1.0

圧
力
上
昇
最
大
値

[k
P

a]

最大アークパワー[MW]

10.0 100.0 1000.0

M/C（D/G） 以外(非耐震)

M/C（D/G） 以外(耐震)

M/C（D/G） (非耐震)
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(3) まとめ

今回の HEAF試験では，図 3のとおりアークパワーと圧力上昇値は比例関係にあることか

ら，HEAF発生直後の圧力上昇という現象は，外部電源受電時と D/G給電時に違いはなく同

様のメカニズムであると考えることができる。 

よって，アーク火災発生のメカニズムである以下の①及び②について，D/G給電時におい

ても①については本考察のとおり外部電源受電時と同等のメカニズムであると考えるこ

とができる。 

①HEAF発生直後の短時間で大部分の高温ガスは電気盤外に放出される

②一部の高温ガスは，アーク放電の発生箇所である遮断器近傍に滞留することから，高

温ガスから可燃物にエネルギーが伝搬し，あるしきい値以上のエネルギーが印可される

とアーク火災となる。

また，②については第 3回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合（2018年 10

月 15日開催）「資料 3-2 高エネルギーアーク損傷（HEAF）に伴う火災対策に係る事業者の

取り組み状況について」補 10 頁（別紙 2 参照）に記載のとおり M/C についてはアークエ

ネルギーが約 25MJ 以上となれば火災となり，アーク継続時間とアークエネルギーは基準

電流 20kAで換算すると外部電源受電時，D/G給電時に違いはなく概ね比例関係にあること

からも同等のメカニズムと考えることができる。 

以上 
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別紙 1 

開放系アーク放電と試験データの比較について 

開放系アーク放電に関する Babrauskas博士の論文[1]によると図 1-1のとおりアークパワ

ー（横軸）は，発生圧力×隔離距離（アーク発生箇所と圧力測定箇所との間の距離）の積

（縦軸）で整理できる。今回の電気盤寸法は，高さ 2.3m×幅 1m×奥行き 2.5mであり，電

気盤の正面で測定した圧力が最大値を示したため離隔距離を 0.5mとした。試験時の条件

を下表に整理し図 1-1黄色プロットで示すと概ね Baker’s theoryと示された赤線付近に

あることからも開放系の論文データと符合する。これより，アーク発生時の電気盤内圧力

は，開放系のアークパワーと離隔距離の物理指標で整理できる。 

また，試験状況ビデオからも高温ガスが開口部等から抜けることは明らかである。この

ことから M/C(D/G)試験と M/C 試験で使用した電気盤は開口部を有する構造であり，圧力上

昇によって盤内の仕切板の変形が発生する可能性がある構造であることから，境界条件が

開放系に近い同等の電気盤として扱うことができると推察する。 

表 1-1 アーク発生時の電気盤内圧力に関連する物理量 

物理量 M/C(D/G)試験時 M/C試験時 

アークパワー

（横軸） 

2πfVI 

＝2*π*100Hz*1.33kV*5kA 

≒4*109(9乗オーダ) W/s 

2πfVI 

＝2*π*100Hz*1.34kV*40kA 

≒3.3*1010(10乗オーダ) W/s 

圧力×離隔距離

（縦軸） 

2.98kPa×0.5m 

≒1.5*103 Pa・m 

62.5kPa×0.5m 

≒3.1*104 Pa・m 

注）f：周波数（全波整流波形となることから 50×2=100Hz） 

  V：アーク電圧，I：試験電流 

図 1-1 開放空間におけるアークパワーと圧力上昇の関係 

出典 [1]V.Babrauskas,“Electric Arc Explosions”,Proc.12th Intl.Conf.Interflam,pp.1283-1296,2010 

以上 
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別紙 2 

資料 3-2 高エネルギーアーク損傷（HEAF）に伴う火災対策に係る 

事業者の取り組み状況について（抜粋） 
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別紙 3 

(1)M/C試験の電気盤内圧

(2)M/C(D/G)試験の電気盤内圧
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添付資料 2 

火災感知設備及び消火設備の配置について 

島根原子力発電所第２号機の HEAF 対策対象電気盤が設置されているエリアの火災感知設

備及び消火設備の配置について以降に示す。なお，配置図の凡例については，下記に記載の

とおりとする。 

なお，図面に記載されている寸法の単位についてはミリメートルとする。 

【凡 例】 

＊ZOI（Zone Of Influence）とは 

事故発生
電気盤

盤
側
面

盤
側
面

ZOI

ZOI

900mm

300mm

B

B’

C C’

ZOIZOI

900mm

300mm

ZOI

事故発生
電気盤

900mm

300mm

1500mm

事故発生
電気盤

ZOI 1500mm

C - C’ 断面図B - B’ 断面図平面図

電気盤内で発生したアーク放電の盤外への影響範囲のこと。詳細については下図参照。

：垂直方向への影響範囲 ：水平方向への影響範囲

感知器（断面図） 感知器（平面図） 

煙感知器 煙感知器 

熱感知器 熱感知器 

垂直方向の ZOI影響範囲（＊） 垂直方向の ZOI影響範囲（＊） 
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原子炉建屋 非常用電気品室 

＊煙感知器，熱感知器については全て天井付近に取り付けられているため記載について簡略化

する。 

図 1 火災感知設備及び消火設備の配置図（1/9） 
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添付資料 3 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

保護ロジックへのインターロック追加に関わる既存設備への影響について 

1. はじめに

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「D/G」という。）

の保護ロジックへのインターロック追加において，既存設備への影響確認を実施するもので

ある。 

2.インターロック追加における回路構成について

(1)既設のインターロックについて

既設のインターロックを図 2-1に示す。

既設のインターロックにおいて，D/G受電遮断器で HEAF が発生した場合は，D/G 51 から

の信号により D/G 機関停止のインターロックは成立するが，HEAF により D/G 受電遮断器が

「開」動作せず，界磁開閉器（消磁コンタクタ）の動作のインターロックが成立しないおそ

れがあり，短絡電流が継続することとなるため，HEAF 火災の発生を防止することができな

い可能性がある。 

補機の遮断器で HEAF が発生した場合は，D/G 51 の信号により D/G受電遮断器が「開」と

なり，短絡電流が遮断され，HEAF火災の発生防止を図ることができる。 

図 2-1 既設インターロック 

(2)追加するインターロックについて

上記のとおり，既設のインターロックにおいて，D/G受電遮断器で HEAFが発生した場合，

HEAF 火災に対する保護ができないため，D/G 51 動作後に一定時間が経過しても D/G 受電遮

断器が「開」動作しないことをもって，D/G 受電遮断器で HEAF が発生したことを判断し，

アーク放電を遮断するインターロック回路を追加することで，HEAF火災の発生防止を図る。 

図 2-2，表 2-1に示すとおり，このインターロックは既設の保護ロジック回路構成を変更

するものではなく，D/G 51にタイマを追加することにより，界磁開閉器（消磁コンタクタ）

投入のインターロックを追加するものであるため，既許可の設計を変更するものではない。 
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なお，既設の D/G 制御盤内に回路を追加し，地震，溢水影響等のないよう設計する。 

図 2-2 回路構成概略図（イメージ） 

図 2-3 M/Cへの D/G給電時の電源構成（HEAF対策後） 

所内電源又は外部電源より

Ｍ／Ｃ

D/G

Ｍ

49,50,51

事故点２

OFF

短絡電流

HEAF対策でタイマ追加

事故点１

D/G 51＋タイマ

【凡例】
49(負荷側)：補機側の過負荷継電器(49)
50(負荷側)：補機側の過電流継電器(50)
51(負荷側)：補機側の過電流継電器(51)
D/G 51 ：D/G側の過電流継電器(51)
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表 2-1 HEAF対策によるインターロック追加箇所 

事
故
点

事故 

検出 

インターロック動作

備考 D/G受電 

遮断器 
D/G 機関 

界磁開閉器 

（消磁コン

タクタ）

既
設

1 
D/G 51 

動作 

開 停止 動作 

2 動作不可＊ 停止 不動作 
HEAF 火災の発生防

止不可 

Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｆ
対
策
後

1 
D/G 51 

動作 
開 停止 動作 

既設インターロッ

クから変更なし

2 

D/G 51+ 

タイマ動

作

動作不可＊ 停止 動作 
HEAF 対策としてタ

イマ追加

事故点 1：補機用の遮断器で HEAFが発生 

事故点 2：D/G受電遮断器で HEAFが発生 

＊HEAF により D/G 受電遮断器が「開」動作しないおそれがあり，短絡電流が

継続することになるため，HEAF火災の発生を防止することができない可能

性がある。 

【インターロック追加設計の考え方】 

a. D/G受電遮断器での HEAF発生に起因した短絡電流を，アーク火災に至る前に遮断す

ることを目的としている。

b. D/G による給電時においても，HEAF による電気盤の損壊の拡大を防ぐため，アーク

放電継続時は，D/G機関を停止するとともに，アークエネルギー抑制の観点から，速

やかに HEAF発生点である D/G受電遮断器への短絡電流供給を停止する必要があるた

め，アーク放電継続時は D/Gの界磁開閉器（消磁コンタクタ）を投入することで，短

絡電流を減衰させる。

3.保護ロジックにおける設計思想について

今回追加する D/Gを停止するインターロックは，HEAF火災を発生させないことを目的に設

置するものであるが，図 3-1 に示すとおり，発電機比率差動継電器（87），発電機逆電力継

電器（67）と同じ設計思想（1/1 ロジックで動作）とするのが妥当である。また，この設計

思想については，M/C の保護リレーの設計思想（1/1ロジックで動作）とも整合している。
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図 3-1 D/G停止インターロック 

4. インターロック追加による D/Gへの悪影響を防止するための設計上の考慮について

(1) 追加するインターロック回路の故障による悪影響に対する設計上の考慮

追加するインターロック回路については，設置許可基準規則第 12条第 1 項及びその解

釈，設置許可添付書類八の設計方針に基づき，D/Gと分離及び隔離する必要がある。 
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【設置許可基準規則 第 12条第 1項】 

安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたものでな

ければならない。 

【設置許可基準規則の解釈 第 12条】 

第 1 項に規定する「安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたもの」

については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」による。ここで、当該指針における「安全機能を有する構築物、系統及び

機器」は本規定の「安全施設」に読み替える。 

【発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針】 

Ⅳ．分類の適用の原則 

3. 分離および隔離の原則

安全機能を有する構築物、系統又は機器は、これら二つ以上のものの間

において、又は安全機能を有しないものとの間において、その一方の運転

又は故障等により、同位ないし上位の重要度を有する他方に期待される安

全機能が阻害され、もって原子炉施設の安全が損なわれることのないよう

に、機能的隔離及び物理的分離を適切に考慮しなければならない。

【設置許可 添付書類八】 

1.3  安全機能の重要度分類 

1.3.2  分類の適用の原則 

(3) 安全機能を有する構築物，系統又は機器は，これら二つ以上のものの

間において，又は安全機能を有しないものとの間において，その一方の

運転又は故障等により，同位ないし上位の重要度を有する他方に期待さ

れる安全機能が阻害され，もって原子炉施設の安全が損なわれることの

ないように，機能的隔離及び物理的分離を適切に考慮する。

(4) 重要度の異なる構築物，系統又は機器を接続するときは，下位の重要

度のものに上位の重要度のものと同等の設計上の要求を課すか，又は上

位の重要度のものと同等の離隔装置等によって，下位の重要度のものの

故障等により上位の重要度のものの安全機能が損なわれないように，適

切な機能的隔離が行われるよう考慮する。

ただし，本申請では HEAF対策を目的としてインターロック回路と D/Gを相互接続する

必要があるため，故障によって D/Gの安全機能が阻害されることがないように，以下の運

転管理・施設管理による対応を行うものとする。 

なお，これらは保安規定に定める運転管理，施設管理に従い実施するものであり，イン

ターロック追加に伴い保安規定を変更するものではない。
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①運転管理による対応

D/G 51 は，島根原子力発電所原子炉施設保安規定の第 12 条（運転管理業務）の

2(1)(3)，第 13 条（巡視点検）第 1 項，第 14 条（規定類の作成）による運転管理の

対象として，発電部（運転員）が運転監視，巡視点検，運転操作，警報発信時の対応，

故障時の対応，定期的な試験・確認等を実施することとなる。

具体的には，当該継電器の異常有無は巡視点検時に目視にて確認する。さらに，定

期的な D/Gサーベイランス時にも，当該継電器に異常がないことを目視にて確認する。 

警報発信時の対応については予め手順書に定めて運用し，運転員が当該継電器の故

障を発見した場合には直ちに保修部に点検・復旧を依頼する。 

なお，D/G 運転中に万一当該継電器が故障した場合，機関の停止回路が動作し，或

いは D/G受電遮断器が開放され，D/Gからの給電が停止する可能性が考えられる。た

だし，非常用電源系統は，1つの非常用電源母線で原子炉を安全停止することができ

るよう多重性・独立性を有する設計となっていることから，1つの当該継電器が故障

したとしても，健全側の D/Gにて事故の収束は可能である。D/G待機中に万一当該継

電器が故障し，誤動作して D/G停止信号を発信した場合，又は復旧作業のために電源

隔離を行う場合，D/Gが待機除外となるため，プラント運転中であれば島根原子力発

電所原子炉施設保安規定第 59 条（非常用ディーゼル発電機その 1）で定められてい

る AOT10日以内（動作可能な外部電源が 1回線である場合は 12 時間以内）に復旧で

きなければプラント停止が必要となる。 

②施設管理による対応

保修部は，当該継電器の点検計画を策定し，計画的に点検を実施することで設備の

健全性を維持する。

また，発電部から当該継電器の点検・復旧依頼があった場合は，可及的速やかに復

旧作業を開始する。 

当該継電器の復旧は，リレープラグを引き抜くことで継電器単独で取り替えが可能

である。以下の手順により約 10 時間で復旧可能と考えている。復旧後は，D/G 停止

信号をリセットし，D/Gを再起動することができる。 

・作業準備   ：約 1時間 

・取替品の運搬 ：約 1.5時間

・作業員の確保 ：約 6.5時間

・取替作業 ：約 1時間 

上記の運転管理及び施設管理に係る業務は，島根原子力発電所原子炉施設保安規定

第 3 条（品質マネジメント計画）に基づき実施することで，当該継電器の健全性を維

持するとともに，異常の早期発見及び早期復旧に努め，偶発故障（悪影響）に対応す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定第 59条（非常用ディーゼル発電機その 1） 

（抜粋）〔参考〕 

〔保安規定第 59条〕 
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（参考）D/G 51及びタイマのプラント信頼性評価への影響 

現在プラントの信頼性評価では，NUCIAデータ『原子力発電所に関する確率論的安全

評価用の機器故障率の算出（1982年度～1997年度 16ヵ年 49基データ改訂版）』（別

添-2参照）で定義されている機器バウンダリに基づき実施している。 

当該継電器及びタイマ誤動作による D/G機関の停止については，”D/Gの計測制御回

路”として当該継電器及びタイマを D/Gのバウンダリに含めて取り扱っている＊1。 

すなわち，D/G の故障率には当該継電器及びタイマの要因による故障率も含まれてい

るため，当該継電器及びタイマ設置によるプラントの信頼性評価への影響はない＊2。 

注記＊1：PRAで使用している NUCIAの故障率データは，国内プラント全体の過去の故障

実績を集計して統計的に算出された値を使用している。その故障実績の集計に際

して，機器ごとに機器バウンダリが定められている。機器バウンダリ内の故障要

因により当該機器が機能喪失した実績は，当該機器の故障実績としてカウントさ

れる。そのため，当該機器の故障率に含まれる。一方，機器バウンダリ外の故障
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原因により当該機器が機能喪失した実績は，当該機器の故障実績としてカウント

されない。そのため当該機器の故障率には含まれない。また，NUCIA資料『原子

力発電所に関する確率論的安全評価用の機器故障率の算出（1982年度～1997年

度 16ヵ年 49基データ改訂版）』の 68頁に D/Gのバウンダリの説明の図と表が

あり，この表の中でバウンダリ内の「計測制御装置」の設備として，「冷却水流

量，潤滑油圧力，機関速度等に係る検出器・変圧器・保護リレー，その他」が挙

げられる。「冷却水流量，潤滑油圧力，機関速度等」といった故障要素は D/G故

障ロックアウトリレーを動作させ機関を直接停止させるものである。当該 51保

護リレー及びタイマについても電気系の保護信号ではあるものの，先の保護信号

と並列なインターロック回路を構成し D/G故障ロックアウトリレーを動作させ

ることから，当該 51保護リレー及びタイマについても先の保護信号用の保護リ

レーと同様に D/Gバウンダリ内の設備として整理されると考える。

＊2：PRAで使用している NUCIAの故障率データは，各プラントの各機器の詳細な設

計情報を分析して算出されたものではなく，国内プラント全体の過去の故障実績

を集計して統計的に算出された値を使用している。よって，過去の実績に基づく

ものであり，現在の機器の設計が変更となっても即座に故障率に影響することは

ない。一方で，機器の設計が変更となった後は，その設計での故障実績が積みあ

がっていくので，将来的には故障率に影響が出てくる可能性はある。 

なお，仮に D/G の故障率とは別に当該継電器及びタイマの故障率を取り扱った場合で

も，現在プラントの信頼性評価で使用している NUCIAデータ「故障件数の不確実さを

考慮した国内一般機器故障率の推定（1982年度～2010年度 29ヵ年 56基データ）」（別

添-3参照）によれば，”D/Gの運転継続失敗”の時間故障率（3.3×10－4/hr）に対し，

継電器誤動作の時間故障率（3.0×10－9/hr），タイマ誤動作の時間故障率（6.8×10－9/hr）

は十分に小さいものであり，D/Gの信頼性に有意な影響を与えることはないと考える。 

(2) 自然現象等を起因とした悪影響に対する設計上の考慮

今回のインターロック追加は，自然現象等を起因とした悪影響に対する基準適合性に影

響を与えないよう以下のとおり設計する（図 4-1参照）。 

・「地震」に対しては，追加するインターロック回路（タイマ等）は D/G 制御盤内に設

置し，耐震 S クラスの構造強度を有する設計とする。具体的には，D/G制御盤内の既

設器具と同じ方法で盤内に取付け，固定することで，地震時に落下・脱落しない設計

とする。また，追設するタイマ等の機能確認済加速度は，D/G制御盤内の機能確認済

加速度よりも大きく，かつ盤設置レベルの機能維持評価用加速度よりも大きくなる設

計とすることで，地震によってタイマ等が故障（機能喪失）することはない。 

・「津波，外部衝撃，火災及び蒸気タービン・発電機等の損壊に伴う飛散物」に対して

は， タイマ等を D/G制御盤内に設置することで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

・「溢水」に対しては，タイマ等を D/G 制御盤内の溢水防護上配慮が必要な高さ以上に
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配置することで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，「電気系統」の観点で今回のタイマ追設が D/G に悪影響を及ぼさないように，タ

イマは非常用電源系から受電し，タイマ等は単独でも施設管理が可能な状態とする。

図 4-1  D/G制御盤内のタイマ等設置イメージ 

表 4-1  機能確認済加速度と機能維持評価用加速度の比較（D/G制御盤） 

（9.8m/s2） 

機能維持評価用 

加速度 

機能確認済加速度 

タイマ等 盤 

水平方向 1.29 

鉛直方向 0.96 

表 4-2  制御盤設置高さと溢水による溢水防護上配慮が必要な高さの比較 

（単位：m） 

制御盤設置高さ 
溢水防護上配慮が 

必要な高さ 

2A- D/G制御盤 EL 2.80 

2B- D/G制御盤 EL 2.80 

2HPCS-D/G制御盤 EL 2.80 
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5. 先行審査プラントとの HEAF対策比較

(1)先行審査プラント（PWR）

先行審査プラント（PWR）の HEAF 対策は，新たに追加した過電流継電器（50）の動作によ

り D/Gを停止および消磁コンタクタ投入のインターロックを追加するものである（表 5-1参

照）。 

先行審査プラント（PWR）において，既存の過電流継電器（51）を使用して D/Gを停止させ

る場合，既存の設計思想*1を変更する必要があるため，HEAF発生時以外は既存の設計思想を

変更しない対策として，過電流継電器（50）を追加する HEAF対策を実施している。 

(2)先行審査プラント（BWR）

先行審査プラント（BWR）の HEAF 対策は，既存の設計思想*2を変更することなく，既存の

過電流継電器（51）を使用して HEAF対策を実施している。 

(3)先行審査プラントとの比較

島根２号機は，既存の設計思想*3 を変更することなく，既存の過電流継電器（51）を使用

して HEAF対策が可能であるため，先行審査プラント（PWR）とは異なり，先行審査プラント

（BWR）と同様の対策となる。ただし，既設の D/G のインターロックの設計思想は先行審査

プラント（BWR）と異なる。 

注記*1：先行審査プラント（PWR）において，過電流継電器（51）が動作した場合，SI 信

号挿入状態時は D/Gが停止せず，D/G 受電遮断器が「開」とならない。 

*2：先行審査プラント（BWR）においては，過電流継電器（51）が動作した場合，LOCA

発生の有無により D/G機関を停止するプラント，LOCA発生の有無に関わらず，D/G

受電遮断器のみ「開」とするプラントがある。 

*3：島根２号機において過電流継電器（51）が動作した場合，LOCA 発生の有無に関わ

らず D/G 機関を停止し，D/G 受電遮断器開放後に界磁開閉器（消磁コンタクタ）

を投入する。 
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6. まとめ

今回のインターロック追加は，D/G 受電遮断器での HEAF 発生に起因した短絡電流をアー

ク火災に至る前に遮断することを目的に設置していることから，D/G の保護継電器設計と整

合した考え方（A系 1 台，B系 1台及び HPCS系 1台）で設計している。 

また，インターロックは HEAF 対策を目的として，D/G の機関停止を実施することとなる

が，既存の D/G の保護ロジック回路の構成を変更するものではなく，D/G 制御盤内にタイマ

等を設置することで D/Gの自然現象等に対する基準適合性に影響がないように設計しており，

運転管理面及び施設管理面の対応により，保護継電器の健全性を維持するとともに，異常の

早期発見及び早期復旧に努め，偶発故障（悪影響）の防止を図る方針としている。 

以上のとおり，今回追加するインターロックが D/Gに悪影響を及ぼさないように設計上の

考慮を行っている。 
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別添-1 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機給電時の 

HEAF火災対策の検討について 

1. はじめに

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「D/G」という。）

からの給電時において HEAFが発生した場合の HEAF 火災対策案を比較検討する。 

2. HEAF発生条件

図 2-1に D/Gから M/C に給電する場合の概略電源構成を示す。HEAFは，D/Gからの給電中

における短絡事故に起因して発生するものとし，想定しうる事故点は図 2-1に示す事故点 1

及び 2とする。 

事故点 1：補機フィーダ遮断器での短絡事故 

事故点 2：D/G受電遮断器での短絡事故 

図 2-1 M/Cへの D/G 給電時概略電源構成 

3. 通常保護の考え方

図 2-1に示す事故点 1及び 2にて HEAFが発生した場合に，D/G給電中における通常保護

の考え方は以下のとおりとする。 

事故点 1： 

D/G給電時に補機フィーダ遮断器にて事故が発生した場合，補機フィーダ遮断器の開

放による短絡電流の遮断は基本的に不可となる。そのため，図 3-1に示すとおり D/G用

の過電流継電器（51）（以下「D/G 51」という。）にて短絡電流を検知し，D/G受電遮断

器を開放し短絡電流を遮断する。 

所内電源又は外部電源より

Ｍ／Ｃ

D/G

Ｍ

事故点１

49,50,51

51

事故点２

87

OFF
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図 3-1 補機フィーダ遮断器での短絡時（事故点 1）における HEAF 火災からの保護 

事故点 2： 

D/Gから給電中にD/G受電遮断器にて事故が発生した場合，図3-2に示すとおりD/G 51

にて短絡電流を検知することとなるが，D/G受電遮断器は故障していることを想定する。

本事故点での HEAF発生時には短絡電流を遮断器開放により遮断することができないた

め，D/G機関の停止後の短絡電流減衰による HEAF火災抑制に期待することとなる。 

図 3-2 D/G受電遮断器での短絡時（事故点 2）における HEAF火災からの保護 

4. HEAF対策の検討

3.通常保護の考え方にて検討した通常保護方法と現状での HEAF保護可否を表 4-1のとお

り纏める。 

所内電源又は外部電源より

Ｍ／Ｃ

D/G

Ｍ

51

ON→OFF

87

OFF

短絡電流

保護リレー動作により
D/G受電遮断器開放

保護リレー動作により
D/G機関停止

事故点１

49,50,51

所内電源又は外部電源より

Ｍ／Ｃ

D/G

Ｍ

51

ONのまま

87

OFF

短絡電流

保護リレー動作するが
D/G受電遮断器開放に失敗

保護リレー動作により
D/G機関停止

事故点２

49,50,51
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表 4-1 事故点ごとにおける通常保護方法と HEAF保護可否 

事
故
点

通常保護 

方法 

HEAF火災からの 

保護可否 
課題 

1 D/G 51にて保護 ○ なし 

2 保護なし × 

D/G 51動作による D/G機関の停

止インターロックは成立する

が，界磁開閉器（消磁コンタク

タ）の動作インターロックが存

在しないため，保護不可。

○：現状の保護構成で HEAF火災から保護可

×：現状の保護構成で HEAF火災から保護不可

表 4-1に示すとおり，事故点 1では HEAF保護可能であるが，事故点 2において HEAFが発

生した場合，D/G 51 からの信号により D/G 機関停止のインターロックは成立するが，HEAF

により D/G受電遮断器が「開」動作せず，界磁開閉器（消磁コンタクタ）動作のインターロ

ックが成立しないおそれがあり，D/G発電機からの短絡電流が継続することになるため，HEAF

火災の発生を防止することができない可能性がある。 

以上の結果により，HEAF火災からの保護が可能となる対策案を表 4-2のとおり検討した。

各対策案の詳細は次の 5.1項以降に記載する。なお，各対策案の評価については，規格基準

の適合性及び改造物量も含めて考慮して総合的に行った。 

表 4-2 D/G給電中における HEAF対策概要案 

対策案 対策概要 備考 

1 
50要素を D/G停止インター

ロックに追加

・保護要素に 50要素を追加し，短絡事故

早期検知し，HEAF火災を抑制

・50動作で D/Gの停止

5.1項 

2 
51要素を D/G停止インター

ロックに追加
・51動作で D/Gの停止 5.2項 

3 
27要素を D/G停止インター

ロックに追加

・保護要素に 27要素を追加し，短絡事故

早期検知し，HEAF火災を抑制

・27動作で D/Gの機関停止，D/G受電遮断

器開放 

5.3項 

4 
51要素+限時要素を D/G停

止インターロックに追加 
・51動作＋タイマ動作で D/Gの停止 5.4項 

≪参考≫ 

・27要素：不足電圧検知

・50要素：過電流（瞬時）検知

・51要素：過電流（限時）検知
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5. HEAF保護が可能となる対策案

5.1 対策案 1：50要素を D/G停止インターロックに追加 

所内電気盤の過電流継電器（50（瞬時過電流）及び 51（限時過電流））は，短絡等の電

気事故発生時に遮断器等の開放による事故除去及び事故影響範囲の極小化を図るため，保

護協調を考慮した設計としている。 

具体的には，事故点に最も近い過電流継電器が上位の過電流継電器よりも先に動作す

る設定としている。 

図 5-1 保護協調のイメージ 

D/G の給電回路に設置されている D/G 51 の考え方は，補機側の過電流継電器（50）が

D/G 51 よりも先に動作する設定としている。この保護協調が適切でない場合，補機側の

電気事故により，D/G 機関停止及び D/G 受電遮断器が開放してしまい，D/G からの電源給

電が遮断されることとなり，本事象は避ける必要がある。 

従って，補機側の短絡事故に対しては，瞬時に動作する過電流継電器（50）及び過電

流継電器（50）よりも時限をもって動作する D/G 51 を組み合わせて適用することで保護

協調を実現している。 

対策案 1 は，過電流継電器（50）を追加し，本要素により D/G の機関を停止させるこ

とにより，D/G受電遮断器で HEAFが発生した場合の保護をできるようにするものである。 

また，同時に D/G の界磁開閉器（消磁コンタクタ）も投入されるインターロックとす

ることで，D/G受電遮断器の開放に失敗した場合に D/Gの機関停止に併せて D/Gの励磁を

断ち，より早期な短絡電流の減衰を図る。 

上位の過電流保護継電器

D/G

②

Ｍ

①

保護協調が取れている例

事故点

※数字は遮断器が開放する順番を示す。
但し，①の遮断器開放により，短絡電流が除去された場合，②の遮断器は開放しない。

①

Ｍ

②

保護協調が取れていない例

【凡例】

：遮断器開放状態

：遮断器投入状態

黒線：健全な範囲

青線：遮断器①の開放により停電する範囲

D/G

上位の過電流保護継電器

下位の過電流保護継電器 下位の過電流保護継電器

事故点
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図 5-2 50要素を D/G停止インターロックに追加した場合の 

インターロックイメージ

本対策案は，追加する過電流継電器（50）と既存の補機側過電流継電器（50）の保護

協調について留意する必要がある。過電流継電器（50）は設定値以上の電流が流れると瞬

時に動作する。50 要素を D/G 停止インターロックに追加とした場合，保護協調が実現で

きず補機側の電気事故で D/G が停止する可能性があるため，適用は困難である。 

5.2 対策案 2：51要素を D/G停止インターロックに追加 

対策案 2は，現状設置されている D/G 51の動作により，D/G受電遮断器開放に失敗した

場合であっても，D/G の界磁開閉器（消磁コンタクタ）を投入し，D/G の機関停止と併せ

て D/Gの励磁を断ち，より早期な短絡電流の減衰を図る。 

図 5-3 51要素を D/G停止インターロックに追加した場合のインターロックイメージ 

本対策案では，D/Gが系統と並列運転している時に非常用 D/G至近端で短絡事故が発生

すると，事故点に向かって系統からの短絡電流が流入し，この状態で界磁開閉器（消磁コ

ンタクタ）を投入すると界磁開閉器（消磁コンタクタ）に大きな電流が流れ損傷してしま

う可能性があるため，適用は困難である。 
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5.3 対策案 3：27要素を D/G停止インターロックに追加 

対策案 3 は，発電機低電圧継電器（27）を追加し，本要素により D/G の機関を停止さ

せることによって，D/G 受電遮断器で HEAF が発生した場合の保護ができるようにするも

のである。 

図 5-4 27要素を D/G停止インターロックに追加した場合の 

インターロックイメージ

本対策案は，母線などの低電圧継電器（27）と使用用途が異なる点について留意する

必要がある。例えば，D/G 給電時に L/C 母線で短絡事故が発生した場合，L/C 母線の過電

流継電器よりも先に低電圧継電器（27）が短絡時の電圧低下を検出し，健全な M/C補機へ

の給電までできなくなることが考えられる。母線の低電圧継電器（27）では通常考慮して

いない過電流継電器との保護協調まで十分検討する必要があることを意味する。 

また，D/G給電時での最大負荷投入時における瞬時電圧低下で動作しないよう，動作電

圧値についても十分検討する必要がある。 

以上のことから，本対策案では，発電機低電圧継電器(27)を追加するための十分な検

討が必要であり，保護協調の実現や動作電圧値の設定において既設設備へ影響を及ぼす可

能性があるため，本対策案の適用は困難である。 

5.4 対策案 4：51要素＋限時要素を D/G停止インターロックに追加 

対策案 4は，既存の D/G 51の動作にタイマ動作を追加するものである。 

既存のインターロックにおいて，D/G 51 動作による D/G 機関の停止ロジックは存在す

るが，D/G受電遮断器が開放できない場合の界磁開閉器（消磁コンタクタ）動作ロジック

は存在せず，短絡電流を速やかに遮断することが出来ず，HEAF が発生した場合の保護は

不可となる。 

そこで，D/G 51 の動作にタイマの動作を追加し，本要素により D/G 51 動作が一定時間

継続した場合には，D/G受電遮断器で HEAFが発生していると捉え，D/G機関を停止させる
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とともに界磁開閉器（消磁コンタクタ）投入信号を発信し，より早期の短絡電流減衰を図

る。 

図 5-5 51要素＋限時要素を D/G停止インターロックに追加した場合の 

インターロックイメージ

本対策案の特徴として，既存の D/G 51動作ロジックは変更がないため，LOCA発生有無

に関わらず，D/G 51 が動作した場合には D/G機関を停止し，D/G受電遮断器開放後に界磁

開閉器（消磁コンタクタ）を投入するという設計思想を変更ことなく対策できるものであ

る。  

6. HEAF対策の検討結果

対策案 1～4 について，従来の設計思想を維持しつつ，HEAF火災対策が可能である対策案

4（51要素＋限時要素を D/G停止インターロックに追加）を採用する。 

対策案 4 で追加するタイマは，既設設計思想に影響を与えないようにするため，HEAF 以

外の事故時（母線や負荷回路等の D/G受電遮断器より負荷側で短絡が発生時）には動作させ

ず，かつ，HEAF火災に至る前に D/G機関停止及び界磁開閉器（消磁コンタクタ）投入が完了

するように，時間を設定する必要がある。 

タイマ最小設定時間は，D/G 51 動作により D/G 受電遮断器が開放した場合にはタイマが

動作しないようにする必要があるため，D/Gロックアウトリレー，補助リレー動作時間，D/G

受電遮断器開放時間，D/G 51復帰時間を考慮すると，A及び B-D/G（以下「A系及び B系」と

いう。），HPCS-D/G（以下「HPCS系」という。）ともにタイマ誤差    [sec]を考慮し， 

[sec]以上としなければいけない。 

また，タイマの最大設定時間は，HEAF 火災に至る前に界磁開閉器（消磁コンタクタ）を

投入する時間から D/G 51，補助リレー及び界磁開閉器（消磁コンタクタ）の動作時間を除い

た    [sec]（A 系及び B 系）又は    [sec]（HPCS 系）以下としなければいけな

い。 

以上より，追加するタイマの時間は，  [sec]から  [sec]（A系及び B 系）

及び    [sec]から  [sec]（HPCS 系）の範囲から，タイマ誤差  [sec]

を考慮し，  [sec] (A系及び B系)，  [sec] (HPCS系)を選定する。 
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図 6-1 タイマ最小設定時間（A,B及び HPCS-D/G） 

図 6-2 タイマ最大設定時間（A及び B-D/G）（1/2） 
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図 6-2 タイマ最大設定時間（HPCS-D/G）（2/2） 
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別添-2 
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別添-3 
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添付資料 4 

HEAF対策として追加設置するインターロックの試験・検査方法について 

1. はじめに

本資料は，今回 HEAF 対策として追加設置するインターロックの試験・検査方法について

補足説明するものである。 

2. 追加設置するインターロックの試験・検査方法について

HEAF 対策による健全性及び能力の確認は，保護リレー動作から遮断器開放等までの時間

計測についても範囲に含まれることから，それらの試験及び検査の方法について以下に記載

する。 

M/C に接続される遮断器（D/G受電遮断器以外）での HEAF発生を想定した場合（パターン

１）の試験・検査イメージを図 1 に，D/G 受電遮断器での HEAF 発生を想定した場合（パタ

ーン 2）の試験・検査イメージを図 2に示す。 

パターン 1については，既工認と同様の検査方法であり，実測にて①，②，③を測定する。 

パターン 2については，①，②の範囲については実測できるが，③についてはプラント安

全上の観点から実測できないため，メーカの解析結果を用いて代替する。 

図 1 パターン 1（M/Cに接続される遮断器（D/G受電遮断器以外）での HEAF時） 

図 2 パターン 2（D/G受電遮断器での HEAF時） 
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